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令和元年第３回身延町議会定例会（１日目） 

 
令 和 元 年 ９ 月 ３ 日 
午前９時００分開議 
於 議 場 

 
１．議事日程 

 
日程第１ 会議録署名議員の指名 
日程第２ 会期の決定 
日程第３ 諸般の報告 
日程第４ 認定第１号 平成３０年度身延町一般会計及び特別会計歳入歳出決算

認定について 
日程第５ 報告第５号 平成３０年度決算に基づく身延町健全化判断比率及び資

金不足比率の報告について 
日程第６ 議案第６１号 身延町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例の制定について 
日程第７ 議案第６２号 身延町職員給与条例及び身延町消防団員の定員、任免、給

与、服務等に関する条例の一部を改正する条例について 
日程第８ 議案第６３号 身延町印鑑条例の一部を改正する条例について 
日程第９ 議案第６４号 身延町社会体育施設条例の一部を改正する条例について 
日程第１０ 議案第６５号 身延町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例及び身延町特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する

条例の一部を改正する条例について 
日程第１１ 議案第６６号 身延町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例について 
日程第１２ 議案第６７号 令和元年度身延町一般会計補正予算（第３号） 
日程第１３ 議案第６８号 令和元年度身延町介護保険特別会計補正予算（第２号） 
日程第１４ 議案第６９号 令和元年度身延町簡易水道事業特別会計補正予算（第

２号） 
日程第１５ 同意第１２号 身延町教育委員会委員の任命について 
日程第１６ 同意第１３号 身延町固定資産評価審査委員会委員の選任について 
日程第１７ 同意第１４号 身延町固定資産評価審査委員会委員の選任について 
日程第１８ 同意第１５号 身延町固定資産評価審査委員会委員の選任について 
日程第１９ 同意第１６号 身延町公平委員会委員の選任について 
日程第２０ 発委第１号 身延町議会基本条例の制定について 

 



 ２

 
２．出席議員は次のとおりである。（１４名） 

 
 １番  伊 藤 雄 波        ２番  伊 藤 達 美 
 ３番  望 月 悟 良        ４番  赤 池   朗 
 ５番  上 田 孝 二        ６番  田 中 一 泰 
 ７番  野 島 俊 博        ８番  河 井   淳 
 ９番  芦 澤 健 拓       １０番  福 與 三 郎 
１１番  渡 辺 文 子       １２番  川 口 福 三 
１３番  広 島 法 明       １４番  柿 島 良 行 

 
 

３．欠席議員は次のとおりである。 
 

な  し 
 
 

４．会議録署名議員（３人） 
 

 １番  伊 藤 雄 波        ２番  伊 藤 達 美 
 ３番  望 月 悟 良 

 
 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 
（２３人） 

町       長 望 月 幹 也 代 表 監 査 委 員 渡 邉 吉 彦 
副 町 長 笠 井 祥 一 教 育 長 保 坂 新 一 
総 務 課 長 村 野 浩 人 会 計 管 理 者 穂 坂 桂 吾 
企 画 政 策 課 長 高 野 博 邦 交 通 防 災 課 長 千頭和康樹 
財 政 課 長 遠 藤  基 税 務 課 長 小笠原正人 
町 民 課 長 望 月  融 福 祉 保 健 課 長 熊 谷  司 
観 光 課 長 佐 藤 成 人 子育て支援課長 大 村  隆 
産 業 課 長 内 藤 哲 也 建 設 課 長 望 月 真 人 
土 地 対 策 課 長 伊 藤 天 心 環境上下水道課長 水 上 武 正 
下 部 支 所 長 望月由香里 身 延 支 所 長 鈴 木 利 規 
学 校 教 育 課 長 伊 藤 克 志 施 設 整 備 課 長 羽 賀 勝 之 
生 涯 学 習 課 長 深 沢 教 博 
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６．職務のため議場に出席した者の職氏名（２人） 

 
議会事務局長 佐 野 和 紀 
録 音 係 深 沢  泉 
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開会 午前 ９時００分 
〇議会事務局長（佐野和紀君） 

 相互にあいさつを交わします。 
 ご起立をお願いいたします。 
 相互に礼。 
 （ あ い さ つ ） 
 ご着席ください。 

〇議長（柿島良行君） 
 本日は大変ご苦労さまです。 
 秋の気配が次第に色濃くなってまいりましたが、まだまだ暑い日が続いております。 
 議員各位、ならびに町長をはじめ執行部各位には、令和元年第３回身延町議会定例会にご出

席いただき心から御礼を申し上げます。 
 本定例会に提出される諸議案は、いずれも重要な内容を有するものであります。 
 議員各位には慎重な審議、ならびに円滑な議会運営に格段のご協力をお願い申し上げます。 
 それでは、出席議員が定足数に達しておりますので直ちに会議を開きます。 
 本日は議事日程第１号により執り行います。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は会議規則第１２６条の規定によって、 
 １番 伊藤雄波君 
 ２番 伊藤達美君 
 ３番 望月悟良君 
を指名します。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第２ 会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。 
 本定例会の会期は本日から９月１３日までの１１日間にしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、会期は本日から９月１３日までの１１日間と決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第３ 諸般の報告を行います。 

 本定例会に町長から上程されております案件はお手元に配布のとおり認定１件、報告１件、

条例案６件、補正予算案３件、同意５件の計１６案件、また身延町議会基本条例策定特別委員

会委員長から条例案１件が提出案件となっております。 
 これらの説明のため、本日の説明員として地方自治法第１２１条の規定に基づき出席通知の

ありました者の職氏名につきましては、一覧表としてお手元に配布したとおりです。 
 また、今定例会までに受理した請願書は、お手元に配布しました請願文書表のとおりです。 
 請願は所管の教育厚生常任委員会に付託しますので、審議をお願いいたします。 
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 次に６月定例会以降の議会関係の諸行事については、お手元に配布により報告としますので

ご了承願います。 
 次に身延町議員合同県外視察研修を６月２６日・２７日に行いました。 
 総務産業建設常任委員会委員長、教育厚生常任委員会委員長から報告書が提出されています。 
 代表して上田孝二総務産業建設常任委員長から報告をお願いします。 
 上田孝二君、登壇してください。 
 上田孝二君。 

〇５番議員（上田孝二君） 
 それでは報告させていただきます。 

令和元年８月２０日 
 身延町議会議長 柿島良行殿 

総務産業建設常任委員会委員長 上田孝二 
教育厚生常任委員会委員長   野島俊博 

 身延町議会議員合同県外視察研修報告 
 １．研修日程 令和元年６月２６日（水）から２７日（木） 
 ２．研修場所 愛知県大口町、日進市 
 ３．参 加 者 １６人（議員１４人、事務局２人） 
 ４．研修内容 大口町 大口町議会 
            議会活性化の取り組みについて 

（議会基本条例について） 
        日進市 社会福祉法人ポレポレ 
            障がい者社会福祉事業について 
 １日目は愛知県大口町に研修いたしました。 
 議会基本条例は、議会のあるべき姿について徹底した議論を行い、ルールを定めるとともに

実践し、積極的に町民へ情報発信することによって、町民と協働のまちづくりを推進し、また

議会の意思決定における説明責任を果たすために定めるものである。 
 研修では、議会活動の方向性の明確化、議会の透明性の確保といった議会の活性化策などが

紹介され、議会の活動内容、また議会改革の推進に向けた取り組みが参考になった。 
 本町議会が抱える議会改革に対し、先進的な大口町での研修の成果を活かし、議員全員が同

じ認識を再確認するとともに、議会改革への取り組みをより一層推進していきたいと感じた。 
 ２日目は愛知県日進市、社会福祉法人ポレポレを研修いたしました。 
 （所感） 
 「社会福祉法人ポレポレ」における各種事業について、地域を巻き込んで行う事業展開に対

し、事業者の惜しみない努力を伺うことができた。 
 また、「一人ひとりにあった環境が用意できない」「職員が集まらない」などの苦労話や各種

の活動が「地域に溶け込んでいけるのか」など、コミュニティとの共生が必要不可欠である話

なども拝聴することができた。 
 本町でも進められている「地域の支え合い運動」にも関連する内容であり、今後も障がい者

と地域が共生するまちづくりを推進していく必要性を考えさせられた研修であった。 
 以上です。 
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〇議長（柿島良行君） 
 上田孝二君、自席にお戻りください。 
 身延町議員合同県外視察研修の報告が終わりました。 
 以上で諸般の報告を終わります。 
 ここで町長からあいさつの申し出がありましたので、これを許します。 
 望月町長。 

〇町長（望月幹也君） 
 改めまして、皆さんおはようございます。 
 議長より許可をいただきましたので、開会にあたり一言ごあいさつを申し上げます。 
 本日ここに令和元年身延町議会第３回定例会を招集いたしましたところ、議員の皆さまには

全員のご出席をいただき、お礼を申し上げます。ありがとうございます。 
 ７月から８月にかけて列島に相次いで台風の到来がありましたが、中でも非常に大型となっ

た台風１０号は８月１５日から１６日の未明にかけて山梨県にも被害をもたらしました。 
 幸いにも身延町においては大きな被害もなく安堵した次第でありますが、西日本を中心とし

た集中豪雨により河川の氾濫や浸水害、土砂災害等が発生し、死者やケガ人が相次ぐなど甚大

な災害となりました。 
 お亡くなりになられた方々に対しまして、心からご冥福をお祈り申し上げますとともに被災

されました方々に対しまして衷心よりお見舞いを申し上げます。 
 さて私どもを取り巻く社会経済情勢は依然として厳しい状況が続いている中で、令和元年度

の普通交付税が決定され、７月２３日に県から公表がされました。 
 本町の普通交付税額は平成３０年度と比較して１億１，０９５万６千円少ない３８億２，

８９８万２千円でありました。 
 主な減額要因としては、需要の面では人口を基本として算定する保健衛生費が人口減少に伴

い減少するとともに元利償還金や起債同意額に基づき算定する公債費の減少などに加え、５年

目の最終年度を迎えた合併算定替えの段階的縮減により２．８％の減額となっております。 
 歳入予算額の約半分を地方交付税が占める本町では、今後とも財政運営の健全化に努めてい

かなければと思う次第であります。 
 次に防災訓練についてであります。 
 去る９月１日の日曜日には、南海トラフ地震の発生を想定しての身延町防災訓練を各自主防

災会、消防団等のご協力により実施したところであります。本年度は災害防災ボランティア未

来会による避難所運営の勉強会、中部消防署による要配慮者の搬送講習、峡南地域防災リーダー

養成講座など各自主防災組織代表が積極的に参加していただく中、多くの防災知識を事前に習

得していただきました。 
 各地区の防災訓練では、この講演会などで学んだことを生かした訓練に多くの区民や関係者

に参加をいただく中、町は身延町危機管理訓練として災害対策本部運営図上訓練、合わせて西

嶋地区の住民にご参加をいただき、避難所運営訓練も実施したところであります。 
 万一災害が発生した場合、まず自分の身は自分で守るという自助、次に地域住民が力を合わ

せて地域を守るという共助が大切だと考えます。 
 住民一人ひとりが自分を、そして地域を守るために何ができるかを考えていただき、有事の

際に機能する地域コミュニティを構築していただくことを合わせてお願いするところでありま
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す。 
 町におきましても、備蓄食料や飲料水等の備蓄品の拡充を図るとともに町民の皆さまに向け

て、さらなる防災意識の高揚に努めてまいりたいと考えております。 
 次に子どものインフルエンザ予防接種費用の助成についてであります。 
 本町の子育て支援の一層の充実を図ることを目的に、本年１０月１日から生後６カ月から

１８歳以下のお子さんに対し、インフルエンザ予防接種費用の一部として１回の接種に対し２，

５００円を上限として助成を行うことといたしました。 
 次に保育料の無償化についてであります。 
 本年５月に子ども・子育て支援法の改正が行われ、１０月１日から国の制度として３歳以上

の子どもの保育料等を無償とすることが規定されました。しかし、これまで保育料に含まれて

いた副食費については無償化の対象とならず、別途徴収することとされています。 
 本町ではまち・ひと・しごと創生総合戦略の子育て支援策として、国の制度改正に先行して

第２子以降の保育料無償化に取り組んでいたことから、今回の制度改正において無償化の対象

とならない子どもに対しましても、子育て世代の経済的負担の軽減のため、すべての保育料等

の無償化を実施することといたしました。 
 また、小中学校における給食費の無償化を実施しておりますことを鑑みて、副食費につきま

しても無償化を実施いたします。 
 次に三沢市之瀬間バイパスの早期着手についてであります。 
 県道市川三郷身延線、三沢市之瀬間バイパスの建設につきましては、旧下部町のころより要

望活動を行ってまいりました。今年の３月３日に三沢市之瀬間バイパスを実現する会が設立さ

れ、短期間に１万人を超える方からの署名が集まりました。 
 その後、身延町議会第２回定例会におきまして請願書が提出され、６月１４日の本会議にお

いて採択となり、これを受けて去る８月２１日に私と議長、三沢市之瀬間バイパスを実現する

会、依田会長の３名で県庁知事室にて直接、早期着手についての要望書を長崎知事に手渡して

まいりました。 
 今後も早期着手に向けて要望活動を展開してまいりたいと考えております。 
 次に連携型中高一貫教育の実施状況についてであります。 
 本年度から正式導入いたしました身延高等学校との連携型中高一貫教育の関連事業として、

夏休み中にはサマーセミナーと防災サマーキャンプが実施されました。サマーセミナーは７月

３１日から８月２日までの３日間、身延高校を会場として実施した学習会です。これは身延高

校の教員が中学３年生の希望者に対して、国語、数学、英語、理科について過去の高校入試問

題等を教材として既習事項、基本事項を指導していただいているものです。 
 高校受験前の追い込み時期に費用負担の心配なく受講ができる貴重な学習機会となり、身延

中学校、南部中学校から５８名の生徒が参加をいたしました。 
 防災サマーキャンプは、７月２９日に静岡県の常葉学園大学から講師を招いて開催され、地

域との共同関連事業として南海トラフ地震に関する基礎学習を行い、地震発生時においてリー

ダーとして防災活動を推進していく意欲や知識を持った人材育成を目的としています。 
 身延中学校、南部中学校、身延高校から１８名の生徒が参加をいたしました。ほかにも数学

科の授業アシストなどの諸事業も順調に進んでいるところであります。 
 次に身延町総合文化会館の音響設備等更新工事についてであります。 
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 去る８月５日の臨時会において、ご議決をいただきました総合文化会館の音響設備等更新工

事につきましては、一般競争入札を８月３０日に実施をいたしました。 
 ４００席の客席を有するホールは、日頃より各種イベントのほか町民の皆さまに幅広くご利

用をいただいております。舞台や各室の音響設備、映像設備、監視設備を更新、新設すること

により、これから１０年２０年と本町の各種事業の会場として多くの皆さまにご利用いただけ

るものと考えております。 
 令和２年、来年３月には完成の運びとなる予定でありますので、設備の更新が完成いたしま

した折には、ぜひとも会館に足をお運びいただきまして、その音響を体験していただきたいと

存じます。 
 次に学校施設の防犯対策についてであります。 
 学校は教育の場であると同時に児童生徒が一日の大半を過ごす生活の場でもあり、児童生徒

の健全と安全に十分留意する必要があることはもちろん、豊かな人間性を育む潤いと安心のあ

る快適な空間として整備し、維持する必要があります。 
 本年５月に川崎市で登校時に発生した事件は、校内で発生した事件ではありませんでしたが、

これまでに予測することもできないような児童殺傷事件が発生したことは、記憶に新しいとこ

ろであります。 
 この事件により町内の小中学校の防犯対策について、現地調査、施設点検を実施した結果、

万一の事件・事故に備えて身延清稜小学校、身延小学校、身延中学校へ防犯カメラ設置の予算

として総額９５２万７千円を計上いたしました。 
 なお、下山小についてはすでに設置済みでございます。 
 防犯カメラ設置により不審者の早期発見や校舎内への侵入を未然に防止するなど抑止力とな

り、児童生徒、教職員の安心感につながるものと考えます。 
 学校への防犯カメラ設置により防犯対策を推進するにあたり、施設整備における対策ととも

に教職員の意識向上を含めた学校の管理運営面での対応や学校と保護者や地域の関係機関との

協力体制の確立などの取り組みが必要不可欠であり、関係者がそれぞれの立場、責任において

継続的に取り組み、不断の努力を重ねることが必要であると考えます。 
 次に合併１５周年記念式典についてであります。 
 平成１６年９月１３日に下部町・中富町・身延町が合併し新身延町が誕生してから早１５年

が経過しようとしております。 
 ３町の合併が実現し町制１５周年を迎えるにあたり、９月１４日、土曜日には記念式典を挙

行いたします。式典では本町に多額の寄附をお寄せいただき、町政の発展に寄与されました５名

の方に特別感謝状を贈呈するとともに、地方自治などの各分野にわたって身延町発展にご尽力

をいただきました７３名の方に感謝状を贈呈することとなっております。 
 新時代令和とともに町制１５周年を迎えた身延町の２０年後３０年後、さらなる繁栄と発展

につなげるための節目として「生まれてよかった 育ってよかった 住んでよかった身延町」

を目指し、町民の皆さまが夢や希望を持ち、幸せを実感できるまちづくりを進めてまいります

ので、皆さま方のさらなるお力添えをお願い申し上げます。 
 また、合併１５周年記念事業として制作いたしました町の歌「おかえりなさい少年たちよ」

につきましては、去る８月１３日に制定の告示を行い、記念式典で披露させていただくことと

なっております。 
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 今後、町の歌が広く町民の皆さまに親しまれ、歌い継がれていくことが大変重要であり、９月

１５日には身延中学校学園祭での全校合唱、１０月２６日の記念コンサートなどを通じて披露

していく予定となっております。 
 次に今定例会に提案いたしました議案は認定１件、報告１件、条例の制定および改正６件、

令和元年度補正予算３件、人事案件５件の計１６件でございます。 
 提出議案の中から主なものについて申し上げます。 
 まず認定第１号 平成３０年度身延町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定についてであ

ります。 
 全会計において黒字決算となっておりますので、ご認定をいただきたいと存じます。 
 次に報告第５号 平成３０年度決算に基づく身延町健全化判断比率及び資金不足比率の報告

についてであります。 
 報告いたします。 
 本町の平成３０年度決算に基づく比率は、すこぶる健全段階にありますが、これに甘んじる

ことなく、なお一層、財政健全化に努めてまいりたいと思います。 
 その他につきましては、提出議案の説明の中で申し上げます。 
 なお、令和元年第２回定例会以降の主な行事につきましては、お手元に配布したとおりでご

ざいますので、ご確認いただきたいと存じます。 
 以上、あいさつならびに行政報告とさせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（柿島良行君） 
 町長のあいさつが終わりました。 
 本日、決算審査報告のため渡邉代表監査委員に出席要請をしております。 
 ここで、渡邉代表監査委員をお招きしますのでしばらくお待ち願います。 
 （ 入 場 ） 
 再開します。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第４ 認定第１号 平成３０年度身延町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定についてを

議題とします。 
 町長から提出理由の説明を求めます。 
 望月町長。 

〇町長（望月幹也君） 
 それでは認定第１号 平成３０年度身延町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定について、

ご説明申し上げます。 
 地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成３０年度身延町一般会計及び特別会計歳入

歳出決算を別紙、監査委員の意見を付け議会の認定に付するものでございます。 
 なお、内容につきましては会計管理者が説明をいたしますのでよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（柿島良行君） 
 次に認定第１号について、内容説明を求めます。 
 穂坂会計管理者。 

〇会計管理者（穂坂桂吾君） 
 認定第１号 平成３０年度身延町一般会計及び特別会計歳入歳出決算についてご説明申し上
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げます。 
 この認定第１号につきましては、予算決算常任委員会でご審査いただくことになりますので、

ここでは決算書付属資料を用いて決算の概要について説明させていただきます。ご了承いただ

きたいと存じます。 
 それでは決算書付属資料、１ページをお開きいただき会計別決算総括表をご覧ください。 
 最初に一般会計の決算状況につきまして、この表の上から２行目、一般会計の欄に示してご

ざいます。 
 歳入総額は９３億１，７４９万６，８０８円、歳出総額は８５億４，３９３万４，２５８円

で歳入歳出差引額は７億７，３５６万２，５５０円です。そのうち翌年度に繰り越すべき財源

３，１１１万４千円を差し引いた実質収支額は７億４，２４４万８，５５０円であります。 
 次に２ページをご覧ください。 
 一般会計の歳入歳出それぞれ款ごとの決算状況を一覧としてあります。 
 歳入合計は対前年度比マイナス２．９％、金額にしますと２億８，２１８万１，２９１円の

減額となりました。 
 個々の科目のうち歳入総額に占める構成比率の高いものなど、いくつか見てまいります。 
 １款町税の収入済額は１３億９，９６４万３，４５２円で歳入総額の１５％に当たります。

前年度との比較ではマイナス２．９％、４，１７６万２，９４８円の減額となりました。収納

率は町税全体で９４．５％、収入未済額は６，９３２万２，８２０円でありました。 
 なお、町税全体で１，１３８万５，７２３円を不納欠損として処理いたしました。 
 次に６款地方消費税交付金は収入済額２億４，７３３万２千円で歳入総額の２．７％に当た

り、対前年度比では５．１％、１，１９３万３千円の増額となりました。 
 １０款地方交付税は収入済額４３億７，８８８万３千円で歳入総額の４７％を占めています。

対前年度比マイナス１．３％、５，８１２万２千円の減額であります。 
 １４款国庫支出金は収入済額５億５，７８２万８，２２３円となり、歳入総額の６％を占め、

前年度と比較しますとマイナス９．７％、５，９８４万６，５５２円の減額となりました。 
 １５款県支出金は収入済額５億１，５９５万３，２９４円で歳入総額の５．５％です。前年

度と比較するとマイナス２．２％、１，１３５万４，１２１円の減額となりました。 
 ２１款町債につきましては収入済額９億１，１６０万円であり、歳入総額の９．８％を占め

ています。対前年比マイナス１５．２％、１億６，３９０万円の減額となりました。 
 続きまして歳出についてです。 
 歳出合計額は対前年度比マイナス３．３％、金額にして２億９，２４１万９，７５５円の減

額となりました。予算額に対する執行率は９３．１％であります。 
 それでは歳入と同様、歳出総額に占める割合の高いものなどいくつか見てまいります。 
 まず２款総務費についてであります。 
 支出済額は１７億２，１５２万３，９９５円で歳出総額の２０．２％に当たります。対前年

度比マイナス１５．３％、額にすると３億１，００２万２，４８４円の減となりました。１項

総務管理費の減などによるものです。 
 ３款民生費は支出済額２０億７，１４８万９，１５３円で歳出総額に占める割合は２４．３％

です。対前年度比マイナス２．０％、４，１６４万９５２円の減でありました。民生費支出総

額のうち３７．８％に当たる７億８，３２０万２，０８２円は国保特別会計、後期高齢者医療
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特別会計、介護保険特別会計、介護サービス事業特別会計への繰出金であります。 
 ４款衛生費は支出済額８億７，６５８万６７９円で、歳出総額の１０．３％を占めます。対

前年度比では１１．８％、額にして９，２６７万３，２４８円の増額でありました。峡南衛生

組合への負担金として２億１，４２３万２千円、簡易水道事業特別会計への繰出金として繰越

明許分を含め３億７，９５８万５，０５６円などが大きな支出であります。 
 ８款土木費は支出済額７億３，２５０万７，５２５円で、構成割合は８．６％です。対前年

度比では４．４％、３，０８８万３，７２６円の増額であります。２項道路橋梁費の増額など

によるところです。 
 １０款教育費は支出済額１０億２，４０６万２，０１９円で歳出総額の１２％に当たります。

対前年度比マイナス４．８％、５，１４４万３，３５３円の減額でありました。２項小学校費

の減額などによるものです。 
 次に１２款公債費は支出総額５億１，２０２万２，１２８円で構成比は６％です。前年度と

比べるとマイナス２３．６％、金額にして１億５，８５７万８，３５２円の減額であります。

繰上償還に努めたことによるものです。 
 １３款諸支出金は支出総額７億１，０９４万７１５円で構成比は８．３％であります。公共

施設整備基金に５千万円、教育施設整備基金に３億５千万円、まちづくり振興基金に３億円な

どの積み増しをいたしました。 
 以上が一般会計歳入歳出決算の概要であります。 
 次に特別会計について説明をいたします。１ページにお戻りください。 
 会計別決算総括表の上から３行目の国民健康保険特別会計から順に説明をいたします。 
 国民健康保険特別会計は歳入総額１７億９，２８８万８，６９６円、歳出総額１７億７，

０８２万９，２２４円、差引額は２，２０５万９，４７２円で実質収支も同額です。 
 次に後期高齢者医療特別会計は歳入総額４億４，５８３万４０円、歳出総額４億４，４７０万

３，９２０円、差引額は１１２万６，１２０円で実質収支についても同額です。 
 次に介護保険特別会計は歳入総額２２億８，６５５万４，２１２円、歳出総額２１億８，

８０５万３，８５８円、差引額は９，８５０万３５４円で実質収支についても同額です。 
 次に介護サービス事業特別会計は歳入歳出の総額はそれぞれ８１７万４，６８５円でありま

した。 
 簡易水道事業特別会計につきましては歳入総額１０億７，１８６万２，４５４円、歳出総額

１０億６，１２７万６，２７４円、差引額１，０５８万６，１８０円で、そのうち翌年度に繰

り越すべき財源として９９５万２千円を差し引いた実質収支は６３万４，１８０円です。 
 農業集落排水事業等特別会計は歳入総額３，４３４万９，１０８円、歳出総額３，４３４万

６，１９８円、差引額２，９１０円で実質収支についても同額です。 
 下水道事業特別会計は歳入総額３億９，９６０万５，１１５円、歳出総額３億９，９３５万

２，５５５円、差引額２５万２，５６０円で実質収支についても同額です。 
 下部奥の湯温泉事業特別会計は歳入総額６５４万１，７７４円、歳出総額５９７万５，

８７９円、差引額５６万５，８９５円で実質収支についても同額です。 
 次に財産区関係の特別会計についてですが、１２の財産区特別会計それぞれの歳入総額、歳

出総額、歳入歳出差引額につきましては記載のとおりでありますので、ご確認いただきたいと

存じます。 
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 一般会計および２０の特別会計を合計しますと歳入総額１５３億６，９３８万４，９８２円、

歳出総額１４４億５，８７１万８，８６５円、歳入歳出差引額は９億１，０６６万６，１１７円

で翌年度に繰り越すべき財源として４，１０６万６千円を差し引いた実質収支につきましては

８億６，９６０万１１７円でありました。 
 なお、一般会計および各特別会計の主たる施策の成果につきましては、本資料の３ページか

ら２６ページにかけてお示ししてあります。のちほどご覧いただければと存じます。 
 以上、雑駁な説明でありましたがよろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（柿島良行君） 
 以上で町長の提出理由と会計管理者の説明が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第５ 報告第５号 平成３０年度決算に基づく身延町健全化判断比率及び資金不足比率の報

告についてを議題とします。 
 町長から報告理由について説明を求めます。 
 望月町長。 

〇町長（望月幹也君） 
 それでは報告第５号 平成３０年度決算に基づく身延町健全化判断比率及び資金不足比率の

報告についてであります。 
 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項および同法第２２条第１項の規定に

より平成３０年度決算に基づく身延町健全化判断比率及び資金不足比率について、別紙のとお

り監査委員の審査意見書を付して報告するものでございます。 
 なお、内容につきましては財政課長が説明いたしますのでよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（柿島良行君） 
 次に報告第５号について、内容説明を求めます。 
 遠藤財政課長。 

〇財政課長（遠藤基君） 
 報告第５号 平成３０年度決算に基づく身延町健全化判断比率及び資金不足比率の報告につ

いて説明をさせていただきます。 
 ７月２４日に渡邉代表監査委員と福與監査委員によりまして、財政健全化法に基づく財政指

数等について審査をしていただきました。 
 その結果につきましては、４枚目に添付してあります意見書のとおりでございます。 
 この健全化判断比率等につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条の

規定により議会に報告するものであります。 
 それでは２ページをお開きください。 
 平成３０年度の決算に基づく健全化判断比率でありますが、この比率には実質赤字比率から

将来負担比率までの４項目があります。 
 まず実質赤字比率でありますが、この比率につきましては普通会計のみの決算で赤字である

かどうかを判断する数値であります。本町は赤字ではありませんので数値は入りません。早期

健全化基準は１４．４６％であります。 
 次に連結実質赤字比率であります。この比率につきましては、財産区を除くすべての会計の

連結となります。この比率につきましても赤字ではありませんので数値は入りません。早期健
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全化基準は１９．４６％であります。 
 次に実質公債費比率であります。この比率につきましては普通会計、公営企業会計、さらに

一部事務組合や広域連合等が入った連結になります。本町では峡南衛生組合や飯富病院、広域

行政組合等への債務にかかる負担金も加味された公債費の比率を示す数値であり、本町の数値

はマイナス１．９％であります。平成２９年度に比較し０．８％マイナスとなっております。

早期健全化基準につきましては２５．０％であります。 
 次に将来負担比率でありますが、この比率につきましては実質公債費比率よりもさらに地方

公社、第三セクターを含めた連結になり、より広範囲で判断していく比率であります。本町に

おきましては、地方公社や第三セクター等がございませんので、実質的には実質公債費比率と

同じ範囲で比較することになります。 
 ３０年度決算も２９年度と同様に将来負担額を充当可能財源等が上回り、将来負担比率はマ

イナスとなりました。このことは計算上、地方債などの将来負担額が将来、財政を圧迫する可

能性は低いということであり、将来負担比率に数値は入らないこととなりました。早期健全化

基準につきましては３５０．０％となっております。 
 本町の比率はいずれも早期健全化比率を下回っており、年々改善されておりますので財政は

良好であると言えます。 
 次に下段の平成３０年度決算に基づく身延町資金不足比率の状況であります。 
 この資金不足の状況につきましては、公営企業会計に属する会計の資金が不足しているかど

うかを見るもので、身延町簡易水道事業特別会計をはじめ４会計の資金不足の比率はなく良好

であります。国の示す経営健全化基準といたしましては２０．０％であります。 
 なお、上段の健全化判断比率につきましては、この４項目のうちいずれかが早期健全化基準

以上の場合には、財政健全化計画を議会の議決を経て定め速やかに公表するとともに知事に報

告しなければなりません。また計画の実施状況を議会に報告しなければなりません。法律に基

づき算定された各比率は早期健全化基準を下回っているわけですが、審査意見書でもご指摘い

ただいたとおり引き続き財政の健全化に努めてまいります。 
 以上で報告第５号の説明とさせていただきます。 

〇議長（柿島良行君） 
 以上で町長の報告理由ならびに財政課長の説明が終わりました。 
 報告第５号については終結します。 
 平成３０年度身延町一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査意見書及び平成３０年度決算に

基づく身延町健全化判断比率及び資金不足比率の審査意見書が提出されていますので、渡邉代

表監査委員から報告を求めます。 
 渡邉代表監査委員。 

〇代表監査委員（渡邉吉彦君） 
 改めましておはようございます。 
 それでは認定第１号 平成３０年度決算審査の報告をさせていただきます。 
 ただいまは、会計管理者から平成３０年度決算につきまして詳細な説明がありました。重複

するところもあろうかと思いますが、監査委員の立場で報告をさせていただきます。 
 ご案内のとおり、この監査は地方自治法第２３３条第２項の規定に基づきまして去る７月

２２日から７月２６日までの５日間、福與監査委員ともども町長から提出されました各会計の
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歳入歳出決算書および付属資料が関係法令に基づき作成されているか確認すると同時に、計数

に誤りがないか、また予算の執行状況、さらには基金の管理・運用が適正かつ効率的に執行さ

れているかなどに主眼を置きまして審査を実施いたしました。その結果が皆さまのお手元に配

布してあります決算審査意見書に掲載してあります。 
 意見書は全１８ページからなっております。時間の関係もございますので、主なところを抜

粋して報告をさせていただきますので、ご了承をお願いいたします。 
 なお、金額の単位につきましては万円とさせていただきますので、併せてご了承をお願いい

たします。 
 まず、意見書の４ページをお開きください。 
 （１）の決算の概要であります。平成３０年度の一般会計および特別会計の予算現額は

１５４億７，２６８万円で、これに対する決算額は歳入総額が１５３億６，９３８万円で収入

率は９９．３％となっております。 
 一方、歳出総額は１４４億５，８７１万円、執行率は９３．４％、歳入歳出差引額は９億１，

０６６万円で一般会計・特別会計のすべての会計において決算は黒字となっております。それ

をまとめたものがその下の表であります。 
 次に町債であります。平成３０年度末現在高は一般会計４９億８，４２０万円、特別会計

５６億１，０１３万円、合計で１０５億９，４３３万円となっております。昨年度に比べ２億

８９１万円の増であります。これは合併特例債を活用した事業に取り組んだ結果であります。 
 次に（２）の収支決算の状況であります。 
 一般会計、特別会計を合わせての実質収支は８億６，９６０万円で職員一人ひとりの経費の

節減などの努力の結果と思われます。 
 続きまして５ページをご覧ください。 
 一般会計（１）の概要ですが、４ページで決算の概要を説明いたしましたので説明は省略を

させていただきます。 
 次に（２）の歳入の状況であります。 
 予算現額９１億７，６０７万円に対して、収入済額９３億１，７４９万円で予算に対する収

入率は１０１．５％となっております。不納欠損額１，１４２万円につきましては時効など法

令に基づき処分したものであります。また収入未済額７，２５０万円であります。この未済額

については、ここ数年で最も低い額となっており、内容の分析や収納に対する工夫をし適切な

事務処理に努めた結果と思われます。 
 今後も公平性の観点と同時に自主財源の確保を図るためにも実情を把握し的確な徴収方法を

考え未済額の減額により一層、積極的に取り組んでいただきたいと思います。 
 ６ページをご覧ください。 
 この一覧表につきましては、先ほど説明をいたしました歳入決算額をまとめたものでありま

すので説明は省略をさせていただきます。 
 ７ページをご覧ください。（３）のア．歳出予算執行状況であります。 
 予算額９１億７，００６万円に対しまして、支出済額が８５億４，３９３万円で執行率は９３．

１％となっております。 
 下の表は款別にまとめたものでありますので説明は省略をさせていただきます。 
 次に８ページをお開きください。 
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 歳出の性質別の執行状況でありますので、予算分析の参考にしていただきたいと思います。 
 次に９ページ、１０ページでありますが、この特別会計は先ほど会計管理者が説明をいたし

ましたので省略をさせていただきます。 
 １１ページをご覧ください。 
 一般会計から特別会計への繰り入れの状況ですが、この表にお示ししてあるとおり総額で

１５億１，０４１万円となっております。 
 １２ページをご覧ください。 
 財産に関する調書ですが、これはお手元に配布をしてあります決算書付属資料の２７ページ

の４．財産に関する調書をまとめたものでありますので、説明は省略をさせていただきます。 
 １３ページをお開きください。 
 基金の状況につきましては関係書類、帳簿などと照合した結果、誤りはないものと認められ

ました。 
 なお、基金の運用につきましては、運用方法について地方自治法に基づき安全かつ有利を基

本により一層、創意工夫を重ねる必要があるかと思われます。 
 最後に審査の意見、指摘事項であります。 
 恐れ入りますが、お戻りいただきまして３ページをお開きをいただきたいと思います。 
 決算状況は一般会計、ならびに特別会計ともに実質収支においてすべて黒字決算となってお

り職員の経費節減、事務事業の効率的な執行など積極的な努力が見受けられるところでありま

す。 
 歳入面については、自主財源の町税や歳入全体に占める割合が１５％で、依存財源である地

方交付税が４７％、国庫支出金が６．０％、県支出金が５．５％と歳入の大部分を占めている

状況であります。 
 町税の収入状況は、個人町民税が納税義務者、ならびに給与所得などの減少により対前年比

で６００万円の減額、法人町民税は中部横断道自動車道の一部建設終了による現地事務所の閉

鎖、ならびに各法人の業績の低迷などにより対前年比で１，３００万円が減額。また、固定資

産税は家屋の評価替えにより対前年比で１，６００万円が減額しており、町税全体の収入状況

は対前年比で４，２００万円の減額となっております。 
 なお、徴収率については庁内に設置されている収納対策会議などを中心にして、職員の一斉

催告や訪問、督促状や催告書の発送など徴収努力の結果、ここ数年向上をしており今後もより

一層の努力を望むものであります。 
 なお地方交付税は、合併特例措置による算定替えに伴う段階的縮減などにより対前年比で５，

８１２万円が減額しております。今後の町の財政状況を考慮すると人口減少対策などをはじめ

とする税源の涵養を図る諸施策について、さらなる充実を図る必要があります。 
 次に使用料ならびに手数料については、町税と同様、徴収率は向上しております。公平性の

観点からもより一層、徴収方法などに創意工夫をされ収入未済額の減少に努めていただきたい

ところであります。 
 歳出面については、義務的経費である人件費が職員の給与改定などにより対前年比で４，

０５７万円の増額。扶助費は障がい者、高齢者、児童福祉事業などの対象者の減少による療養

給付費の減少により対前年比で３，１６５万円の減額。公債費は繰上償還に伴う償還額の減少

により対前年比で１億５，８５７万円の減額となっております。 
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 投資的経費については、補助事業があけぼの大豆拠点施設、みのぶ自然の里施設整備事業な

どの終了に伴い、対前年比で２億１，１２２万円の減額。また、町単独事業は宅地分譲地整備

事業などの終了により、対前年比で１億５，８２４万円の減額となっております。 
 なお、その他の経費のうち物件費は学校施設整備計画などの人的な委託業務の終了により対

前年比で３，１３４万円の減額、補助費等は一部事務組合への負担金の増額により対前年比で

３，２７６万円の増額となっております。 
 最後にそれぞれの事業などについては適正に執行されているが、厳しい財政状況の中で限ら

れた財源を有効活用するため、職員一人ひとりがそれぞれの事業などの目的、必要性、投資的

効果などを十分に検討し、是正改善などに積極的に取り組む必要があります。 
 続きまして、お手元にある報告第５号の平成３０年度決算に基づく身延町健全化判断比率及

び資金不足比率について報告をさせていただきます。 
 詳細な説明は財政課長から説明がありましたので、重複する点があろうかと思いますけども

監査委員の立場で報告をさせていただきます。 
 平成３０年度の決算に基づく財政健全化審査を実施した結果、町長から提出されました関係

書類などはすべて法令などに基づき作成されておりました。その結果が皆さまのお手元に配布

してあります財政健全化審査意見書に掲載をしてあります。 
 （１）の健全化判断比率の状況のとおり、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づ

き算定されました各比率は、早期健全化比率をそれぞれ下回っております。特に昨年度に引き

続き実質公債費比率は前年度を下回っており、今後も施策、事業の選択などによる経費の節減、

町債の発行、繰上償還の工夫など中長期的な財政計画に基づき財政運営を行っていただき、引

き続き財政の健全化に努めていただきたいと思います。 
 終わりになりますが、重ねてになります。職員一人ひとりが常日頃、それぞれ担当する業務

はもちろんのこと町政全般について創意工夫の努力を重ねていただき、町民が安心して住める

よりよいまちづくりの実現に向けて邁進することを望むものであります。 
 以上で報告を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（柿島良行君） 
 平成３０年度身延町一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査意見書及び平成３０年度決算に

基づく身延町健全化判断比率及び資金不足比率の審査意見書の報告が終わりました。 
 ここで、渡邉代表監査委員は退席となります。 
 渡邉代表監査委員におかれましては、大変お忙しい中をご出席いただき厚く御礼を申し上げ

ます。 
 （ 退 席 ） 
 ここで暫時休憩といたします。 
 再開は１０時２０分といたします。 

休憩  午前１０時０３分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１０時２０分 
〇議長（柿島良行君） 

 再開をいたします。 
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   日程第６ 議案第６１号 身延町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定に

ついて 
   日程第７ 議案第６２号 身延町職員給与条例及び身延町消防団員の定員、任免、給与、服務

等に関する条例の一部を改正する条例について 
   日程第８ 議案第６３号 身延町印鑑条例の一部を改正する条例について 
   日程第９ 議案第６４号 身延町社会体育施設条例の一部を改正する条例について 
   日程第１０ 議案第６５号 身延町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例及び身延町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の利用者負担額等に関する条例の一部を改正する条例について 
   日程第１１ 議案第６６号 身延町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例について 
 以上の６議案は条例案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から本案について提案理由の説明を求めます。 
 望月町長。 

〇町長（望月幹也君） 
 それでは議案第６１号から議案第６６号までの提案理由をご説明申し上げます。 
 まず議案第６１号 身延町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定につい

てであります。 
 身延町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の議案を提出いたします。 
 提案理由を申し上げます。 
 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行による会計年度任用職員制度の創

設に伴い、身延町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を制定する必要が生じま

した。 
 これがこの議案を提出する理由でございます。 
 １１ページをお開きいただきたいと思います。 
 次に議案第６２号 身延町職員給与条例及び身延町消防団員の定員、任免、給与、服務等に

関する条例の一部を改正する条例についてであります。 
 身延町職員給与条例及び身延町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を

改正する条例の議案を提出いたします。 
 提案理由を申し上げます。 
 成年被後見人等の権利の制限にかかる措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する

法律による地方公務員法の一部改正に伴い、身延町職員給与条例及び身延町消防団員の定員、

任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する必要が生じました。 
 これがこの議案を提出する理由でございます。 
 １３ページをお開きください。 
 次に議案第６３号 身延町印鑑条例の一部を改正する条例についてであります。 
 身延町印鑑条例の一部を改正する条例の議案を提出いたします。 
 提案理由を申し上げます。 
 住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令による住民基本台帳法施行令の一部改正に伴

い、旧氏による印鑑登録を可能とするため、身延町印鑑条例の一部を改正する必要が生じまし
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た。 
 これがこの議案を提出する理由でございます。 
 １５ページをお開きください。 
 次に議案第６４号 身延町社会体育施設条例の一部を改正する条例についてであります。 
 身延町社会体育施設条例の一部を改正する条例の議案を提出いたします。 
 提案理由を申し上げます。 
 町と共同で設置している下山野球場の所有権移転に伴い、身延町社会体育施設条例の一部を

改正する必要が生じました。 
 これがこの議案を提出する理由でございます。 
 １７ページをお開きください。 
 次に議案第６５号 身延町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例及び身延町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関す

る条例の一部を改正する条例についてであります。 
 身延町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び身

延町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の一部を改正

する条例の議案を提出いたします。 
 提案理由を申し上げます。 
 子ども・子育て支援法等の一部改正及び本町の子育て支援のさらなる充実のため、身延町特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び身延町特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の一部を改正する必要が

生じました。 
 これがこの議案を提出する理由でございます。 
 ３３ページをお開きください。 
 次に議案第６６号 身延町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例についてであります。 
 身延町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例の議案を提出いたします。 
 提案理由を申し上げます。 
 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、

身延町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する必

要が生じました。 
 これがこの議案を提出する理由でございます。 
 以上であります。 
 なお、議案の内容につきましては、各担当課長が説明をいたしますのでよろしくお願い申し

上げます。 
〇議長（柿島良行君） 

 議案第６１号から議案第６６号までの内容説明を求めます。 
 はじめに議案第６１号および議案第６２号の内容説明を求めます。 
 村野総務課長。 
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〇総務課長（村野浩人君） 
 それでは議案第６１号 身延町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定に

ついて説明をさせていただきます。 
 議案集の２ページをご覧ください。 
 条例の制定が必要となった背景ですが、会計年度任用の職は常時勤務を要する職員および短

時間勤務の職員とは質的に異なるものでありますので、常時勤務を要する職員および短時間勤

務の職員に適用される給与条例の中で定義するのではなく、会計年度任用職員独自の条例を制

定する必要があるためであります。 
 条例制定の内容ですが、新たに身延町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を

制定いたします。 
 第１条は趣旨について規定しております。 
 第２条はフルタイム会計年度任用職員とパートタイム会計年度任用職員について定義してお

ります。常時勤務を要する職員の一週間当たりの勤務時間と同一の職をフルタイム、それより

短い勤務時間の職がパートタイムとなります。 
 第３条は、フルタイム会計年度任用職員の給与およびパートタイム会計年度任用職員に対す

る給与、手当等について規定しております。フルタイム会計年度任用職員は給与の支給対象で

あり、パートタイム会計年度任用職員は報酬の支給対象となります。 
 ３ページの第４条から５ページの第１７条では、フルタイム会計年度任用職員の給与、手当

等について規定しています。給与は職員給の原則と均衡の原則、ならびに同一労働同一賃金の

原則により常勤職員の給料表を準用し、手当等につきましても給与条例の規定を準用すること

となります。 
 ５ページの第１８条から９ページの第２６条では、パートタイム会計年度任用職員の給与、

手当等について規定しています。 
 パートタイム会計年度任用職員の報酬額につきましては、再任用短時間勤務職員などと同様

にフルタイム会計年度任用職員と同額の給与額を基準とし、これにパートタイム会計年度任用

職員の一週間当たりの勤務時間に応じた割合を乗じて求めるものであります。 
 ９ページの第２７条から第２８条では、パートタイム会計年度任用職員の費用弁償について

規定しています。 
 パートタイム会計年度任用職員は、地方自治法第２０３条の２第２項により費用弁償の対象

とされているところから、通勤費および旅費などにかかる経費は費用弁償によって補填される

こととなります。 
 第２９条から第３１条においては、雑則について規定をしております。 
 なお、この条例につきましては、令和２年４月１日から施行いたします。 
 以上で議案第６１号の内容説明を終わらせていただきます。 
 続きまして議案第６２号 身延町職員給与条例及び身延町消防団員の定員、任免、給与、服

務等に関する条例の一部を改正する条例について説明をさせていただきます。 
 議案集の１２ページをお開きください。 
 条例の一部改正が必要となった背景ですが、成年後見人制度の利用促進に関する法律に基づ

く措置として、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人であることを理由に不当に差

別されないよう、国家公務員法等において定められている成年被後見人にかかる欠格事項その
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他の権利の制限による措置適正化等を図ることとなりました。 
 一部改正の内容でございますが、地方公務員法第１６条第１項の規定により職員として失職

する、または消防団員となることができないとする規定を削除するものであります。 
 また、併せて免職を懲戒免職と用語の整理をするものであります。 
 なお、この条例につきましては、令和元年１２月１４日から施行いたします。 
 以上で議案第６２号の内容説明を終わらせていただきます。 

〇議長（柿島良行君） 
 次に議案第６３号の内容説明を求めます。 
 望月町民課長。 

〇町民課長（望月融君） 
 それでは議案第６３号 身延町印鑑条例の一部を改正する条例について内容説明をさせてい

ただきます。 
 お手元の議案説明書、３ページをお開きください。 
 この改正の背景としましては、国で進めています女性活躍推進の一連の施策の観点から、旧

姓を使用しながら生活・活動しています女性が増えております。その様々な活動の中において

旧姓を使用しやすくなるよう、旧姓を住民票へ記載する手続きについての法令の整備が行われ

ました。 
 この改正によりまして、住民基本台帳に旧氏が記載されることに伴い、印鑑登録にも同様に

旧氏が用いられることから、身延町印鑑条例におけます所要の改正が必要となったものであり

ます。 
 改正の内容ですが、新旧対照表のほうにも併せてご覧いただきたいと思うわけなんですが、

ページが４ページ、５ページになります。 
 まず第２条、登録の資格では、条文のほうに併せまして本町が備える住民基本台帳と、すで

に備えているものとしての「備える」を今回、加えるものでございます。 
 第５条２項３号の印鑑登録では、氏に変更があった者の住民票に旧氏が記載されていれば旧

氏を登録するものとし、外国人住民にかかります住民票に通称の記載がされている場合は、そ

の通称の旧氏で登録しなければならないものを加えるものでございます。 
 第６条１項１号の印鑑登録の拒否では、記録されております旧氏の登録、もしくは旧氏での

通称の組み合わせをしていないものを加えるとして、また同条２項では外国人住民が住民票の

備考欄に記録されておりますものを住民票への備考欄でありますので、記録となっているもの

をここで「記載が」に改めるものでございます。 
 第１２条１項４号の印鑑登録原票の職権抹消のほうでは、氏に変更があった者では、住民票

に記載されている旧氏も含むものを今回、加えたものでございます。 
 なお、この条例の施行期日につきましては、住民基本台帳法施行令の施行予定日に合わせま

して、令和元年１１月５日から施行するものでございます。 
 以上で議案第６３号の内容説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願いいたし

ます。 
〇議長（柿島良行君） 

 次に議案第６４号の内容説明を求めます。 
 深沢生涯学習課長。 
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〇生涯学習課長（深沢教博君） 
 それでは議案第６４号 身延町社会体育施設条例の一部を改正する条例について、議案説明

書に基づき説明をさせていただきます。 
 ４ページをお開きください。 
 背景といたしまして、身延町下山１１３７１番地の下山野球場につきましては、これまでユ

ニプレス株式会社との共同設置でありましたが、株式会社キーテックに所有権が移転されたた

め身延町社会体育施設条例の一部を改正するものでございます。 
 内容につきましては、第１条の設置の条文中、「ユニプレス株式会社」を「株式会社キーテッ

ク」に改正するものでございます。 
 なお、施行期日につきましては、公布の日からとなります。 
 以上で議案第６４号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（柿島良行君） 
 次に議案第６５号および議案第６６号の内容説明を求めます。 
 大村子育て支援課長。 

〇子育て支援課長（大村隆君） 
 それでは議案第６５号 身延町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例及び身延町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に

関する条例の一部を改正する条例について、説明をさせていただきます。 
 お手元の議案説明書の５ページをご覧ください。 
 この条例改正の背景といたしましては、本年１０月１日から始まる３歳以上児の保育料等の

無償化に伴い、関係条例の整備を行うというものとともに３歳以上児の副食費、ならびに３歳

未満児の保育料について、本町の子育て支援の充実を図るため、独自の改正を行うものでござ

います。 
 内容といたしましては、国の改正におきましては、３歳以上児と３歳未満児の住民税非課税

世帯につきまして保育料等を無償とするものでございますが、その一方で３歳以上児の副食費

については、国の基準といたしまして月額４，５００円を徴収することとされました。 
 本町では、小中学校における給食費の無償化に鑑み、副食費につきましても町が負担し、保

護者等からの徴収は行わないこととし、３歳未満児については、国の助成対象外の園児につき

ましても無償化を行い、すべての園児について無償化を実施するための改正内容となっており

ます。 
 なお、この条例の施行期日につきましては、令和元年１０月１日から施行するとさせていた

だきます。 
 続きまして議案第６６号 身延町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 
 議案説明書の６ページをお開きください。 
 この条例改正の背景といたしましては、平成２９年の地方からの提案等に関する方針が平成

２９年１２月２６日閣議決定され、放課後児童支援員資格を取得するための研修が、これまで

の都道府県知事が行う研修に加え、指定都市の長が行う研修を新たに加えることとされました。 
 内容といたしましては、「放課後児童支援員は、保育士や社会福祉士などの資格を有する者や、

一定の年数以上児童福祉事業に従事したものであって、都道府県知事が行う研修を修了した者
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でなければならない」とされておりましたが、都道府県知事のうしろに「地方自治法第２５２条

の１９第１項の指定都市の長」を加えることにより、指定都市の長が行う研修を修了した者も

放課後児童支援員の資格を得られるように改正するものでございます。 
 なお、この条例の施行期日につきましては、公布の日からとさせていただきます。 
 以上で説明を終了させていただきます。 

〇議長（柿島良行君） 
 以上で町長の提案理由と担当課長の内容説明が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１２ 議案第６７号 令和元年度身延町一般会計補正予算（第３号） 
   日程第１３ 議案第６８号 令和元年度身延町介護保険特別会計補正予算（第２号） 
   日程第１４ 議案第６９号 令和元年度身延町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 以上の３議案は補正予算案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から提案を求めます。 
 望月町長。 

〇町長（望月幹也君） 
 それでは議案第６７号から議案第６９号までの令和元年度補正予算３議案について、ご提案

を申し上げます。 
 議案第６７号 令和元年度身延町一般会計補正予算（第３号）、議案第６８号 令和元年度身

延町介護保険特別会計補正予算（第２号）、議案第６９号 令和元年度身延町簡易水道事業特別

会計補正予算（第２号）、今定例会に提出いたしました令和元年度補正予算案については以上で

ございます。 
 なお、議案の内容につきましては、財政課長より説明を申し上げますので、よろしくお願い

いたします。 
〇議長（柿島良行君） 

 議案第６７号から議案第６９号までの内容説明を求めます。 
 遠藤財政課長。 

〇財政課長（遠藤基君） 
 議案第６７号 令和元年度身延町一般会計補正予算（第３号）について、お手元にお配りし

ました概要書により説明をさせていただきます。 
 １ページをご覧ください。 
 議案第６７号 令和元年度身延町一般会計補正予算（第３号）につきましては、歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ１億６，４３１万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ８５億９，７４２万４千円といたしました。 
 第２表 地方債の補正についてご説明いたします。 
 旧合併特例事業債は８０万円を減額し、補正後の限度額を６億８，６２０万円といたしまし

た。減額変更の要因は県営事業急傾斜地崩壊対策事業負担金のうち国庫補助事業分のみに充当

したことにより減額したためであります。 
 また、緊急自然災害防止対策事業債は６００万円を追加し、補正後の限度額を６００万円と

いたしました。追加する要因は、県営事業急傾斜地崩壊対策事業負担金のうち新たに創設され

た緊急自然災害防止対策事業債を県単独事業分に充当するため追加するもので、県単独事業分
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の追加分も含む県営事業負担金に充当するものであります。この起債につきましては、充当率

が１００％、交付税措置が７０％ということでございます。 
 歳入予算について増減額の主な理由について、ご説明いたします。 
 １０款２項１目子ども・子育て支援臨時交付金２８５万８千円を増額いたしました。これは

幼児教育・保育無償化に伴う保育利用料の町負担減収分が交付されるものであります。 
 １３款１項１目民生費負担金、児童福祉費負担金７０３万５千円を減額いたしました。これ

は保育利用料を８１５万１千円減額し、全児童を幼児教育・保育無償化の対象としたためでご

ざいます。 
 また広域入所児童施設型給付費負担金７６万５千円を増額いたしました。これは幼児教育・

保育無償化に伴いまして、町外から受け入れる園児の保育料に加え、所在地の市町村が負担し

ていただくものでございます。 
 ２ページをお開きください。 
 副食費負担金３５万１千円を増額いたしました。これは他町からの保育園児分であります。

副食費は１人当たり４，５００円でございます。 
 １５款１項１目民生費国庫負担金、子どものための教育・保育給付費負担金２０２万５千円

を増額いたしました。これは幼児教育・保育無償化に伴う私立保育園の保育利用料の２分の１相

当額であります。また、低所得者保育料軽減負担金６３４万１千円の増額をいたしました。こ

れは介護保険制度の改正により低所得者の保育料を軽減するためであります。 
 ２項１目総務費国庫補助金、個人番号カード利用環境整備費補助金を４０万２千円計上いた

しました。これはマイナンバーカードを活用した消費活性化対策事業に対する補助金でありま

す。 
 ２項２目民生費国庫補助金、子ども・子育て支援交付金１０万３千円を増額いたしました。

これは地域子育て支援拠点事業補助金交付要綱改正による増額であります。 
 １６款１項１目民生費県負担金、子どものための教育・保育給付費負担金を１２１万４千円

増額いたしました。また、低所得者保育料軽減負担金を３１７万１千円増額いたしました。こ

れらの増額の要因は国庫負担金で説明したとおりでございます。 
 ２項１目総務費補助金県補助金、移住支援金交付事業補助金を７５万円計上いたしました。

これは移住者支援制度に伴うものでございます。 
 ３ページをお開きください。 
 １７款１項１目財産貸付収入、旧中富中学校貸付料を８０万９千円計上いたしました。これ

はサイトテック株式会社と賃貸借契約更新に伴う貸付料であります。令和元年７月１日に更新

し、更新期間は３年間であります。 
 １９款１項７目まちづくり振興基金繰入金３，６４３万２千円を増額いたしました。産業立

地事業助成金に充当するものであります。 
 １０目ふるさと振興事業施設管理基金繰入金８８万円を計上いたしました。これは身延しょ

うにん通り駐車場管理費に充当するものでございます。 
 ２１款３項１目雑入、総務費雑入を４０万円増額いたしました。これはサイトテック株式会

社との賃貸借契約の更新に伴う共益費の増加でございます。 
 ２２款町債５２０万円を増額いたしました。町債の増減額につきましては、第２表 地方債

補正の説明のとおりであります。 
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 ４ページをお開きください。 
 歳出予算について、増額の主な理由をご説明いたします。 
 ２款総務費について説明いたします。 
 １項１目一般管理費のうち職員勤務管理システムリース料２２４万５千円を計上いたしまし

た。これは令和２年度から導入される会計年度任用職員を含めた全職員の勤務管理をするため

であります。 
 ５目財産管理費における旧豊岡小学校プール解体附帯工事１０７万８千円の計上は、解体工

事に伴う農地保全工事のため増額するものであります。 
 また旧下部小中学校プール附帯施設の更衣室、ポンプ室の解体工事費１２７万５千円を計上

いたしました。 
 本庁舎の管理費といたしまして、本庁舎屋根防水修繕工事１２９万円、ならびに本庁舎の第

１、第２会議室のカーテンの修繕費を３９万円、計上いたしました。 
 ６目企画費では、産業立地事業費助成金３，６４３万３千円を計上いたしました。これは身

延町産業立地事業費助成金交付要綱に基づき株式会社キーテックに助成するものであります。 
 また移住支援金交付事業補助金１００万円の計上は、国の地方創生推進交付金事業に伴う移

住支援事業に対応するためであります。 
 ９目交通安全・防犯対策費では、防犯灯建設事業補助金としまして１６９万４千円を計上い

たしました。対象地区等は記載のとおりであります。 
 １４目個人番号カード利用環境整備費では、マイナンバーカードを活用した消費活性化対策

事業費４０万２千円を計上いたしました。 
 ５ページをお開きください。 
 ３款についてご説明いたします。 
 ２項１目児童福祉総務費では、副食費補助金１９４万４千円を計上いたしました。対象園児

は３歳以上児であります。 
 ７目特定教育・保育施設費では広域入所制度に対応するため、広域入所公立保育所分施設型

給付費１３万２千円。ならびに広域入所認定こども園分施設型給付費８６万５千円を計上いた

しました。 
 ８目地域子ども・子育て支援事業費では、地域子育て支援拠点事業補助金としまして３１万

円を計上いたしました。対象施設は大野山保育園内の地域子育て支援センターぬくぬくであり

ます。 
 ４款について説明いたします。 
 ３目母子衛生費では、養育支援訪問事業費３９万５千円を計上いたしました。これは支援対

象者に保健師、助産師、ホームヘルパー等を派遣するものであります。また新たな子育て支援

として、子どもインフルエンザワクチン予防接種事業費３８４万円を計上いたしました。対象

者は０歳から１８歳までの乳幼児、児童、生徒であります。 
 ６ページをお開きください。 
 ６款についてご説明いたします。 
 ２項２目林業振興費では、有害鳥獣捕獲報償費１２０万円を計上いたしました。内訳はイノ

シシ、シカを２５頭、サルを２０匹であります。 
 ３目林業土木費では、生活関連林道の維持事業費といたしまして６３０万円を計上いたしま
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して埋塞土の除去、それから重機借上、維持工事を実施いたします。 
 ７款についてご説明いたします。 
 ２項１目観光費では、観光宣伝事業を推進するため観光大使委嘱事業費１０２万２千円を計

上いたしました。観光大使１２名を委嘱する予定であります。また、身延駅前しょうにん通り

駐車場修繕費としまして、８８万円を計上いたしました。駐車場の区画線の更新、ならびに車

止めを修理するものでございます。 
 ８款についてご説明いたします。 
 １項１目土木総務費では、急傾斜地崩壊対策事業費負担金５１０万円を計上いたしました。

これは県単独事業分の増加のためであります。 
 ２項１目道路橋梁維持費では、区長要望に対応するため町道修繕費に５００万円、身延地区・

下部地区・中富地区の３地区に道路整備工事費をそれぞれ８００万円計上いたしました。 
 ７ページをお開きください 
 ２目道路橋梁新設改良費では、竹之島橋橋梁修繕工事費２，１５０万円を計上いたしました。

この予算は当初予算に計上いたしました委託料を減額し、工事費に予算計上したものでござい

ます。 
 ３項１目河川維持費では、河川埋塞土除去業務委託費としまして４０７万円を計上いたしま

した。対象地区は常葉出口地区、帯金地区、下大島地区であります。 
 １０款について説明いたします。 
 １項３目施設整備費では、未利用公共施設浄化槽汚泥引き抜きおよび清掃業務委託費

２６７万７千円を計上いたしました。対象施設は旧下部小学校、旧久那土小中学校の校舎でご

ざいます。 
 ２項３目教育委員会学校管理費では、身延清稜小学校防犯カメラ設置工事費３０２万４千円

を計上するとともに同項体育館倉庫入口引き戸設置工事としまして７７万９千円を計上いたし

ました。また、身延小学校防犯カメラ設置工事費を３３９万４千円の計上をいたしました。 
 ８ページをお開きください。 
 ３項３目教育委員会学校管理費では、身延中学校防犯カメラ設置工事費３１０万９千円を計

上いたしました。各小中学校への防犯カメラの設置は、教育施設内における児童生徒の安全を

確保するためでございます。 
 １３款についてご説明いたします。 
 １項基金費において所要額を基金に積み立てますが、特に１７目教育施設整備費基金費にお

ける基金積立金６０万５千円の計上は、公立学校施設整備費補助金等にかかる財産処分の承認

に伴い基金へ積み立てるものであります。対象施設は旧中富中学校校舎となり、サイトテック

との施設の貸付更新によるものでございます。 
 続きまして議案第６８号 令和元年度身延町介護保険特別会計補正予算（第２号）について

説明させていただきます。 
 ９ページをご覧ください。 
 議案第６８号 令和元年度身延町介護保険特別会計補正予算（第２号）につきましては、歳

入歳出の総額に歳入歳出それぞれ４，７６７万２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ２２億９，３４２万９千円といたしました。 
 歳入予算について、増減の主な理由についてご説明いたします。 
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 １款１項１目第１号被保険者保険料、現年度分特別徴収保険料を１，２６８万２千円減額い

たしました。これは介護保険制度改正により低所得者の保育料を軽減するためであります。 
 ３款２項６目介護保険事業費補助金システム改修補助金４万３千円を計上いたしました。こ

れは令和元年度介護保険報酬改定に伴うシステム改修に充当するもので、町の負担分が２分の

１でございます。 
 同項３目低所得者保険料軽減繰入金１，２６８万２千円を増額いたしました。これは介護保

険制度改正によります低所得者への保険料に充当するためでございます。 
 ８款繰越金は４，７２８万４千円の増額といたしました。 
 １０ページをお開きください。 
 歳出予算について、増額の主な理由についてご説明いたします。 
 １款についてご説明いたします。 
 １項１目一般管理費に介護報酬改定に伴うシステム改修業務としまして８万７千円を計上い

たしました。 
 ２款について説明いたします。 
 ６項３目特定入所者介護サービス費に３７万円を計上いたしました。これは利用者の増加に

よるものでございます。 
 ５款について説明いたします。 
 １項１目第１号被保険者還付金７万９千円を計上いたしました。これは第１号保険者に対す

る過年度還付に対応するためであります。 
 また同項３目国庫支出金等償還金４，７１３万６千円を計上いたしました。これは平成３０年

度介護保険関係の国庫支出金等の精算に伴う返還金でございます。 
 １１ページをご覧ください。 
 続きまして議案第６９号 令和元年度身延町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて説明をさせていただきます。 
 議案第６９号 令和元年度身延町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）につきましては、

歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ８３６万６千円を追加し、歳入歳出の総額を歳入歳出それ

ぞれ８億５，８０８万９千円といたしました。 
 歳入予算について増額の主な理由についてご説明いたします。 
 ５款１項１目簡易水道一般会計繰入金に公債費繰入金６５２万４千円を増額いたしました。

これは簡易水道施設管理費事業の実施に伴いまして、公債費の財源を組み替えるためでありま

す。また水道維持繰入金を１３０万８千円増額いたしました。これは下部および久那土、古関

簡易水道事業基金を活用し、事業を実施するためでございます。 
 ６款繰越金は５３万４千円を増額いたしました。 
 歳出について、増額の主な理由についてご説明いたします。 
 １款についてご説明します。 
 １項１目簡易水道管理費に根子送水管布設替え工事費８３１万６千円を計上いたしました。 
 ３款公債費につきましては、財源組み替えでございます。 
 以上で議案第６７号から議案第６９号までの説明とさせていただきます。ご審議をよろしく

お願いいたします。 
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〇議長（柿島良行君） 
 以上で町長の提案と担当課長の内容説明が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１５ 同意第１２号 身延町教育委員会委員の任命について 
   日程第１６ 同意第１３号 身延町固定資産評価審査委員会委員の選任について 
   日程第１７ 同意第１４号 身延町固定資産評価審査委員会委員の選任について 
   日程第１８ 同意第１５号 身延町固定資産評価審査委員会委員の選任について 
   日程第１９ 同意第１６号 身延町公平委員会委員の選任について 

 以上の５案件は人事案件でありますので、一括して議題とします。 
 町長から提案理由の説明を求めます。 
 望月町長。 

〇町長（望月幹也君） 
 それでは同意第１２号から同意第１６号について提案理由を説明申し上げます。 
 まず同意第１２号 身延町教育委員会委員の任命についてであります。 
 身延町教育委員会委員に下記の者を任命することについて、議会の同意を求めます。 

記 
 住  所 山梨県南巨摩郡身延町下田原１９７８番地 
 氏  名 若林裕子 
 生年月日 昭和５８年５月１０日 
 提案理由を申し上げます。 
 令和元年１１月１８日に委員の任期が満了するので、その後任委員を任命する必要が生じま

した。 
 ついては、委員の任命にあたり地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規

定により議会の同意が必要であります。 
 これがこの議案を提出する理由でございます。 
 次に同意第１３号 身延町固定資産評価審査委員会委員の選任についてであります。 
 身延町固定資産評価審査委員会委員に下記の者を選任することについて、議会の同意を求め

ます。 
記 

 住  所 山梨県南巨摩郡身延町久成１５４３番地 
 氏  名 秋山和子 
 生年月日 昭和２７年４月２日 
 提案理由を申し上げます。 
 令和元年１１月１８日に委員の任期が満了するので、その後任委員を選任する必要が生じま

した。 
 ついては、委員の選任にあたり地方税法第４２３条第３項の規定により議会の同意が必要で

あります。 
 これがこの議案を提出する理由でございます。 
 次に同意第１４号、同じく身延町固定資産評価審査委員会委員の選任についてであります。 
 身延町固定資産評価審査委員会委員に下記の者を選任することについて、議会の同意を求め
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ます。 
記 

 住  所 山梨県南巨摩郡身延町三沢７２８番地 
 氏  名 高野恒徳 
 生年月日 昭和２８年１０月８日 
 以下は同じでありますので、省略をさせていただきたいと思います。 
 次に同意第１５号、同じく身延町固定資産評価審査委員会委員の選任についてであります。 
 身延町固定資産評価審査委員会委員に下記の者を選任することについて、議会の同意を求め

ます。 
記 

 住  所 山梨県南巨摩郡身延町横根中１７２５番地 
 氏  名 千頭和勝彦 
 生年月日 昭和２９年４月１７日 
 以下も同じでございますので、省略をさせていただきます。 
 次に同意第１６号 身延町公平委員会委員の選任についてであります。 
 身延町公平委員会委員に下記の者を選任することについて、議会の同意を求めます。 

記 
 住  所 山梨県南巨摩郡身延町釜額５２８番地 
 氏  名 赤池一博 
 生年月日 昭和２４年１月１日 
 提案理由を申し上げます。 
 令和元年１１月１８日に委員の任期が満了するので、その後任委員を選任する必要が生じま

した。 
 ついては、委員の選任にあたり地方公務員法第９条の２第２項の規定により議会の同意が必

要であります。 
 これがこの議案を提出する理由でございます。 
 同意案件については以上でございます。 
 なお、内容につきましては、議案説明書の７ページから１１ページに記載されておりますの

でご確認をいただきたいと思います。 
 よろしくご審議の上、ご同意をいただけますようお願いを申し上げます。 

〇議長（柿島良行君） 
 提案理由の説明が終わりました。 
 本案については人事案件のため、内容説明は省略します。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第２０ 発委第１号 身延町議会基本条例の制定についてを議題とします。 

 身延町議会基本条例策定特別委員会 福與委員長から提出理由および内容説明を求めます。 
 身延町議会基本条例策定特別委員会委員長 福與三郎君。 

〇１０番議員（福與三郎君） 
 それでは発委第１号を上程いたします。 
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 発委第１号 
 身延町議会議長 柿島良行殿 

提出者 
身延町議会基本条例策定特別委員会委員長 福與三郎 

 身延町議会基本条例の制定について 
 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第１０９条第６項および第７項、ならびに身延町議

会会議規則第１４条第３項の規定により提出をいたします。 
 提案理由でございますけれども、議会活動の理念、原則及び制度などを定め、議員一人ひと

りが職責を自覚し、議会改革を積極的に進める議会を目指すことから、身延町議会基本条例を

制定する必要が生じた。 
 これがこの議案を提出する理由であります。 
 条例制定の背景等について申し上げます。 
 国から地方公共団体に権限が大きく移譲される中、地方議会が担う役割も大きくなってきて

おります。これに対応して、議会改革を積極的に進める議会を目指し、議会からの情報発信な

どの取り組みが広がっております。 
 議員一人ひとりが、その職責を自覚し、議会改革の取り組みを継続し発展させることを目的

として、議会基本条例を制定するものでございます。 
 条例の内容についてでございますけれども、前文、第１章総則第１条から第９章最高規範性

第２２条までの２２の条文と附則で構成しております。 
 第１条で目的、第２条で基本理念を定めております。 
 第３条から第５条までは議会、委員会及び議員の活動原則を、第６条では議決責任を定め、

議員責任について明記をしております。 
 第７条から第９条までは、町民と議会との関係を定め、より開かれた議会を目指すための規

定となっております。 
 第１０条から第１２条までは、議会と町長との関係等を定めております。 
 第１３条は、自由討議による合意形成を定め、議員間の討議拡大を重視し、町民に説明責任

を果たす規定となっております。 
 第１４条は議会改革の推進を定め、より一層の議会改革に取り組む規定となっております。 
 第１５条から第１９条までは、議会・議会事務局の体制整備を定め、議決機関としての体制

整備等を規定いたしております。 
 第２０条および第２１条は、災害時の議員の体制整備、議員の行動を定め、緊急時の災害対

応を規定している。 
 第２２条は、町議会における最高規範であることを宣言し、議会に関する他の条例や規則な

どの制定等にあたっては、この条例との整合性を図ることを定めております。 
 なお、この条例の施行期日は令和元年１０月１日から施行する。 
 以上であります。 

〇議長（柿島良行君） 
 以上で身延町議会基本条例策定特別委員会委員長の提案理由および内容説明が終わりました。 
 福與委員長、自席にお戻りください。 
 以上をもちまして本日の議事日程は終了しました。 
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 これをもちまして本日は散会とします。 
 ご苦労さまでございました。 

〇議会事務局長（佐野和紀君） 
 相互にあいさつを交わし終わります。 
 ご起立をお願いいたします。 
 相互に礼。 
 ご苦労さまでした。 

散会 午前１１時２０分 
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令和元年第３回身延町議会定例会（２日目） 
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１．議事日程 

 
日程第１ 諸般の報告 
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２．出席議員は次のとおりである。（１４名） 
 

 １番  伊 藤 雄 波        ２番  伊 藤 達 美 
 ３番  望 月 悟 良        ４番  赤 池   朗 
 ５番  上 田 孝 二        ６番  田 中 一 泰 
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１１番  渡 辺 文 子       １２番  川 口 福 三 
１３番  広 島 法 明       １４番  柿 島 良 行 

 
 

３．欠席議員は次のとおりである。 
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４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（２２人） 
町       長 望 月 幹 也 副 町 長 笠 井 祥 一 
教 育 長 保 坂 新 一 総 務 課 長 村 野 浩 人 
会 計 管 理 者 穂 坂 桂 吾 企 画 政 策 課 長 高 野 博 邦 
交 通 防 災 課 長 千頭和康樹 財 政 課 長 遠 藤  基 
税 務 課 長 小笠原正人 町 民 課 長 望 月  融 
福 祉 保 健 課 長 熊 谷  司 観 光 課 長 佐 藤 成 人 
子育て支援課長 大 村  隆 産 業 課 長 内 藤 哲 也 
建 設 課 長 望 月 真 人 土 地 対 策 課 長 伊 藤 天 心 
環境上下水道課長 水 上 武 正 下 部 支 所 長 望月由香里 
身 延 支 所 長 鈴 木 利 規 学 校 教 育 課 長 伊 藤 克 志 
施 設 整 備 課 長 羽 賀 勝 之 生 涯 学 習 課 長 深 沢 教 博 

 
 

５．職務のため議場に出席した者の職氏名（２人） 
 

議会事務局長 佐 野 和 紀 
録 音 係 深 沢  泉 
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開会 午前 ９時００分 
〇議会事務局長（佐野和紀君） 

 相互にあいさつを交わします。 
 ご起立をお願いいたします。 
 相互に礼。 
 （ あ い さ つ ） 
 ご着席ください。 

〇議長（柿島良行君） 
 本日は大変ご苦労さまです。 
 冒頭ですが広報編集委員会 赤池委員長から広報の写真撮影のため、カメラの設置要望があ

りましたので、これを許可します。 
 それでは、出席議員が定足数に達しておりますので直ちに会議を開きます。 
 本日は議事日程第２号により執り行います。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１ 諸般の報告を行います。 

 本日の説明員として、地方自治法第１２１条の規定に基づき出席通知のありました者の職氏

名につきましては、先の会議で一覧表として配布したとおりです。 
 以上で諸般の報告を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第２ 一般質問。 

 通告の１番、伊藤達美君の一般質問を行います。 
 伊藤達美君の質問を許します。 
 登壇してください。 
 伊藤達美君。 

〇２番議員（伊藤達美君） 
 質問の通告書に従いまして、ただいまより一般質問を行います。 
 本日は４項目について、それぞれ３つの質問を行う予定でございますので、前向きなご回答

等、お願いをいたします。 
 まず１番目でございますが、ふるさと納税と関係人口の増加策についてでございます。 
 ふるさと納税につきましては、地方出身者がふるさとに貢献するという趣旨で、地方税法の

改正によりまして、平成２０年度に始まったわけでございます。返礼品の充実で広く普及をい

たしました。さらに本年度におきましては、６月１日に返礼品は寄附額の３割以下の地場産業

産品に決定するとの法改正が行われました。 
 平成３０年度は全国で５，１２７億円が集まりました。対前年度比で４０％の高い伸びを示

したわけでございますが、これはふるさと納税の定着に加え、６月の新制度のスタート前に行っ

た駆け込みが影響したものでございます。 
 言うまでもなく全国的に見ますと寄附額は創設以来、毎年増え続けておるわけでございます

が、そこで本町における直近のふるさと納税の状況についてご説明をお願いいたします。 
〇議長（柿島良行君） 

 高野企画政策課長。 
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〇企画政策課長（高野博邦君） 
 ご質問のふるさと納税の直近の、平成３０年度の状況についてお答えをいたします。 
 寄附件数は４６５件、寄附金額は１，８６０万５千円であり、平成２９年度と比較しますと

件数で１０４件の増加。金額で８５９万円の減少となっています。 
 平成２９年度は寄附件数１件で１千万円の高額寄附があり、年度寄附金額は２，７１９万５千

円となりました。この高額寄附分を除きますと１，７１９万５千円となり、平成３０年度の寄

附額は前年度比１４１万円の増加となっております。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 伊藤達美君。 

〇２番議員（伊藤達美君） 
 一般的に消費者の商品の購入に関する姿勢、消費者ニーズでございますが、これはモノから

コト、すなわち商品そのものからサービスの購入による体験に価値を見い出す人も多くなって

きております。 
 返礼品につきましては、納税額の３０％以内と決められておりますが、本町にあってもこの

範囲内で、より充実したサービスを含む地場産業産品を選択すべきであるというふうに考えま

すが、当局の見解をお聞かせ願います。 
〇議長（柿島良行君） 

 高野企画政策課長。 
〇企画政策課長（高野博邦君） 

 お答えします。 
 本町におきましては、ふるさと納税返礼品制度導入時より返礼品の調達費は寄附額の３０％

以内としており、返礼品の種類はその取り扱いを始めた平成２７年度から増加し、平成２９年

度には６６種類でしたが、平成３０年度には１１７種類となっております。 
 そのうち、コトによる体験型の返礼品は宿坊宿泊体験プラン、本栖湖でのウォーターアクティ

ビティ体験教室など、２０種類を町内事業者より提供していただいております。 
 ご質問の返礼品のモノからコト化は、今後もさらにニーズが高まると思われますので、町内

事業者に体験型の返礼品を提供していただけるよう働きかけ、これをきっかけとして本町を訪

れていただくことによる関係人口の増加に期待したいと考えます。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 伊藤達美君。 

〇２番議員（伊藤達美君） 
 続きまして、地方圏、田舎でございますけれども、人口減少、ならびに高齢化によりまして、

地域づくりの担い手不足という大きな課題に直面をいたしております。ある意味では地域力の

停滞、後退ということでございますけれども、こうした課題に対しまして、移住した定住人口

でもなく、観光に来た交流人口でもない、地域と多様に関わる人たちである関係人口に着目を

いたしまして、地域外からの交流の入口を増やすことが必要であるという報告書が平成３０年

１月に総務省、移住・交流施策推進検討会より国に提出をされております。 
 そして、このためには関係人口の増加策として、ふるさと納税の寄附者や地域にルーツがあ
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る者、さらにはスキルや知見を有する都市部の人材などを対象にして地域と継続的なつながり

を持つ機会・きっかけを提供する取り組みを進めるべきであるというふうに私は考えますけれ

ども、当局の見解をお伺いいたします。 
〇議長（柿島良行君） 

 高野企画政策課長。 
〇企画政策課長（高野博邦君） 

 お答えします。 
 議員がおっしゃるとおり、地域に関わってくれる人口を関係人口と呼び、お気に入りの地域

に週末ごとに通ってくれたり、頻繁に通わなくても何らかの形でその地域を応援してくれるよ

うな人たちが関係人口と解釈されております。 
 町でも、これまで関係人口増加の取り組みとして、しだれ桜の里づくり事業や田舎暮らし体

験施設を利用した移住促進事業に取り組んでまいりました。 
 また、ふるさと納税をしていただいた方々は、制度の基本に立ち返りしますと、まさしく関

係人口であり、この方たちに本町を訪問していただき、関わり方を強くすることにより、二地

域居住、さらには移住につながることも考えられます。 
 現在、ふるさと納税者との関わり方として、納税時のポータルサイトに身延町からの情報提

供を希望するか否かのチェック欄を設けており、平成３０年度の情報提供希望者は全体の５％

となっております。 
 情報提供の乱発は結果として、よい影響につながらないこともありますので、提供を希望す

るふるさと納税者や町外の桜の里里人に向けて、期待に沿うと思われる例えば町のイベント等

の情報を精査して発信することを考えてまいります。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 伊藤達美君。 

〇２番議員（伊藤達美君） 
 私は、ふるさと納税、これは寄附でありまして、本来であれば返礼品は不要であるというふ

うには思っておりますけれども、地場産業振興という意味においても、今現在、返礼品、地域

産業の活性化にも通ずるという意味合いで大事なことではございます。そういう意味で、こう

いうふるさと納税寄附者については、継続的なつながり、きっかけをさらに深めていただくよ

うお願いをいたしたいと思います。 
 次に、下部農村文化公園の管理運営について、お尋ねをいたします。 
 下部農村文化公園「道の駅しもべ」は、平成５年４月に供用を開始いたしました。本年で２２年

目を迎えるわけでございます。農林水産省の中山間地域総合整備事業の補助を受け、総事業費

５億４千万円で建設をされました。その年に道の駅の指定を受け、より高い集客力を目指した

わけでございます。 
 建物はふるさと振興館、そば処木喰庵、移築民家とバーベキュー施設等で構成をされており

ます。管理運営は現在、指定管理者制度を採用いたしまして、農事組合法人下部特産物食品加

工組合がその指定を受け、行っているわけでございます。 
 私は平成３０年９月定例会におきまして、その管理運営について質問をいたしました。その

中で集客を高めるため、外部の専門家を招致して定期的な経営診断等々が必要だと思うが、実
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際行っているかとの問いに対しまして、利用状況の低迷を踏まえ、今後は第三者機関による経

営診断も必要と考えているとの回答をいただいたわけでございますが、それ以後、第三者機関

による経営診断等を行うよう、管理者を指導したかどうか、お尋ねをいたします。 
〇議長（柿島良行君） 

 内藤産業課長。 
〇産業課長（内藤哲也君） 

 お答えします。 
 平成３０年第３回定例会において質問をいただき、利用状況の低迷を踏まえ、第三者機関に

よる経営診断も必要であると答弁させていただいたところですが、町では指定管理者である農

事組合法人下部特産物加工組合に対し組織体制、事業内容、経営状況等、ヒアリングを実施し

ました。 
 聞き取りの中で、組合員の高齢化による組織の脆弱性が懸念されるところであり、当面は組

織強化を図ることを優先し、その後、第三者機関への相談を考えていることになります。 
 今後、運営について意欲は感じられるため、中部横断自動車道、国道３００号、中ノ倉バイ

パスの完成による動線の変化に対応し、より集客が図られる組織運営がなされるよう、町とし

ても指導・助言していきます。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 伊藤達美君。 

〇２番議員（伊藤達美君） 
 経営指導等に当たりましては、徹底した町としての考え方を示していただいて指導をしてい

ただくようお願いをいたします。そのためには、外部からの専門家の登用が私は必要であると

いうふうに考えております。 
 次に昨年９月の定例会におきまして、さらに私の質問の中で、町としては新たなコンセプト

のもとに、この施設のリニューアル等を考えているかとの質問に、今後のあり方については木

喰の里微笑館との連携も含め、外部有識者を含めた検討委員会の設置による協議が必要である

との回答をいただきましたが、検討委員会の設置についての現状における考え方をお示し願い

ます。 
〇議長（柿島良行君） 

 内藤産業課長。 
〇産業課長（内藤哲也君） 

 お答えします。 
 下部農村文化公園は建築から２２年が経過し、全体的に経年劣化が進み、ホタルドームにつ

いては使用していないこともあるため、施設のリニューアル、更新など近い将来、必要な状況

であると考えております。 
 まずは当施設だけでなく町が所有する町全体の施設のあり方、将来像を踏まえた上で、下部

農村文化公園の今後の方針を立て、外部有識者を含めた検討委員会を設置したいと考えており

ます。 
 以上です。 
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〇議長（柿島良行君） 
 伊藤達美君。 

〇２番議員（伊藤達美君） 
 あまり難しく考えないで、いろんな外部の人たちからの意見を参考にして、前向きな検討委

員会の設置を、さらに私はお願いするものでございます。 
 ところで、施設の管理運営につきましては、平成１８年４月から農事組合法人下部特産物食

品加工組合が指定管理者として業務を担っておるわけでございます。現在４期目でございまし

て、契約期間は来年３月３１日までとなっておりますけれども、現状の運営方法に対する評価

を踏まえて、今後管理者の選定をどのように進めていくのか、当局の見解をお伺いいたします。 
〇議長（柿島良行君） 

 内藤産業課長。 
〇産業課長（内藤哲也君） 

 お答えします。 
 現在の指定管理業務については、身延町公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条

例第５条の指定管理者候補者の選定の特例により、農事組合法人下部特産物食品加工組合を選

定し、令和２年３月３１日に満了します。 
 次期選定の方法については、条例に基づき公募等も含め、これから協議・検討をしてまいり

ます。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 伊藤達美君。 

〇２番議員（伊藤達美君） 
 やはり私は道の駅しもべ、少しでも大勢の集客を得るように前向きな試行錯誤、検討をして

いただくように、そして町の指導を徹底していただくようにお願いをいたしたいと思います。 
 引き続きまして、指定管理制度の運用についてお尋ねをいたします。 
 民間企業等を受け皿とする指定管理者制度が平成１５年９月、地方自治法の一部改正により

創設されたわけでございます。これは地方自治体の集客施設等の管理運営については、公的資

金の負担を軽減するとともに、サービスの向上を高めるため、民間の手法を用いて弾力性や柔

軟性のある施設運営を目指すことを主たる目的としているわけであります。この制度は多くの

自治体により導入され、一般的に採用されているわけでございますが、町内におきましても

１２施設、市之瀬味噌加工所など小規模施設７カ所、ゆばの里とよおかなど比較的規模の大き

な集客施設５カ所において導入をされておりますけれど、指定管理者の選定に当たっての審査

基準についてお尋ねをいたします。 
〇議長（柿島良行君） 

 村野総務課長。 
〇総務課長（村野浩人君） 

 お答えをいたします。 
 指定管理者の選定につきましては、身延町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関す

る条例、ならびに身延町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例施行規則に基

づいて行っております。 
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 まずはじめに指定管理者の公募を行い、意欲のある団体から指定管理の申請書を提出してい

ただき、選定の基準に照らし総合的に審査を行います。 
 審査の基準といたしましては、１．利用者の平等な利用確保およびサービスの向上が図れる

ものであること。２．公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。３．公の施設の適

切な維持および管理にかかわる経費の縮減が図られるものであること。４．公の施設の管理を

安定して行う人員、資産、その他経営の規模および能力を有しており、または確保できる見込

みがあること。以上４つの項目について指定管理者の選定に関し、学識経験者による審査を行

う指定管理者選定委員会において事業計画、収支計画等について直接聴取により審査を受け、

指定管理候補者の選定をしたのち議会の議決をいただき、指定管理者の指定をされることに

なっております。 
 なお、特例といたしまして１．公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効率的

かつ効果的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより、事業効

果が相当程度、期待できるとき。２．申請がなかったとき、または選定の結果、候補者となる

べきものがなかったとき。３．指定管理者候補者を指定管理者として指定することができなく

なり、または著しく不適当を認められる事情が生じたときは、町長は公募によらない選定を行

うことができることとなっております。 
 以上であります。 

〇議長（柿島良行君） 
 伊藤達美君。 

〇２番議員（伊藤達美君） 
 指定管理の選定にあたっての審査基準、今、総務課長が述べたとおりでございます。これを、

審査にあたっては、ぜひとも厳しく審査していただくようにお願いをいたしたいと重ねてお願

いを申し上げます。 
 次に管理者の採用にあたっては、先ほど課長が述べたとおり身延町公の施設に関する指定管

理者選定委員会による審査がありまして決定がなされるわけでございます。しかしながら、指

定以後であっても、指定管理者に採用されている団体等の管理手法が適切なものであるのかど

うか検証することは、これは町民の視点から見ても極めて大事なことだというふうに私は常々

考えております。 
 町の担当課は協定書締結後、指定管理者の施設の運営方法や経営状況などについて、定期的

にモニタリング（検査）等々をしているか、お尋ねをいたします。 
〇議長（柿島良行君） 

 佐藤観光課長。 
〇観光課長（佐藤成人君） 

 お答えいたします。 
 伊藤議員ご指摘のとおり、協定締結後も管理業務の適正を期するため、管理業務および経理

等の状況について必要に応じて報告を求め、あるいは実地調査を行い必要な指示を行うことが

できることになっており、必要に応じ調査等を行っており、指定管理施設を数多く担当してお

りますので、観光課からお答えさせていただきます。 
 伊藤議員ご指摘のとおり指定管理締結後も各担当課において検証等を行っております。参考

例といたしまして、ＮＰＯ法人みのぶ観光センターが指定管理を行っております、みのぶ自然
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の里につきましては、予約状況、利用状況の分析や事業のＰＲ方法、アンケートの分析など集

客や利用者の増加に向けて定期的に行ってまいります。 
 以上でございます。 

〇議長（柿島良行君） 
 伊藤達美君。 

〇２番議員（伊藤達美君） 
 定期的に検査をしているということでございますけども、私はその指定管理者の財政基盤は

どうなのか、あるいは人材はどうなのか、あるいは資金的な力量はあるのか等々も含めて、私

は検査をしていただきたいというふうに常々思っております。 
 次に指定管理者の指定手続きにつきましては、先ほども述べられたとおり身延町の公の施設

に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例第２条で、公募方式が採用をされております。

これは私が推測するに管理運営に当たっては、指定管理者に人材や資金力、ノウハウなどトー

タルな経営力が求められるからであるというふうに推察をするものでございます。 
 しかしながら、今まで比較的規模の大きな集客施設に関して指定管理者を公募したわけでご

ざいますけれども、残念ながら町内外の複数の団体や企業からの応募はございませんでした。

条例施行規則第２条で、公募の方法について規定はされておりますが、町内外、とりわけ町外

の団体や企業に対する、私は周知が必ずしも十分行われていないのではないかというふうに危

惧するものでございますが、周知の方法等について当局の見解をお伺いいたします。 
 なお、先ほども申されたとおり条例第５条第１項では、公募によらない選定を行うことがで

きると規定をされておりまして、このことは地域住民との共同作業で管理運営を行うことが地

域経済の活性化に、より貢献できるからだと推察をいたすものであります。農産物加工施設で

ありますとか直売所など小規模の施設がそれに該当するということを付け加えておきます。 
〇議長（柿島良行君） 

 佐藤観光課長。 
〇観光課長（佐藤成人君） 

 お答えいたします。 
 指定管理施設等を数多く担当しておりますので、このご質問につきましても観光課からお答

えさせていただきます。 
 指定管理者の選定につきましては、先ほどの総務課長からの答弁と重なりますが、身延町公

の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例、ならびに身延町公の施設に係る指定管

理者の指定手続き等に関する条例施行規則に基づいて行っております。 
 公募につきましては、施行規則第２条で公募の方法が定められており、告示するとともに町

の広報、またはホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。と規定されて

おり、これまでもホームページにより公募を行いましたが、町外からの応募はございませんで

した。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 伊藤達美君。 

〇２番議員（伊藤達美君） 
 先ほど述べたとおり、施行規則で公募の方法について規定をされておりますけれども、それ
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以上にやはり私は県内外の企業、団体等に積極的にＰＲする、そういう姿勢が必要であるとい

うふうに思いますので、これからぜひともそのようなアクションを起こしていただきたいと思

う次第でございます。 
 引き続きまして、あけぼの大豆振興事業についてお伺いをいたします。 
 身延町まち・ひと・しごと創生総合戦略では、農業振興による新たな地域産業と雇用創出を

基本的なテーマの１つとしております。そして農業振興による六次産業化のための事業として、

あけぼの大豆など農産物の栽培や加工品の開発などへの取り組みを支援し、新規就農者の拡大

や担い手の育成を図るなどと具体的な振興策を明記しております。これに基づきまして、予算

化されましたあけぼの大豆振興事業に関連する５年間、平成２７年度から平成３１年度、総事

業費は２億４，１７０万７千円でした。平成３０年度、平成３１年度は実績ではなく予算でご

ざいますが。そのうち国・県の補助金が１億１，５５４万４千円でございます。これは先ほど

も申したとおり、平成２７年度から平成３１年度までの国の第１期創生総合戦略に基づいて実

施されたものであり、今年度が最後の年となるわけでございます。このため来年度につきまし

ては特別な事由がない限り、国の補助金は期待できないわけでございます。 
 あけぼの大豆振興事業につきましては、緒に就いたばかりでございます。地域産業、基幹産

業として育成していくためには、私は事業の継続性が極めて重要だと考えております。 
 このような中で、来年度の予算措置についての基本的な考え方について、まずお伺いをいた

します。 
〇議長（柿島良行君） 

 内藤産業課長。 
〇産業課長（内藤哲也君） 

 お答えいたします。 
 あけぼの大豆の振興事業については、身延町まち・ひと・しごと総合戦略に位置付け、地方

創生推進交付金等、各種補助事業を活用し、あけぼの大豆拠点施設の整備、種子試験圃場の整

備、加工品の製造・販売など六次産業化を進めております。 
 また、身延町あけぼの大豆振興協議会と連携して、あけぼの大豆の品質向上、生産拡大、Ｇ

Ｉ（地理的表示）の取得、ブランド化に取り組んでいるところです。さらに町内において耕作

放棄地が増加している中、あけぼの大豆の生産は拡大しており、農業振興に大きく寄与してい

るところであります。 
 こうした取り組みにより生産者の高齢化、種子の安定供給など課題はありますが、年々あけ

ぼの大豆の人気と需要は高まっており、あけぼの大豆産地フェアにおいては静岡県、神奈川県

など近県からの来訪者が増えており、県内外において知名度が上がってきております。 
 今後さらに事業を展開するため、国の第２期創生総合戦略の動向を注視し、活用可能な国・

県の補助制度を模索し、予算編成に取り組みたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 伊藤達美君。 

〇２番議員（伊藤達美君） 
 次にあけぼの大豆拠点施設でございますが、この拠点施設につきましては、身延町伊沼にあ

りまして、旧原小学校を、未利用施設でございましたけども活用するということでございます
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が、その拠点施設の内容につきましては、あけぼの大豆の集荷および選別、それから出荷調整、

さらには加工品製造、それから有利販売、地場産業の活性化に関することなどを実施するため

に、これは設置をされたものでございます。 
 平成３０年度で拠点施設におけるハード面の整備は、ほぼ終了したものというふうに理解を

いたしております。これからは商品開発でございますとか、販路開拓などソフト事業が中心と

なるやと思います。 
 かかる事業におきましては、これは収益性を高めるために民間企業のノウハウ等を積極的に

活用する必要があるというふうに私は考えております。しかしながら現状の経営形態では、そ

の成果を期待することは、これは容易ではございません。 
 今後、この拠点施設をどのように運営していくのか、また運営組織体のあり方を含めてお伺

いをいたします。 
〇議長（柿島良行君） 

 内藤産業課長。 
〇産業課長（内藤哲也君） 

 お答えします。 
 ここまでソフト事業としては消費拡大、販路促進、付加価値向上を図るため加工品の商品開

発、ブランドサイトの開設、パンフレット製作等、地方創生推進交付金事業を活用し、コンサ

ルタント委託により実施しております。 
 現在、施設の運営は町が直営で実施しておりますが、ご質問のとおり収益性を高めるために

は民間企業のノウハウを積極的に活用する必要があると考えております。 
 幅広い事業展開を図るため民間との協働など、その方策について検討しているところです。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 伊藤達美君。 

〇２番議員（伊藤達美君） 
 最後になりますけれども、あけぼの大豆の振興策に関連いたしまして、第１期総合戦略が終

了いたしますことから、新たな生産販売体制を含む中長期的なビジョンの策定が私は必要であ

るというふうに考えておりますが、当局の見解をお伺いいたします。 
〇議長（柿島良行君） 

 望月町長。 
〇町長（望月幹也君） 

 お答えいたします。 
 本年度最終年度となります第１次身延町まち・ひと・しごと創生総合戦略では、農業振興に

よる新たな地域産業と雇用の創出として、あけぼの大豆の生産拡大、六次産業化事業など振興

を図ってまいりました。これまでの取り組みにより、先ほども課長が答弁しましたとおり、町

民に深く認知され、町内全域で栽培されるようになり、生産量の増加につながったところです。

あけぼの大豆の持つ大きくて甘い特性は、消費者に広く定着しつつあるものと実感していると

ころであります。 
 今後は生産基盤の強化、担い手の育成により生産量の増加を図るとともに身延町特産あけぼ

の大豆をさらに広めていくため、第２期総合戦略の計画に位置付けて、これまで以上に事業を
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拡充していく必要があると考えております。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 伊藤達美君。 

〇２番議員（伊藤達美君） 
 今、言われたとおり前向きに事業の推進をしていただくようにお願いをいたしますけれども、

そのためにはやっぱり民間の力をどういうふうに活用するかということが極めて大事でござい

ます。外部からの人材登用も含めまして、いろんな集客施設に関する事業がありますけれども、

立ち止まっていてはいけません。前向きに考えて試行錯誤する中で新たな展開を、スピード感

を持ってしていただくように、私はお願いをいたしまして本日の一般質問を終了いたします。 
 以上でございます。 

〇議長（柿島良行君） 
 伊藤達美君の一般質問を終わります。 
 ここで２０分間、暫時休憩とします。 
 再開は１０時とします。 

休憩  午前 ９時３８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１０時００分 
〇議長（柿島良行君） 

 休憩前に引き続き、一般質問を再開します。 
 次は通告の２番、上田孝二君の一般質問を行います。 
 上田孝二君の質問を許します。 
 登壇してください。 
 上田孝二君。 

〇５番議員（上田孝二君） 
 私は３つの項目について、質問をいたします。 
 三沢川・常葉川の河床問題について。２番目は鳥獣被害について。３番目はゴミのポイ捨て

についてであります。 
 それでは記憶に新しい災害は九州北部豪雨であり、８月２７日（火曜日）から佐賀県、福岡

県、長崎県を中心とする九州北部で発生した集中豪雨による災害です。 
 ２７日から２９日にかけて対馬海峡から九州北部にかけて秋雨前線が停滞し、北上と南下を

繰り返し集中豪雨をもたらし、新しい言葉を聞きました、線状降水帯という言葉を初めて耳に

したところであります。この集中豪雨は雨の降り始めから総雨量が５００ミリを超える大雨に

なりました。 
 気象庁は特別警報、警戒レベル５「命を守る行動」を発表し、直ちに命を守るための最善を

尽くす必要があると呼びかけました。いったん雨が弱まっても再び同じ場所で繰り返し雨が強

まる恐れがあり、河川決壊がいつ起きてもおかしくない状況で、土砂災害警戒区域や浸水想定

区域など土砂崩れや浸水による何らかの災害が発生している可能性が極めて高くなると呼びか

けました。 
 この九州北部の発生した集中豪雨による被害は死者が３人、行方不明が１人、ケガをした人
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が３人、住宅被害は全壊が１棟、一部損壊が４棟、床上浸水が５３５戸、床下浸水が１，１７９戸

という甚大な被害をもたらしました。 
 本町において、いつどのような豪雨による災害があるかどうか分からない現在、災害がいか

に起きないようにするには、速やかに対処すべきものをしないとならないということで質問を

します。 
 それでは通告１番、三沢川・常葉川の河床問題について伺います。 
 三沢１１組、私の住んでいる地区の店向というところであります。三沢橋下流において、特

にＪＲ身延線、久那土駅から市川三郷町の鴨狩の町境までの河床がかなり上がって、台風が来

るたび県道市川三郷身延線の三沢地内、三沢屋石油前の県道が決壊する恐れがあり、私も現役

の時代、消防ではいつも見回っていました。 
 今年７月に県の仕事で、身延町三沢の町境から下流の三沢川で市川三郷町鴨狩のほうの河床

を下げる工事を行いました。しかし町境上流、三沢地区のほうは未着工であります。これから

台風シーズンに向けて、町ではどのように考えているか質問します。 
〇議長（柿島良行君） 

 望月建設課長。 
〇建設課長（望月真人君） 

 お答えします。 
 一級河川三沢川は山梨県知事が河川管理者となっており、県は洪水などによる災害の発生を

未然に防止し、公共の安全を保持するため適正な管理に努めています。 
 しかしながら、河川の流れや河床の状況の変化といった経年変化により河床は変動し、また

近年の集中豪雨や台風などの大雨の影響により河床の上昇が見受けられます。特に河床の上昇

が顕著である町境から峡南高校前までの間につきましては、今まで県に再三お願いしてきたと

ころですが、今後３年間で適正な河道を確保するため浚渫工事をすると聞いております。 
 町でも県と連携を図りながら状況に応じた整備、ならびに管理をお願いしていきたいと考え

ております。 
 以上でございます。 

〇議長（柿島良行君） 
 上田孝二君。 

〇５番議員（上田孝二君） 
 ぜひとも一日も早い工事着工をよろしくお願いします。 
 それでは次に、常葉地区出口から竹之島集落の間の河床問題について質問をいたします。 
 今まで一向に解決されない河床問題なんですけど、昨年、台風で水かさが増し交通止めにな

り、本町ではこの常葉地区の警戒レベル３ということで、避難準備、高齢者避難開始を発令し

ました。 
 私は、あの大雨の中、それも夜中に常葉地区の避難所まで避難できるのかという不安がよぎ

りました。道路の状況が分からない状況で、高齢者の避難に対し、何もなかったということで

安堵しました。 
 栃代川と常葉川が合流し、あの地点は川幅も狭く、また常葉川の濁流はものすごく、過去に

はあの場所で自動車修理工場の駐車場の護岸が削られ、それを知らなかった工場の奥さんが自

動車を避難させようとしたとき、自動車とともに常葉川に転落し尊い命を落とした事例もあり
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ます。 
 ８月の台風１０号では、本栖湖から北川間の国道３００号が交通止めになりました。竹之島

地内は交通止めにはなりませんでしたけども、国道３００号の出口交差点、信号から竹之島橋

まで国道の法面と常葉川の河床掘削および護岸工事を早急にすべきではないかと思います。町

はどのように考えていますか。 
〇議長（柿島良行君） 

 望月建設課長。 
〇建設課長（望月真人君） 

 お答えします。 
 一級河川常葉川も三沢川と同じく、山梨県知事が河川管理者となっております。国道３００号、

新常葉川橋前後８５０メートルにつきましては、県の河川改修区間となっており、山梨県にお

いて河床の掘削、護岸工等の整備計画があります。 
 町も区からの要望も受け、毎年整備計画の早期着手を県に要望しておりますが、整備に着手

するまでの暫定措置として小林自工さん前に護岸の嵩上げや一部浚渫工事を実施しております。 
 住民の皆さまが安心して暮らせるよう、今後も引き続き本整備を早期に着手できるよう要望

していきたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（柿島良行君） 
 上田孝二君。 

〇５番議員（上田孝二君） 
 これについても、一日も早い着工をお願いいたします。 
 それでは次に２番、本町の鳥獣害についてに移ります。 
 本年度の本町の鳥獣害の現状と各地区被害状況、町のイノシシ、シカ、サル、カラス等の捕

獲数について伺います。 
〇議長（柿島良行君） 

 内藤産業課長。 
〇産業課長（内藤哲也君） 

 お答えします。 
 本年度の被害状況は、中富地区ではニホンジカによる大豆の食害が発生しています。身延地

区ではイノシシによる畑の掘り返しの被害やニホンザルによる野菜類の被害が発生しています。

下部地区でもニホンジカによる水稲などの食害やニホンザルによる野菜の被害が発生していま

す。 
 本年度の捕獲状況は７月末時点でニホンジカ３５８頭、イノシシ１４７頭、ニホンザル３７頭、

カラス０羽となっております。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 上田孝二君。 

〇５番議員（上田孝二君） 
 私の住んでいる三沢地区でもイノシシ、シカ、サルといった被害が大きく、お年寄りが丹精

込めて作った作物が収穫する寸前にシカ、サルに荒らされ収穫ができない現状です。 
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 本町全域で深刻な問題になっているサルの被害について、地域住民からの相談、苦情等はあ

りませんか。 
 サルによる農業被害額は。特にあけぼの大豆、その他野菜等。 
 本町のサルの生息分布状況を町では把握しているのか。 
 本町は、どこの地域でもサルの被害について大変苦慮をしていると思います。昨年、旧町に

１基ずつ配備した囲い罠ですが、広大な身延町にはもっと必要ではないか。 
 また、囲い罠はそれ自体が高額であり、簡単に導入はできないと思いますが、サルの捕獲に

有効な囲い罠をもっと導入する計画はないか。 
 それと囲い罠の設置についてですが、設置期間は捕獲するまでの設置ではなく、設置して２カ

月ぐらいを目安として移動したらどうか。 
 サルの行動範囲はどのくらいか分かりませんけど、近隣の町と連携してサルの駆除をする計

画はないかを質問します。 
〇議長（柿島良行君） 

 内藤産業課長。 
〇産業課長（内藤哲也君） 

 お答えします。 
 住民からの相談は数件受けております。その都度、担当者が聞き取りや現地を確認し対応し

ています。 
 ニホンザルの被害額は、平成３０年度は大豆や野菜類等で約２６８万円となっています。ニ

ホンザルの分布状況ですが、平成２９年度に各集落の区長にアンケート調査を実施し、町内ほ

ぼ全域でニホンザルの出没が確認されております。 
 囲い罠については現在３基を保有しており、旧町に１基ずつ設置しています。設置、移動に

関しては猟友会と相談しながら決めております。 
 今後、囲い罠を運用する中で町民の要望等も踏まえ、設置期間や囲い罠の追加購入について

も検討していきたいと考えています。 
 近隣の町との連携については、情報共有を図りながら検討していきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 上田孝二君。 

〇５番議員（上田孝二君） 
 ぜひともそういうことで、よろしくお願いします。 
 それでは次に中山間地域総合整備事業で行った鳥獣害防除柵、電気柵設置状況と設置した各

地区の管理はどのようになっているか。また、これに関して町は把握しているか。 
 中山間地域総合整備事業、鳥獣害防除柵の設置希望の地区は多くあると思うが、過去には山

間部集落において鳥獣被害だけだと、たかをくくっていた平地に住む集落で、当時行われたワー

クショップにおいても鳥獣害防除柵の設置を希望していませんでした。 
 しかし、どの集落でも１０数年経った今では、地域住民が高齢者になり、また鳥獣が平地の

畑まで下りてきて作物を食い荒らし、農作物の収穫ができなくなった。また、シカ、イノシシ

が住宅の庭先まで出没しているという情報もあります。 
 広範囲に出没する鳥獣被害防除に対し、今後どのような整備補助事業があるかどうか、お聞
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きします。 
〇議長（柿島良行君） 

 望月建設課長。 
〇建設課長（望月真人君） 

 お答えします。 
 中山間地域総合整備事業において、北部地区（旧下部町、旧中富町）が平成２２年度から令

和元年度、南部地区（旧身延町）が平成２７年度から令和４年度までの計画で鳥獣害防止施設

を整備しております。 
 平成３０年度までの実績として北部地区５万３，３６６メートル、南部地区４，８５８メー

トルを実施しております。 
 整備に当たっては１．受益者エリアの全員の同意、２．管理者名簿の作成、３．管理規約の

作成、４．維持管理体制の確立が条件となっており、これをもとに町と獣害防止施設設置に関

する協定書を締結し実施しております。完成後は管理委託契約を締結し、各地区で管理してい

ただいております。 
 なお、協定書の中で毎年、年度末に維持管理簿の提出を義務付けております。 
 その他の鳥獣害防止施設の整備事業ですが、県単鳥獣害防除事業がありますが、基本的には

農振農用地内受益者面積が１ヘクタール以上となっております。また、町単独事業で有害防除

用施設設置補助制度がございます。ご指摘のとおり鳥獣害防除施設の設置希望の多い状況の中

で、中山間事業に代わる後継補助事業を今後、国・県に要望していきたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（柿島良行君） 
 上田孝二君。 

〇５番議員（上田孝二君） 
 ぜひとも、この整備事業について県、また、うまい補助事業を探していただきまして整備で

きるよう努力してください。よろしくお願いします。 
 それでは、３の河川敷に住み着いたシカ等の対策について伺います。 
 昨年の各種団体と議員との懇談会で、農業委員・農地利用適正化推進委員の話し合いの中で

富士川河川敷に生息しているシカの被害のため、河川の草刈りの陳情要望書を毎年、国交省に

出しているということがありました。しかし、許可が出ないということです。また、富士川の

木の伐採を国交省に要望しても伐採はしていただけないとの意見がありました。 
 下山、帯金、大島の富士川河川敷はシカ等鳥獣の住み家になっております。各地区の情報で

も河川敷からイノシシやシカが侵入し農作物を食い荒らし、せっかく収穫しようとしている矢

先に荒らされて収穫ができないといった話を聞いています。 
 河川敷に生い茂るカヤ、偽アカシアの木を除草、伐採、焼却などができないか。また、偽ア

カシアの木はカワウの住み家にもなっております。カワウの被害は、富士川のアユ釣りにも影

響があるのではないかと思います。 
 先日、昼間の時間帯ですけど、私と孫が国道５２号、西嶋バイパスを鰍沢のほうから自宅に

向けて走行中、孫が富士川の河川敷にシカがいるのを見つけました。また、私に教えてくれ、

私も確認しました。 
 そんな中で笛吹市石和地区、市川三郷町高田地区の笛吹川の河川敷、中央市の田富地区、南
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アルプスの南郷地区の釜無川の河川敷では、カヤ等の焼き払いをしているように見えます。 
 本町で流れる富士川の河川敷は大変長く広大ですが、峡南広域消防担当地区の消防団に協力

をお願いし、年１回でも河川敷の焼却作業ができないか伺います。 
〇議長（柿島良行君） 

 内藤産業課長。 
〇産業課長（内藤哲也君） 

 お答えします。 
 富士川の河川敷にニホンジカ等が住み着き、なんとかしてほしいと何件か要望が寄せられて

います。町でも管理者である国土交通省にお願いして伐採をしていただいた経緯もございます

が、今後も引き続き獣の住み家とならないよう適正な管理をお願いしていきたいと考えており

ます。 
 河川敷の焼却作業については、延焼の危険性があることから慎重に検討する必要があると考

えています。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 上田孝二君。 

〇５番議員（上田孝二君） 
 ぜひとも、焼却作業ができなかったら町を挙げて、そのカヤ等の草刈り作業をやっていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 
 それでは次に、３のプラゴミのポイ捨てについてに移ります。 
 本町では、家庭ゴミとプラゴミの分別収集が行われていて、それぞれ効果が出ているのは承

知しております。しかし、県道市川三郷身延線の道路脇に家庭ゴミが捨てられています。現在、

このようなモラルの低下が残念に思いますが、本町の取り組みについて伺います。 
〇議長（柿島良行君） 

 水上環境上下水道課長。 
〇環境上下水道課長（水上武正君） 

 お答えいたします。 
 本町の取り組みとして、自分たちの町は自分たちの手できれいにすることを目的に毎年、町

内一斉環境美化活動月間とし、５月１日から６月３０日に町内各地において美化作業を行って

います。また、身延山クリーン大作戦、本栖湖西岸クリーン大作戦などゴミの不法投棄に対し

ても取り組みを行っているところでありますが、撤去してもなおゴミの不法投棄がなくならな

い状況は非常に残念に思うところであります。 
 このような状況を踏まえ、地域との協力連携の上で町全体で取り組むべく毎年各区の区長の

皆さまに身延町自然環境監視員の委嘱をさせていただき、自然環境を損なう行為等の予防およ

び防止等の啓発に努めていただいているところでもあります。 
 また、山梨県および南部警察署、鰍沢警察署、峡南５町により峡南地域廃棄物対策連絡協議

会を構成し、不法投棄等を未然に防ぐための看板およびフェンスの設置、廃棄物監視員による

不法投棄防止等パトロールの実施、不法投棄物の撤去および処理等に取り組んでいるところで

もありますが、今後も引き続き関係機関と連携を深め継続的な取り組みを実施してまいりたい

と考えています。 
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 以上です。 
〇議長（柿島良行君） 

 上田孝二君。 
〇５番議員（上田孝二君） 

 よろしくお願いします。町内一斉の河川敷等の空き缶、ゴミ拾いの各地区からの住民参加数

と実績数量はどうなっているか、教えてください。 
〇議長（柿島良行君） 

 水上環境上下水道課長。 
〇環境上下水道課長（水上武正君） 

 お答えします。 
 先ほどお答えしましたが、本町におきましては毎年５月１日から６月３０日に町内環境美化

活動として、町内各地において美化作業を行っていただいています。 
 平成３０年度の実績になりますが、参加人員延べ２，９６９人、ゴミ回収量は約５．５トン

であります。環境美化活動以外では身延山クリーン大作戦、本栖湖西岸クリーン大作戦、合わ

せての実績になりますが参加人員延べ２１８人、ゴミ回収量は約３００キログラムであります。 
 以上であります。 

〇議長（柿島良行君） 
 上田孝二君。 

〇５番議員（上田孝二君） 
 それでは次に一級河川富士川等、町内に流れる河川のプラゴミ対策について伺います。 
 ７月だったんですが、本庁駐車場から富士川を眺めたときにかなりプラゴミ等が上流から流

れ着いていたのを私は見ました。しばらくしたら、国交省だと思うんですけども、そのゴミを

回収してくれました。本当にきれいになって、今、現状もきれいになっております。 
 大雨が降ればプラゴミは富士川を流れ海に流れ着く。海の汚染を河川上流に住むわれわれが

責任を持たなければならないと思います。この環境問題を山梨県、また各市町村と連携を含め、

どのように取り組んでいるか、質問をいたします。 
〇議長（柿島良行君） 

 水上環境上下水道課長。 
〇環境上下水道課長（水上武正君） 

 お答えいたします。 
 プラスチックは、われわれの生活に利便性をもたらしている有用な物質であります。他方で

海洋に流出すると長期間にわたり環境中に留まります。現在、世界全体で年間数百万トンを超

えるプラスチックゴミが海洋に流出していると推測されています。 
 このような中、国では本年５月に海洋プラスチックゴミ対策アクションプランを作成し、ポ

イ捨て、不法投棄、非意図的な海洋流出の防止、関係者の連携協議など８項目の対策を挙げた

ところであります。 
 重要なことは、プラスチックゴミの海への流出をいかに抑えられるかだと考えます。本町に

おきましては、ゴミの分別に率先して取り組んでおり、先ほど答弁いたしましたが山梨県南部

警察署、鰍沢警察署、峡南５町で構成しています峡南地域廃棄物対策連絡協議会と連携し、町

内のゴミ減量化にも努めているところであります。 
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 今後も国、県と連携をし環境問題に取り組んでまいりたいと考えています。 
 以上であります。 

〇議長（柿島良行君） 
 上田孝二君。 

〇５番議員（上田孝二君） 
 分かりました。次に町道・林道への粗大ゴミ不法投棄の現状ということで、本町では先ほど

課長が申したとおり、身延町自然環境監視員を選任して自然環境、不法投棄、空き缶およびそ

の他の容器等の投棄を予防および防止等の啓蒙に努めていただいております。 
 そこで町道および人里離れた林道への粗大ゴミの不法投棄はないか、現状はどうか伺います。 

〇議長（柿島良行君） 
 水上環境上下水道課長。 

〇環境上下水道課長（水上武正君） 
 お答えいたします。 
 町道・林道を問わず町内全域でのゴミの不法投棄等につきましては、町民からの通報や峡南

地域廃棄物対策連絡協議会での廃棄物監視員による年間を通してのパトロールの実施等、町の

職員による確認、回収作業等を行っております。 
 平成３０年度の年間処理量につきましては可燃ゴミ、不燃ゴミ、廃家電、タイヤ等、町内全

域において約５５カ所、約８トンを回収いたしました。 
 以上であります。 

〇議長（柿島良行君） 
 上田孝二君。 

〇５番議員（上田孝二君） 
 ありがとうございました。今後とも町内の環境保全をよろしくお願いし、以上で私の一般質

問を終わります。 
〇議長（柿島良行君） 

 上田孝二君の一般質問を終わります。 
 ここで暫時休憩とします。 
 再開を１０時５０分とします。 

休憩  午前１０時３２分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１０時５０分 
〇議長（柿島良行君） 

 休憩前に引き続き、一般質問を再開します。 
 次は通告の３番、野島俊博君の一般質問を行います。 
 野島俊博君の質問を許します。 
 登壇してください。 
 野島俊博君。 

〇７番議員（野島俊博君） 
 通告に従い一般質問を行います。 
 健全で持続可能な行政経営を目指すまち身延と題して一般質問を行います。 
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 まず町の魅力を高める情報発信の推進について、行政サービス提供についてを聞いてまいり

ます。 
 基本施策は地域の特性を生かし、町の魅力を高めるために多様な情報発信手段を活用しなが

ら行政情報やまちづくりに関する情報を正確かつ速やかに発信することが求められております。 
 その広聴活動は、１つは広域自治体を巡る大きな社会状況の変化であり、大きな話題となる

など改めて都道府県市町村の役割のあり方が問われているところでもございます。 
 行政はその要望を的確に捉える必要があり、その役割を果たすのも広聴であります。 
 ２つは行政と住民を取り巻く環境の変化であります。行政と地域の住民が連携・協働しない

と解決できない課題も増えてきております。 
 住民側ではＮＰＯ・ボランティアが大きな役割を担うようになり、行政はその要望を的確に

捉える必要があると考えます。その役割を果たすのも広聴であります。 
 ここで現状と課題について考察してみますと、行政情報が公開され透明性が確保された上で

町政や地域に関する情報の共有化を進め、町政への理解および参画を促進することが必要と

なっております。 
 近年、ボランティアなどの各種団体がさまざまな地域の課題を自発的な取り組みによって解

決していこうとしております。 
 今後さらに多様な主体がまちづくりに関わることができるよう、町民地域と行政のさらなる

情報の共有化を図る必要があります。 
 本町では行政情報やまちづくりに関する情報を分かりやすく発信することに努めております

けども、今後もさらにまちづくりへの関心を高め、積極的な参画を図り、協働のまちづくりを

進めていくためにも、町民ニーズの的確な把握と町民の意見を町政に反映できる広報広聴体制

を推進していくことが大変重要であります。そして必要なことであると考えますけども、いか

がでしょうか。 
 要は町政やまちづくりについて、包括的に分かりやすく情報発信することが求められている

のではないでしょうか。 
 さて、今後においてもさらに町への愛着や誇りを高め、定住人口の確保につなげていくため

にシティプロモーションの視点、いわゆる選ばれるまちを目指すため、町の魅力を地域ブラン

ドが一段上の状態に昇華させ、町内外に総合的かつ戦略的に発信することが肝要であります。 
 町の魅力を町内外に積極的に発信することにより、町の認知度を向上させ、選ばれる自治体

になっていく必要があると考えますけども、いかがでしょうか。 
 次に本町においても行政評価システムを運用することで、町民サービスや行政活動の費用対

効果をさらに高め、町民本位のサービス提供に努めておりますが、それは何を問うかを考えて

みますと１．町民満足度は常に向上しているのかを問い、１．コストは改善しているのかを問

い、１．仕事の企画や効率化は行われているのかを問い、１．職員能力向上や組織活性化はな

されているのかという４つの視点について考えなければなりません。その目的は成果重視型の

行政経営へのシフト、町民に対しての説明責任、職員の意識改革、マネジメントサイクルの締

約化が挙げられます。 
 それでは質問に移ります。 
 質問１の１、行政サービス提供について質問します。 
 小さな行政、少ないコストでいかに良いサービスを提供できるのかの追求の考えを聞きます。
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回答をよろしくお願いします。 
〇議長（柿島良行君） 

 村野総務課長。 
〇総務課長（村野浩人君） 

 お答えをいたします。 
 地方自治法第２条第１４項に、地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては住民の福

祉の増進に努めるとともに最小限の経費で最大の効果をあげるようにしなければならないと規

定されております。目的達成のためには職員の創意工夫と行動・意識改革が必要となるため、

その取り組みとして身延町行政改革実行プランを用いております。 
 職員は課題を見つけ、自ら積極的に課題に取り組み、業務の改善につなげるとともに、町民

一人ひとりにとって、より一層の満足度の高い住みやすい町にするため、すべての職場で「生

まれてよかった 育ってよかった 住んでよかった身延町」の実現を目指し、事務事業の改善

を推進してまいります。 
 以上であります。 

〇議長（柿島良行君） 
 野島俊博君。 

〇７番議員（野島俊博君） 
 さて４つの視点のフレームワークとして、１．財務の視点については、町の財政健全化に寄

与するために組織として重点的に取り組む課題は何か。それは、今も話されていましたが、コ

スト効率は改善したのか。財政健全化につながったのか。そして単位当たりのコスト、各種財

政指標の状況等を見る必要がありますが、総合計画の実現であり、それがすなわち町民満足度

実現となると考えます。 
 次に質問１の２に移ります。町民の視点について聞いてまいります。 
 視点としてはお客さま、いわゆる町民の視点であり、内容は地域の課題を解決し、町民満足

を高めるために重点的に取り組む施策は何かを問うことであります。 
 求める事項は地域の課題を解決し、町民満足を高めるために重点的に取り組む施策は何かを

問うことであると考えますが、求める施策の結果は町民ニーズが反映されたのか、事務事業の

業績は向上したのか、町民満足度は向上したのかを問うことになります。 
 それでは質問に移ります。 
 質問１の２、住民がいかに住みよい・住みやすいかをすべての価値基準として行政サービス

追求の考えを聞きます。回答をよろしくお願いします。 
〇議長（柿島良行君） 

 村野総務課長。 
〇総務課長（村野浩人君） 

 お答えいたします。 
 住民サービスのレベルを向上させ、より多くの住民に満足をしていただくため、住民の視点

に立ち、政策立案、形成能力を発揮し、問題解決に対する取り組みを推進するため、目標管理

型人事評価制度を導入しております。住民の皆さまが何を求めているのかなど、常に住民視点

に立って、より多くの皆さまに満足していただくことを念頭に業務に取り組んでおります。 
 以上であります。 
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〇議長（柿島良行君） 
 野島俊博君。 

〇７番議員（野島俊博君） 
 行政は町民視点、経営視点に立った行政運営を行う必要があり、町民は町民視点のまちづく

りが行われているのかという町政に関心を持つことが大変重要であります。 
 推進施策は、より実効性の高い行政運営確立が必要であると考えますがいかがでしょうか。

求めることは、例えば現状取り組んでおられるＰＤＣＡサイクルに基づく事務事業の継続的な

改善、見直しを行うとともに町民に対する説明責任を果たす仕組みづくりの強化が求められて

おります。そして多様化する町民ニーズに対し、これまで以上に的確に対応できる豊富な知識

や高い能力を持った職員の育成を図ることが最重要課題であると思います。また、必要である

と考えます。 
 それでは、次に質問１の３に移ります。業務プロセスの視点について聞きます。 
 視点としては町民満足度の向上やコスト削減のため、業務プロセスや執行の方法で特に取り

組むべき課題は何かと題して聞いてまいります。 
 町民満足度の向上やコスト削減のため、業務プロセスや執行方法で特に取り組むべき施策は

何かを問い、それはまず官民の役割分担、そして企画立案、プロセスの明確化であり、そして

スピードアップと効率化であり、さらに苦情への対応と反映であります。 
 さらに町民視点のまちづくりが行われるよう町民は町政やまちづくりに関心を持ち、行政は

町民ニーズに応じた行政運営を行うことが必要と思われます。 
 それでは、ここでまた質問に移ります。１の３、効率的、利便性の高い行政サービスプロセ

スの追求の考えを聞きます。よろしく回答をお願いいたします。 
〇議長（柿島良行君） 

 村野総務課長。 
〇総務課長（村野浩人君） 

 お答えいたします。 
 住民の視点に立ち、行政として取り組むべき住民ニーズを選択し、その選択したニーズを組

織的に取り組むため、事務事業事前評価を行っております。常に目的と手段の関係を十分に認

識し、職員が日常的に行っている業務が目標達成にどのような役割をするのか、職員自らが知

恵と工夫による計画づくりを目指すとともに、行政システムの効率化を図ってまいります。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 野島俊博君。 

〇７番議員（野島俊博君） 
 私は視点として、町民満足の向上やコスト削減のため業務プロセスや執行方法で特に取り組

むべき課題は何か、それはサービスの向上でアカウンタビリティ、例えば企業、団体、政治家、

社会に影響を及ぼす組織で権限を行使するものが従業員、職員といった直接的関係を持ったも

のだけでなく、消費者、取引業者、銀行、地域住民など間接的関わりを持つすべての人々に対

してビジョンと戦略を達成するため、いかに組織の活性化を図り、職員をスキルアップするか

を問い、要は腕前を上げること、さらに技術力を高めること、このことは職員意識の変革、前

向きな職場風土、そして人的スキルアップにつながり、さらに職員の行政経営力の向上、リー
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ダーシップの発揮、創造性を大切にした職場風土をつくる前提となるのではないでしょうか。 
 一過性に終わらず、人材組織が成長していく戦略思考のマネジメントシステムとしての重視

が問われることになります。要は、行政評価は実現への最重要なツールであると考えます。 
 業務プロセスの視点の目的実現のために、ベースとなる力をどのように向上させていくかと

いう視点となります。職員の意識改革、組織人としての基本動作、人材の専門能力、リーダー

シップ、組織風土、情報システムなどが主なテーマとなります。 
 このように４つの視点はそれぞれ独立した並列の関係ではありませんけども、財務はあくま

で実態活動の結果ですから、それを向上させるためにはまず何が必要であるかを考えると、そ

れは自治体経営の源泉となる町民に直結するのではないでしょうか。そして町民に、より高い

価値を与えるためには、庁内での業務プロセスのあり方を変える必要があり、さらにそのため

には人的な変革が必要でございます。逆の流れも同様な因果関係がございます。 
 例えば人的な変革は、単に特定の職員だけが俗人的な際立った能力を獲得するのではなく、

それが仕組みとなって業務プロセス改善に生かされるものでなくてはなりません。 
 この４つの視点の整合性を保つことが町の経営上、最も大きなポイントとなると考えますが

いかがでしょうか。 
 次に１の４番に移ります。組織と人材の視点、町民サービスに価値観を置いた人材育成の考

え方について質問します。 
 まず、求める事項は職員意識の変革、次に前向きな組織風土、町民満足に対する意識醸成を

行った上で、具体的な接遇スキルを徹底的に習得する等、業務改善、意識改革を見据えた人的

スキルアップに取り組む。 
 次に推進施策の展開をどうするかについて、行政情報の共有について、透明性が高く信頼さ

れる行政を目指し、正確で分かりやすい行政情報を積極的に公開し、広く町民に意見を聞くこ

とが望まれます。広報広聴活動のさらなる充実を望むところでもございます。 
 町民や事業所と連携し、町の現状や課題、求められている情報などの把握に努め、さらなる

情報発信力向上に努めることが必要であります。そして主要な協働の展開として、さらなる町

のイメージアップを目指し、町民や事業所はまちづくりに関心を持っていただき、情報共有を

行うとともに、町の魅力をさらに町内外へ発信する。それには町民、事業所の役割として町政

やまちづくりに関心を持って積極的に情報収集を行うことが肝要でもございます。 
 行政として町政やまちづくりについて、分かりやすく情報を発信する。町内外に対しての町

の魅力を効果的に発信する。さらなる広聴活動の充実が必要であると思いますが、いかがでしょ

うか。 
 それでは質問に移ります。質問１の４、町民サービスに価値観を置いた人材育成の考えを聞

きます。回答をお願いいたします。 
〇議長（柿島良行君） 

 村野総務課長。 
〇総務課長（村野浩人君） 

 お答えをいたします。 
 身延町人材育成基本方針において、住民を中心とした住民との協働によるまちづくりを実践

していく姿勢を持つこと、「生まれてよかった 育ってよかった 住んでよかった」と思っても

らえるような幸せを実感できるサービスを展開することを目標とするところとし、基本能力、
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分析力、実行力を持ち、住民から信頼される職員の育成を実践しております。 
 以上であります。 

〇議長（柿島良行君） 
 野島俊博君。 

〇７番議員（野島俊博君） 
 今の回答を進めるためには、まず組織と人材の視点、ビジョンと戦略を達成するため、いか

に組織の活性化を図り職員のスキルアップをするのか、求める事項は職員意識の変革、前向き

な組織風土、腕前を上げる等、人的スキルアップが考えられます。 
 以上、町民のための行政経営のまちづくり、簡素で効率的な行政運営の強化を求め、社会構

造の変化や多様化する町民ニーズを的確に捉え、より質の高い行政サービスを提供するため、

経営的な視点でより一層、簡素で合理的な行政運営を図っていくことが肝要であり、町民視点

に立ったまちづくりを推進しなければならないと思います。 
 終わりに主要な協働の展開として、町のイメージアップを目指し町民や事業所はまちづくり

に関心を持ち、すでに取り組んでいることと思いますけども、情報共有を行うとともに町の魅

力を町内外に発信すること。要は町民、事業所等は町政やまちづくりに関心を持っていただき

積極的に情報収集を行う。町内外に対して町の魅力を積極的に発信する。そして町民は町民視

点のまちづくりが行われているか、町政にぜひ関心を持っていただいて積極的に協力をしてい

ただければと思います。 
 行政は、町政やまちづくりについて分かりやすく情報を発信する。町内外に対して町の魅力

を効果的に発信する。町民視点、経営視点に立った行政運営を行うことが必要ではないでしょ

うか。 
 本町では、行政評価によるコストの可視化を活用した行政経営マネジメント、ＰＤＣＡサイ

クルを取り入れておりますけども、今後も広聴活動を通して、より町民への説明責任と客観性

の向上を図り、これまで以上に透明性の高い行政運営に努めていただくことをお願い申し上げ

まして、私の質問を終わります。 
 以上です。ありがとうございました。 

〇議長（柿島良行君） 
 以上で、野島俊博君の一般質問を終わります。 
 次は通告の４番、渡辺文子君の一般質問を行います。 
 渡辺文子君の質問を許します。 
 登壇してください。 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 私は３点について、今回、質問をします。 
 まず１点目、スクールバスの運行についてということで、１点目の質問を行います。 
 下部地区の保護者の方からお聞きをしたんですけれども、小学校のスクールバスの運転手の

変更があったということで、毎日運転手が代わっていた。それは保護者の方は知らなかったら

しいんですけれども、子どもたちは毎日代わっていて、その事情も子どもたちは運転手が目の

手術かなんかで休むからということで、そういう話を聞いていて、ただ保護者が分からなかっ

たので、送りに行ったときに毎日、運転手が代わったってどういうことなんだろうというよう
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な話を聞いたんですね。普通そういうことは、私は保護者にこういう事情で代わりますという

ような話があって然るべきかなと思ったんですけども、保護者が何も知らなかったということ

で、こういう事態というのは、私はあんまり良いことではないんではないかなというふうに思っ

たので質問をさせていただきました。保護者もやっぱり不安に思っているということがありま

したので質問をしますけれども、このことについてどう考えているか、教育長お願いいたしま

す。 
〇議長（柿島良行君） 

 伊藤学校教育課長。 
〇学校教育課長（伊藤克志君） 

 お答えいたします。 
 下部地区というご質問ですので、下山小学校スクールバスの大炊平線又は北川線のことだと

思いますが、まずスクールバスの運行に関しましては、どの路線につきましても運転手を固定

するという条件で業務委託契約を締結しているわけではございません。安全性を最優先といた

しまして、確実に送迎してもらうことを条件としておりますので、運転手につきましては業務

を着実に履行できる技術、体力、判断力と児童生徒から安心感を持たれる人格を備えた運転手

であることが最優先と考えておりますので、運転手が必ずしも同じ人でなければならないとい

うことを町としても求めておりません。 
 なお、これは他の小中学校のスクールバスにおいても同様です。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 本当は、普通のバスと違ってスクールバスはもちろん安全が第一です。だけれども、子ども

たちの状況をやっぱり把握しないと、具合が悪かったり、いろんな状況があるから普通のバス

とは違うと思うんですね。そういう意味では、安全プラス子どもたちの状況を把握していてほ

しいということで、１年間は無理にしてもある程度の長いスパンで、やっぱり運転手は代わっ

てほしくないなと思うのは、保護者の思いではないですかね。まして１年生というふうに、入

学したての子どもたちの行き帰りというのは本当に親御さんも心配するでしょうし、そういう

意味ではバスの中の状況なんかも心配になることだと思うんですね。契約に安全第一でという

ような契約があるかも分からないけど、スクールバスという特殊性ですよね。そう考えると、

ある程度の長いスパンで子どもたちの状況を見られるというようなことは、私は大事なことだ

と思います。だからといって１年間、ずっと変わらずにということは無理にしても、そういう

ような長いスパンというのは、やっぱりさっきずっと同僚議員の言っていた住民の視点、町民

の視点で考えると、そういうことを望むのは私は当然だというふうに思いますけれども、そこ

のところの住民の視点から考えて、今回のことはちょっと問題があったんではないかなと私は

思いますけども、そういう住民の視点からしてどうだったんでしょうか、お答えください。 
〇議長（柿島良行君） 

 伊藤学校教育課長。 
〇学校教育課長（伊藤克志君） 

 お答えいたします。 
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 委託をしている事業者に確認をしましたところ、労務管理上、現状ではやはり運転手を固定

できるような状況にはないということを聞いております。また、運転手が固定されている、い

ないにかかわらず、児童生徒の乗降時にはどの運転手も積極的な声掛けを行ってくれており、

健康面での気遣いも心がけてくれておりますので心配はないと考えております。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 そこが住民の視点が欠けているんではないかなと思うんです。もちろん安全に学校の送り迎

えということは、優先させなければいけない部分ですよね。だけど昨日とちょっと違うなとか、

そういう状況というのは、まして毎日運転手が代わるという状況を、では教育委員会はこれで

いいとお考えなんでしょうか。教育長、どうでしょうか。教育長、お願いします。 
〇議長（柿島良行君） 

 保坂教育長。 
〇教育長（保坂新一君） 

 お答えいたします。 
 先ほどから担当課長のほうで、るる説明をしておりますが、基本的には私のほうでもその確

認をいたしておりますし、その内容につきましては、よく私も認識をしているところでござい

ます。 
 私、４月から着任をしておりますけれども、何回かスクールバスの運行につきまして、いく

つかの会議に出席をさせていただきました。そういう機会がございましたが、契約している会

社の役員の方々、それから運転手の方々も非常に誠意を持って丁寧に対応してくれていまして、

それは業務上のことばかりではなくて、実は教育上のそういった姿勢や認識、理解度も非常に

高いなと、そういう感じを強く受けまして、実は非常に安心をしているところでございます。 
 先ほどから申しております担当課長の弁にさらに上乗せをして、教育長といたしましても本

町のスクールバスにつきましては、安全・安心の運行を第一にあげながら、教育的な価値も高

めながら、児童生徒、保護者の安心・安全の確保をしながら、教育的な価値もみんなで確認を

しながら、町のスクールバスの運営に今後も携わっていきたいというふうに考えておりまして、

議員のご指摘、たしかに心配な面もありますでしょうが、確実な運行をしている、教育的な面

も含めた運行をしているという認識をぜひ持っていただければありがたいなと思っております。 
 以上でございます。 

〇議長（柿島良行君） 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 そうではないから私、質問しているんですけど、もちろん業者の方たち、一生懸命やってく

れていて、事故もないし、安心・安全に送っていただいている、それは感謝しているんです。

ただ、今回のようにこういうような事例、先ほど教育長がおっしゃったように安心・安全に加

えて教育的な、そういう視点からも感謝しているとおっしゃったけど、これが本当に教育的な

視点で処理されたことなのかなと私は思うんですね。 
 例えば毎日代わるんではなくて、その間だけ、１週間だったら１週間だけ違う人に代わって、
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１週間、子どもたちを、運転手が帰ってくるまで見てくれるというようなことが教育的な配慮

ではないかなと思うんですね。それがやっぱり毎日運転手が代わるということは、子どもたち

に対する見る目というか、そういうことが欠けてしまうから、保護者の方たちも毎日運転手が

代わっているんだということを言ったんではないかなと思うんですけど、そこは教育長と私の

考え方が違うから仕方がないのかも分からないですけども、やっぱり保護者の方たちの思い、

住民の方たちの視点というのは、そこにあるんだということを認識をしてやっていただかない

と、いくら安全が第一ですよ。だけど、子どもたちが通う学校のスクールバスが毎日運転手が

代わる中で本当に状況を把握できるのかなと。そういうような保護者たちのそういう心配は、

私は当然なんではないかなというふうに思うんですね。教育的にそういうふうに配慮していた

だいているということであれば、今回はたまたま毎日代わったということなんだけども、これ

がたまたまではなくて、こういうことも全町のスクールバスに今後もあると、あっても別に教

育委員会としてはいいんだと。安全に送り迎えしてくれて、いろんな配慮をしてくれていると

いうことで、こういうことが今後も続くとしても、それでよしとするということなんでしょう

か。そこのところをお聞きしたいと思います。 
〇議長（柿島良行君） 

 保坂教育長。 
〇教育長（保坂新一君） 

 私は教員出身でありますけども、例えば中学校の教員が何かの事情で一時期、授業を離れた

といたします。すぐに授業を行いますね。あるいは学級経営を行われなければならない場合が

ございますが、プロはそういういろんな事情に関しても、責任を持っている以上はすべて瞬時

にそのことに対してプロとしての対応をしなければなりません。すべての契約した人物や企業

に対しましては、そういうことをすでに確認してありまして、私たちの町のスクールバスの運

行につきましても、一日交代でたとえあっても、すべてプロの人に頼んであり、そこには教育

的な配慮も十分に達成した上でやっていただく運行の確認もすべてしてあります。そういう意

味では、やはり契約をしている、さらに教育的な配慮も含めた、私たち町のスクールバスの運

行は安全・安心はもとより教育的なプロとしての任務も十分に遂行しておられるということを

保護者や児童生徒、関係の皆さんにもぜひこれからも十分にお伝えをしながら議員の求めてい

る姿勢に対しても十分に私たち自身も把握しながら、これからの町のスクールバスの運行につ

いてもベストを尽くしていきたいと思っております。 
 以上でございます。 

〇議長（柿島良行君） 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 もちろんプロですから、そこのところはちゃんとやっていただかなければいけないと思うん

ですね。毎日、運転手が代わって、それは安全に送り迎えしてくれるでしょう。だけど、さっ

き言ったように小学校入学したての子どもたちが本当にそれで安心できるのかなと。保護者の

方たちが安心できるのかなというふうに考えたときに、私は違う、保護者のそういう思いは当

然だなというふうに思ったので、今回質問をしたんです。 
 教育長は毎日、運転手が代わってもプロだから大丈夫だと。だけど保護者の思いはそうでは

ないということをきちっと認識しないといけないんではないでしょうか。そこが私は一番大事
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だなと思うんですけども、その点について、保護者の思い、住民の思いについてはいかがなん

でしょうか。 
〇議長（柿島良行君） 

 保坂教育長。 
〇教育長（保坂新一君） 

 それがそういう状態で町のスクールバスが運行しているということは、毎日行われていると

いうことは、その確認が、いつも行われていなければ運行はできないわけでありまして、そう

いうことが十分に、全体的な安全・安心、教育的な配慮も含めた中で行われているという事実

が毎日展開されていることに、やはり関係者全員が認識を共有することが大切ではないかなと

思っております。 
 もし、できるのであれば、そういった運行会議等々の様子を私たちもできるだけ保護者の皆

さまにもお伝えをしたり、あるいは迎えに行ったり送ったりしたときに、最後、子どもさん方

が降りるときに運転手と保護者が言葉を交わしたり、あいさつを交わしたりする中でのそう

いった人間的な触れ合いや教育的な考え方の触れ合い等の中で、私たち身延町のスクールバス

の運行が健全に、しかも安全・安心に教育的に運行されていることがそれぞれまた確認をされ

ていくのではないのかなと。そういう積み重ねがさらに私たちのスクールバスの運行の質を高

めていくということにつながっていくのではないかなと、私自身強く思っております。また、

それを確信しております。ぜひ、そのようにご理解を願いたいと思っております。 
 以上でございます。 

〇議長（柿島良行君） 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 教育長の言っていること、私、よく理解できないんですけれども、私が質問したのは、そう

いう毎日、運転手が代わるような、そういうことは、やっぱり例えば保護者が知らなかったと

いうことと、それから本当にそれが子どもたちにとって安心・安全なのかということで、保護

者がそういう心配を持っているということを、どう考えますかということをお聞きしているの

であって、さっきおっしゃったように今後もそういうことで毎日代わるということも続くとい

うような答弁をいただいたので、それは見解の相違で仕方がないのかなと思うけれども、そう

いう保護者たちの思いは、では伝わらないということで理解してよろしいんでしょうか。そこ

のところを確認したいと思います。 
〇議長（柿島良行君） 

 保坂教育長。 
〇教育長（保坂新一君） 

 そういうことではなくて、十分にそういった毎日の運行ですので、保護者の皆さまのご意見

やご要望は今後も十分にお聞きをしながら、今まで以上のものを目指しながら安全・安心、教

育的な配慮に基づいた今までの運行に、さらに質を高めていく運行を今後目指していくという

ことで、保護者の皆さまのご意見も大事にしていくのは当然のことでございまして、そういう

規定のもとに、私たちのスクールバスは毎日、確実に運行されております。今後も、議員のご

指摘の保護者の要望についても、私たちは大事にしてまいります。 
 以上でございます。 
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〇議長（柿島良行君） 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 そういう要望を大事にしているとおっしゃったけど、そういう要望があっても一日交代でや

る可能性もあるとおっしゃったではないですか。全然、住民の思いとか、そういうものは教育

委員会は受け付けていないということではないですか。言葉ではそういうふうにおっしゃるけ

ど。そこのところちょっと、本当に住民の思いを受け止めたんだったら、毎日、運転手が代わ

るようなことを、せめてもうちょっと長いスパンで、なんかすごい教育長、嫌な顔をなさった

けども、でも本当にそういう住民の声を聞いてほしいですよ。そういう声があるから、何人か

らもそういうふうに言われたから、私はここで質問をしているんです。でも今後も一日交代で

そういうことがあるかも分からないと。それは住民の声を無視しているとしか思えない答弁だ

と私は思っています。違いますか。 
〇議長（柿島良行君） 

 保坂教育長。 
〇教育長（保坂新一君） 

 そこは違うと思います。私たちは責任を持って、このスクールバスの件についてもやってお

りますので、例えばそういうことに対して、本当に早い時期にそういう危険性があるような場

合は、これはもう完全に措置をしなければ、あるいは対策を練らなければいけませんが、今現

在、そういう形でスクールバスの運行については、先ほどから申し上げていますように適切に

運行されております。議員の意見として伺っている、毎日できるだけ運転手を代えないでとい

う要望についても、その趣旨は非常によく理解できます。私たちはそれを、そうではないよと

いうことは一度も申し上げておりません。そのことについても、できる限り話をしてきている

という話は、先ほどの課長の話にもございました。私たちは、そのことが許されない範囲であっ

ても、締結している契約者の方々にはその要望も出してありますし、これからも安全・安心、

教育的な配慮に基づいた運行については、これからもしっかりと展開をしていくということで

確認をしてありますし、そのへんは着実に遂行してまいりたいということでございます。 
 以上でございます。 

〇議長（柿島良行君） 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 言っている意味が分かってもらっていないのかなと思うんですけど、スクールバスってただ、

子どもたちを安全に送り迎えするだけのものではないですよね。さっきおっしゃったように教

育的な、そういう視点からも努力をされているというふうにおっしゃったけれども、そういう

努力の一つが、運転手が毎日代わることをやめるということではないんでしょうか。 
 私の言っていることが分かったというふうにおっしゃったけども、でも先ほどの答弁では今

後も毎日代わるというようなこともあり得ますよと。そういうのを改善しますよではなくて、

あり得ますよとおっしゃったんですよ。だからそれが保護者の思いや、みんなの願いを聞く姿

勢がないんではないかなと私は思っているということを言っているんです。理解していただけ

ないでしょうか。 
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〇議長（柿島良行君） 
 保坂教育長。 

〇教育長（保坂新一君） 
 なかなか噛み合わないなという感じがいたしますね。他の議員の方々、執行部もそうだと思

いますが、なぜかと言うと私たちは議員が言われているように、一日一日運転手が交代します

よなんていう認識はまったくありません。もともとそういうことについて、それは困ったなと

いうことを思っている保護者の皆さんの気持ちは、これは分かっていますし、そういうことを

改善しようという気持ちは持っております。一日一日運転手が交代することを是とするという

発言は一度もしたことはございません。そのことは確認をしてください。よろしいでしょうか。

その上で、よりよい運転手の確保や継続的な運転というのは、もちろん模索をしてまいります

よ。していきますが、できないことがあります。それは締結している相手がいることですから、

先ほど課長も言いましたが、それについて私たちが入っていけない部分が当然あるのは、議員

も承知をしていることと思います。そのことについて、私たちが関知する分野ではないのであ

ります。ただ、議員が言われている保護者の皆さんはという立場からすれば、そのことは心配

の一つの要因ではあるかもしれませんが、私たちはそのことについては、心配をいたしており

ません。確実に毎日、目的を達せられる運行に今後も努力しているということでございます。 
 以上でございます。 

〇議長（柿島良行君） 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 たしかに噛み合っていないです。そういう毎日、今後も変わることがありますよ、そこのと

ころが保護者の思いが、それで本当に大丈夫なんだろうかという思いがありますよと。今、教

育長は大丈夫だとおっしゃったけど、そういう不安がある保護者がいるということは事実では

ないですか。それに寄り添うということが行政のやることではないですか。もちろん全部が全

部、できないかも分からないけど、せめてその努力をすると。会社と話をすると。そういう努

力をするのが教育委員会、行政のやることではないですか。そこをしてくださいと言っている

んです。 
〇議長（柿島良行君） 

 保坂教育長。 
〇教育長（保坂新一君） 

 その点につきましてはすべてやっておりますし、これからもやってまいります。契約の会社、

企業等の確認は今、指摘されたことについてはすべてクリアをしておりまして、保護者の不安

についても、そのことはこちらのほうでも説明ができるようにしてありますので、心配はいら

ないのではないかというふうに答弁をさせていただいておるわけでございます。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 堂々巡りで解決できないなと思うけど、そういう保護者の思いを分かってくださいと言って

いるんです。解決していないではないですか。教育長、私が言っていること分かっていますか。
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分かっていないと思いますよ。そういう保護者の思いに寄り添う、そういう姿勢がないという

ことが問題だというふうに思っているんです。 
〇議長（柿島良行君） 

 保坂教育長。 
〇教育長（保坂新一君） 

 命が関わっている子どもたち、大事な子どもたちを乗せているスクールバスが議員の指摘し

ているような状態に陥ることはないことを確信できなければ運行はできません。すべての関係

者の思いを乗せながらバスは走っているんですよ。毎日。私たちはその責任を感じながら、ベ

ストを尽くしてやっているわけですよ。保護者も含めた、すべての人の思いを乗せているとい

うことを忘れないでください。 
 以上でございます。 

〇議長（柿島良行君） 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 こっちから言いたいです。保護者の思いをきちっと理解して、それに沿うようなことをして

もらいたいと。教育行政は。そこを言っているんです。もちろん安心に送り迎えしていただい

ている。そうでなくてスクールバスだから、まして１年生もいて初めての、子どもたちが乗る

車ですよね。そこで不安もあるでしょう。いろんな思いがあるでしょう。そういうことで昨日

とちょっと違うなとか、今日一日どうだったのかなとか、そういうことがちゃんと運転手は理

解をして見てくれていると。だからやっぱり毎日毎日、運転手が代わってしまうと、そこのと

ころが不安だなというふうに保護者は思っているんだと思うんですね。これ以上、話をしても

きっと保護者の思いは理解していただけないのかなというふうに思いますので、時間もこんな

に経過してしまっていますので、教育委員会はそういう保護者の思いは、教育委員会には届か

ないということで締めたいと思います。次の質問にいかせていただきたいと思います。 
 ２点目なんですけども、中学校のスクールバスが中富地区の子どもを降ろしたあと、鰍沢の

車庫に帰らず仕事を終えてからスクールバスで帰った日が数日あったと町民から聞かされまし

た。このような事態を町は承知をしているでしょうかということで質問をしたいと思います。 
〇議長（柿島良行君） 

 伊藤学校教育課長。 
〇学校教育課長（伊藤克志君） 

 お答えいたします。 
 身延中学校スクールバスの西嶋線に関するご質問だと思いますが、運行業務を山梨交通株式

会社へ委託しております身延清稜小学校、身延中学校、下山小学校の３校につきましては、車

両の定置場所を同社の鰍沢営業所としている車両がございます。特別の事情がない限り、１日

の業務終了後は鰍沢営業所へ駐車をしております。 
 身延中学校では、授業日に全路線で早めの下校便と遅い下校便の２便運行を行っており、早

めの下校便はＵターンをして中学校、または身延営業所へ戻ることがございます。また、休日

に部活動等のために運行する際には、午前中で活動を終えた生徒用の下校便が午後も学校で引

き続き活動をする生徒の下校便として、また中学校、あるいは身延営業所へ戻ることもござい

ます。西嶋線が下校用の運行時間帯に中学校方面へ戻るのは、その後もスクールバスの運行業
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務がある場合で、例外的に午前でスクールバス運行業務が終了し、その後に身延営業所におい

て運転手のミーティング等行われる場合には、やはり西嶋から身延営業所へ直行することもご

ざいます。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 分かりました。町民はそういう細かい事情というのは分からないから、いろんな不信感とい

うかそういうもので、そういうことを聞いたんだと思いますけれども、やっぱりそういう２便

あって、そういうふうにＵターンをするとか、ミーティングがあるとか、そういうことはやっ

ぱり知らないと、そういうことはどうしてなんだろうというふうに思ってしまうと思ったので、

こういうので分かっていただけるんではないかなと思いますので、分かりました。 
 大きな２番ですけれども、障がい福祉サービスということで、現在いろんな障がい者の福祉

サービスがあります。その中で車イスを乗せる車の貸し出しをしているということなんですけ

ども、その利用状況と課題をお聞かせいただきたいと思います。 
〇議長（柿島良行君） 

 熊谷福祉保健課長。 
〇福祉保健課長（熊谷司君） 

 お答えいたします。 
 介護を必要とする高齢者、障がい者などへ車イスのまま乗れる介護支援福祉自動車を無料で

貸し出す事業は、その方の通院や買い物など日常生活を行う場合の利便性を図るとともに行事

や旅行およびレクリエーションなどに積極的に参加する機会を確保することを目的として実施

しています。 
 利用状況ですが、平成２９年度に２８件、延べ日数３２日間。平成３０年度には２０件、延

べ日数２７日間が利用されています。 
 課題ですけども、この事業につきましては、なるべく使いやすいように利用者の方のそれぞ

れの状況を察する中で配慮し運営してまいりましたし、これまでにこの事業に対しての苦情や

要望もなかったため、現状の運用で良いとの判断で現在まできております。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 分かりました。２８件、３２日間。平成３０年は２０件、２７日間ということで、年間これ

だけの方が利用されているということなんですけれども、私がお話を聞いた方は車を、それか

らその介護者を自宅に置いて車を借りに来て車イスごと乗せて病院に行って、そして病院が終

わったら、また自宅へその方を置いて車を返しにきてということで、そういう方ですから１人

にはしておけないということで、せめて支所あたりにそういう車が配置されていれば１人にし

て車を借りたり返したりできるんだけれども、それができないから、ほかの人を頼まなければ

いけないと。月に何回か行く病院で、そういうようなことをしなくていけないということで、

結局それが使い勝手が悪いということで、その車イスが乗せられる車を買うことにしたという
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ようなことを言ってらっしゃったんですよね。せっかくある、そういう制度も、やっぱり使い

勝手が悪かったりすると、使いにくくて結局車を買ってしまう。結構高い車で大変な、補助も

あるみたいなんですけれども、そうはいってもかなり高いお金を出さなければいけないという

ことで、でもやっぱりそういう車を借りるときのそういう煩わしさで結局買うことになりまし

たという話も聞いたんですけども、やっぱりそこは使う人たちの立場に立って考えるというこ

とが必要かなというふうに思うんですけれども、やっぱり利用する方の要望とか意見がないと

おっしゃったけれども、借りる立場だとなかなか、そのときに言えないのが人間ではないかな

と思うんですよね。だからやっぱり本当に使い勝手がどうなのか、利用してどうなのかという

ことをやっぱり、アンケートを取るなり話を聞くなりする姿勢が私は必要なんではないかなと

思いますけど、こういうことがあるということを今、言ったんですけど、こういうことについ

て、知らなかったとは思うんですけど、どういうふうにお考えでしょうか。 
〇議長（柿島良行君） 

 熊谷福祉保健課長。 
〇福祉保健課長（熊谷司君） 

 お答えいたします。 
 先ほども申しましたとおり、利用に関しましてはそれぞれの個々の状況を勘案する中で十分

配慮し、やってきたと思っております。 
 しかしながら、渡辺議員のご指摘のとおり利用者の方で利用に関して何らかの不満や要望を

持っている方がいるならば対処、改善していく必要があると思っております。 
 しかし、一方では要望を実現するために新たな財源や人員配置が生じるような場合には、関

係機関との調整など慎重な対応が必要と考えております。 
 いずれにいたしましても、渡辺議員の提案のように今後、利用の際、アンケートをお願いす

るなどして、利用者の声を広く聞く体制を整える中で検討していきたいと思っております。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 この車イスのことだけではなくて、福祉サービス全体に対してやっぱりいろんなサービスが

ある中で、本当にこのままでいいのか、改善すべきことはないのかということで、使っている

方たち、ご本人や家族の方たちのご意見をやっぱり聞くということは必要かなというふうに思

うんですね。せっかくある制度をきっと、こうしたらもうちょっと利用しやすくできるのにと

いうようなことをきっと皆さん抱えているけど、なかなか言えないというのが現状だと思うん

ですね。そういう意味では、アンケートなりをしていただけるということなので、していただ

きたいと。例えば、いつ使いたいということであれば近くの支所まで持っていってくれるとか、

やっぱりそういうことも、予算が必要といえば必要なんですけども、どれだけの、年間これだ

けというようなことで、どこの支所どのくらいというようなことも大体出てきているんではな

いかと思いますので、せめて支所のところまで持っていくとか、今１台ですよね、その車は。

それをもうちょっと、お金がかかるけど増やすとか、やっぱり利便性を考えてそういうような

対策を考えて、ぜひしていただきたいと思います。 
 アンケートとか、直接その利用者に聞くようなことは、なるべく早くしていただきたいなと
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いうふうに思うんですけど、今言ってすぐというのは無理かも分からないけれども、どういう

ふうにお考えですか。 
〇議長（柿島良行君） 

 熊谷福祉保健課長。 
〇福祉保健課長（熊谷司君） 

 今日、私がお答えしましたので、アンケートにつきましては早急に対応したいと思います。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 ありがとうございました。では３点目に移りたいと思います。時間もなくなってきましたけ

ども、防災・減災対策についてということで、豪雨、台風、地震、火山噴火とか、いろんな災

害を想定する中で、地域によってそれぞれの課題があります。いざというとき、住民一人ひと

りがどう行動すればいいのか分からないという声を聞きますけども、特に高齢者が多い町、ま

して一人暮らしが多い町では、どうすればいいのか分からないというようなことで、すごく心

配な声を聞いています。このような各地区ごとの住民に対する町の対応について、少しお聞か

せいただきたいと思います。 
〇議長（柿島良行君） 

 千頭和交通防災課長。 
〇交通防災課長（千頭和康樹君） 

 お答えいたします。 
 町が特に懸念している自然災害は南海トラフ地震などの大地震、それから台風等の風水害、

富士山噴火などがございます。南海トラフ地震のような大規模な災害が発生した場合、われわ

れ職員も役場へ参集できない事態や、複数箇所での災害が発生した場合には災害応急対策等の

公助にも時間を要することが想定されます。 
 このような災害が発生した場合、重要となるのが自分自身の命は自分自身で守っていただく

自助であり、次に自主防災組織等の地域住民が協力し、助け合う共助だと考えております。 
 自助につきましては、平成２６年度に身延町土砂災害ハザードマップを平成２７年度に家庭

保存版の災害対策ガイド＆マップを各世帯にそれぞれ配布をいたし、本年度から隔月ではあり

ますけれども、広報みのぶにも交通防災だよりのページを設け啓発のほうを行っております。

共助につきましては、防災知識の普及啓発と災害発生時における安否確認から避難所運営など

を適切に行うことができる地域防災リーダーの養成を目的として、県主催の防災リーダー養成

講座に自主防災組織の方々の参加をお願いしており、平成１７年度から延べ３０３名の方が受

講していただいております。町主催の避難所運営訓練につきましても、平成２７年度から延べ

２６７名の方が受講していただいております。 
 災害による被害をできるだけ少なく、いわゆる減災するためには自助、共助、公助の連携が

不可欠で、それぞれの地区の実情に合わせた防災計画、いわゆる地区防災計画の策定が重要で

あります。 
 平時にはどのように備え、災害発生時にどう避難し、避難所ではどう生活するなど地区住民

等が地域コミュニティの共助力向上のために自発的に行う防災活動に関する計画策定に向け、
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本年度は６月７日に山梨大学鈴木教授による「地区防災のすすめ」と題しまして講演会を開催

し、自主防災組織の役員や消防団員を含む住民２２３名の方が聴講をしていただきました。 
 ７月４日にＮＰＯ法人災害防災ボランティア未来会の山下代表を招きまして、避難所運営の

勉強会に自主防災組織の役員や消防団役員、合わせまして９２名の参加をいただきました。 
 ７月２３日から２５日の３日間、防災訓練の説明会におきましては、昨年に続き中部消防署

による、先ほども言いました高齢者等の要配慮者の搬送についての講習会も再度行いまして、

自主防災代表者が積極的に参加していただき、多くの防災知識を習得していただいております。 
 町内のいくつかの自治会においては、すでに地区防災計画の策定に取り組んでいただいてお

るところもあります。 
 町といたしましても、防災備蓄の追加配備や、現在見直し策定をしているハザードマップに

つきましても完了次第、各世帯に配布をいたしまして、防災情報提供と啓発活動に努めてまい

りたいと思っております。 
 以上でございます。 

〇議長（柿島良行君） 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 いろいろ努力をされているなというふうには思うんですけど、やっぱり自ら判断し、自分の

命を守ろうということなんですけど、その判断の基準が一人ひとりが本当に分かっているかな

というところで、みんなどうしていいか分からないというところが、もちろん自分の命は守り

たいとはみんな思っているけれども、判断をどうしたらいいのかというところで、どうしてい

いか分からない、特にお年寄りなんかはそういう声を聞きますけど、そうだと思うんですね。

やっぱり地区防災計画、各地域地域にはそこに応じたいろんな問題があるので、この前９月１日

にうちの集落も防災の訓練をしましたけど、南海トラフ地震の訓練だったんですけども、でも

うちの集落の公民館の横は沢が流れていて、山からすごい水がくるんですね。２回ほど埋まっ

た経過があるので、豪雨のときにはそこに集まれないし、ではどうすればいいのかと。下に行

くと川があるしということで、実際問題、本当に一人ひとり、こういう場合にはどうすればい

いのかというものをきちっと分かっていないと判断ができないと思うんですね。そういう意味

では、地区防災計画をやっているところもあるとおっしゃったけれども、そこをきちっと進め

ていかないと、自分の命を守ることにつながらないのかなと思うんですけれども。 
 国で第５段階を決めたというふうにしたけれども、なんか混乱があって、６月末から７月は

じめの九州の南部豪雨では、鹿児島の市で６０万人に一斉に全員避難というような指示が出て、

避難所があふれかえるというような大混乱が発生したというようなこともお聞きをしているの

で、この前、大雨のとき、ここがというようなことで、夜中だったけれども出していただいた

のはよかったんだけど、でも暗くてどこにも行けなかったというような、そうしたら垂直避難

かなと思うんですけど、そういうような、その地域によって違うので、その地区防災計画をき

ちっとつくるようなことを行政が手助けをしていかないと、なかなか毎年、組長とか代わって

しまうから、講習を受けても次の人になってしまうという、系統的に無理な部分がありますよ

ね。そういう点では、やっぱり行政がそういうところに積極的に援助にきていただいて、この

地区ではこういうようなところが問題だからこうしましょうみたいなのを手伝っていただける

と助かるというふうに思うんですけども、その地区防災計画はどういうような進捗状況という
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か、どのくらいの地区で進んでいるのか、今後どうなのかということをちょっと聞かせていた

だきたいと思います。 
〇議長（柿島良行君） 

 千頭和交通防災課長。 
〇交通防災課長（千頭和康樹君） 

 お答えいたします。 
 今年度の自主防災の防災訓練の説明会時にも、説明会の資料とは別で地域でこんなことを

やったらということの資料等も各自主防災の役員の方には配布をさせていただいて、こんな備

えがあったりということで、再度防災訓練においても地域がどのような状況にあるかというこ

とで、ハザードマップ等の見直しをしてくださいというようなお願いをしております。 
 地区防災計画の策定状況ということですけども、従前に自主防災組織のマニュアル的な形で、

町内で私どものほうに書類として出していただいて確認が完全にできているものとしましては、

旧身延町で２地区と、あと三沢地区で策定を進めているというのは聞いていますけども、まだ

完成したものを確認していません。その様な行動を起こしていただいているということと今回、

西嶋地区が８つの区があるわけですけども、そちらが皆さんが地区として防災を考えなければ

ならないということで、今回の防災訓練のときにも避難所運営訓練をモデルとして実施し、今

現在、策定に向け準備、調整をしていただいていることとなっております。今後も町としても

このような情報を流しながら、新たなハザードマップにも、今までのガイド＆マップにあった

資料と地図を重ねたもので作成を現在進めておりますので、それぞれ啓発活動を努めながら、

地域での要望があった場合には、進んで、私どもも職員が分かる範囲でお手伝いをし、また専

門の方を頼んでいくというようなことも今後検討をしてきたいとは思っております。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 災害は本当にいつ起こるか分からないということで、やっぱりその地域地域で住民の方たち

含めて、そういうような計画をきちっと早くつくる手助けをぜひしていただきたいと思います。 
 以上、私の質問を終わりにいたします。 

〇議長（柿島良行君） 
 渡辺文子君の一般質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩とします。 
 再開を午後１時ちょうどとします。 

休憩  午後１２時０４分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時００分 
〇議長（柿島良行君） 

 休憩前に引き続き、一般質問を再開します。 
 次は通告の５番、赤池朗君の一般質問を行います。 
 赤池朗君の質問を許します。 
 登壇してください。 
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 赤池朗君。 
〇４番議員（赤池朗君） 

 通告に従いまして、一般質問を行います。 
 はじめに人口減少対策について質問します。 
 ３月定例会、私の一般質問におきまして、人口の減少による影響と今後の取り組むべき課題

はという質問をしました。そのとき、本町の人口減少は生まれる子どもの数、亡くなられる方

の数、また進学・就職等で町外に転出する数等を考慮すると人口減は避けられないと思うと述

べました。 
 人口の減少による影響と今後取り組むべき課題はという質問に対し、アンケート調査等を行

い、中部横断自動車道の全線開通、リニア新幹線の開通等、企業進出や設備投資による雇用の

拡大が期待できる環境が整いつつあるので、引き続き情報収集および情報発信に努め、課題の

解決に取り組んでいくとの答弁がありました。 
 本町では、人口減少対策として転入者を増やすために、転入者が家を建てた場合の補助など

の助成制度がありますが、具体的にはどのような制度か説明ください。 
〇議長（柿島良行君） 

 高野企画政策課長。 
〇企画政策課長（高野博邦君） 

 本町に定住を目的とした転入者への助成制度についての制度内容と助成額について、お答え

いたします。 
 まず町の分譲地を購入し、住宅を新築する場合は１００万円を祝金として交付します。この

場合、転入する世帯員に１８歳未満の子どもがいる場合には１人当たり２０万円、５人を限度

として加算します。 
 次に分譲地以外に住宅を新築する場合には、５０万円を交付いたします。子ども加算につい

ては分譲地の場合と同様になります。 
 また空き家バンクを利用して住宅を購入した場合には、２０万円を祝金として交付します。

子ども加算についても、これまでのものと同様です。 
 同じく空き家バンクを通じて中古住宅を賃貸する場合には、引っ越し祝金として１０万円が

交付されます。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 赤池朗君。 

〇４番議員（赤池朗君） 
 転入される方にとっては、とてもうれしい制度だと思います。転入者に対する助成制度を利

用して転入していただいた方も何人かは知っています。大変喜んでおりました。よい制度だと

思いますが、近隣の町でも実施しているところがあるのか、答弁ください。 
〇議長（柿島良行君） 

 高野企画政策課長。 
〇企画政策課長（高野博邦君） 

 お答えします。 
 本町を含めた峡南５町では、定住促進対策として転入者が住宅を取得する場合などに対する



 ７０

助成制度を設けております。身延町の場合、新築、また空き家バンクを利用した中古住宅の購

入、賃貸に関する助成を行っていますが、近隣町の中には土地の取得、空き家の改修、現住住

宅のリフォームに対しての助成を行っている町もあります。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 赤池朗君。 

〇４番議員（赤池朗君） 
 町では「生まれてよかった 育ってよかった 住んでよかった身延町」を町のスローガンと

して掲げています。私をはじめ、ほとんどの住民はこの町に住み続けたいと思っていると私は

考えていますが、そのためには行政として現状の把握と将来ビジョンを明確にし、正確かつス

ピード感を持った情報を発信して、より多くの住民が安心して充実した生活を送れるような環

境を整備するのが役目だと考えます。 
 住民一人ひとりもすべて行政任せでなく、自分たちの町は自分たちの手でつくるんだという

気持ちを持って行動することも大事だと思います。しかし住民だけではどうにもならない部分

は、行政が担わなければならないことは当然です。そこで、この町に現在住んでいる住民がこ

の町に住み続けたいと思うような施策はどのようなものがあるのか、答弁ください。 
〇議長（柿島良行君） 

 高野企画政策課長。 
〇企画政策課長（高野博邦君） 

 お答えします。 
 現行の身延町まち・ひと・しごと総合戦略を策定するにあたっては、町民の皆さまにアンケー

トを実施しました。その中で、身延町の住みやすさについて質問したところ、どちらかといえ

ば住みやすいを含めて、住みやすいと回答した人の割合は４８．５％で、どちらかといえば住

みにくいを含めて、住みにくいと回答した方の割合は４９．８％であり、住みにくいと答えた

人がやや上回りました。他の質問として、これからも身延町に住み続けたいかについては、今

の場所に住み続けたいが４５．５％で最も多かった一方で町外に移りたい、どちらとも言えな

いを合わせると５１．４％となり、潜在的な転出者が多いことがアンケートの結果として表れ

ました。 
 また、定住を促進するために特に必要だと思われることについては、町内で働く場の確保が

７４．６％と圧倒的に高く、続いて子育て支援や教育環境の充実が必要との回答でした。 
 これらの結果をもとにして現行総合戦略を策定し、これまでさまざまな施策に取り組んでま

いりました。中でも企業誘致による雇用の創出や子育て支援、教育環境の充実等については重

点的に取り組み、特に子育て支援においては全国に誇れるレベルとなり、子育て世代の皆さま

の期待に応えられていると考えております。 
 今後、第２期総合戦略の策定においては、現行総合戦略から事業を継承するもの、拡充する

もの、また新たに制度設計するものを総合的に検討していただく中で、町民の皆さま誰もが身

延町に住み続けたいと思うような第２期身延町まち・ひと・しごと総合戦略の策定に向けて取

り組んでまいります。 
 以上です。 
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〇議長（柿島良行君） 
 赤池朗君。 

〇４番議員（赤池朗君） 
 ただいま、町民の皆さま誰もが身延町に住み続けたいと思うような第２期身延町まち・ひと・

しごと総合戦略の策定に向けて取り組んでまいりますとの答弁がありました。転入者に対する

助成も大切なことであり、効果もあったわけですが、今、住んでいる住民に対する助成も大切

だと考えています。 
 本町では全国トップレベルの子育て支援を実施しているところですが、その恩恵を受けるた

めには、この町に住むことが前提になるわけです。先ほどの答弁にあった近隣の町でも助成制

度を実施しているところがあるようですが、実際に家を新築やリフォームしようと考えたとき

に本町の助成制度と他町の助成制度を比べて、その結果、他町へ転出してしまうという事態も

考えられます。そこで町内に住む住民に対しても住宅の新築やリフォームをするときに何らか

の助成をしたらと考えますがいかがでしょうか、答弁をください。 
〇議長（柿島良行君） 

 高野企画政策課長。 
〇企画政策課長（高野博邦君） 

 お答えします。 
 転入者が町内に住宅を求める場合の助成については、子ども加算の上限額を含めますと近隣

町に比べ本町は手厚く助成を行っています。現行総合戦略では移住定住促進対策として、特に

移住者が本町に定住するための支援に力を注いでまいりましたが、第２期総合戦略においては、

町内在住者の定住促進を視野に入れた住宅取得、改修等への助成制度についても検討してまい

ります。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 赤池朗君。 

〇４番議員（赤池朗君） 
 これからは町外から移住してくれる方も大事だと思いますが、さらに町内在住者の定住促進

を図っていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 
 次に町内企業に勤務する従業員のための住宅確保をということで、身延町議会では広く町民

の皆さまの意見を伺い行政に反映するために町民と議員との懇談会、各種団体との懇談会を定

期的に実施しています。去る７月１０日には、下山工業団地にある企業と議員の懇談会を実施

しました。いくつかの要望事項がありましたが、その中の１つとして従業員のための住宅が近

くにほしいということでした。町内から通勤する従業員もいますが、他町から通勤している方

もいます。工場の勤務体制もあり、町外からの通勤者の中には会社の近くに住みたいとの希望

を持っている人もいるようで、住宅が確保できれば働き盛りの転入者も増えると思いますが、

また関連会社からの単身赴任の方も住める住宅もほしいということでした。 
 行政がこれを提供することにより民業の圧迫という問題もありますが、いろいろ検討して転

入者の増加を図っていただきたいと思います。 
 例えば町有地や民地を紹介し、企業に貸してあげて社員住宅を建ててもらう。その際に助成

するとか、そんな方法があると思いますが、従業員の住宅のための何らかの助成措置を検討し
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てもらいたいがいかがでしょうか、答弁ください。 
〇議長（柿島良行君） 

 高野企画政策課長。 
〇企画政策課長（高野博邦君） 

 お答えします。 
 まず、町営住宅等の現状について説明をさせていただきます。 
 町には令和元年７月現在で政策空き家を除く町営住宅が８団地１６３戸あり、そのうち空き

家戸数は２６戸となっております。町営住宅は公営住宅法により住宅に困窮する低額所得者を

入居要件としており、町内企業に勤務する方の場合、この要件による制限を受けると考えます。 
 一方、町有住宅の相又団地は町営住宅入居要件から所得制限と世帯要件を除いてあり、現在

６０戸のうち７戸が空いております。また、町内３カ所に中堅所得者向けの公営住宅として、

県営みなし特定公共賃貸住宅が１３戸ありますので、従業員の方で要件を満たす場合は、こち

らへの入居も可能となっております。 
 今後の公営住宅のあり方につきましては、公営住宅長寿命化計画により維持管理を行うもの

と用途廃止するものとに区分されており、計画の中では下山の上沢北団地と東団地は立地条件

のよさから建て替えも視野に入れるとしていますが、現時点においては具体的な建設計画はご

ざいません。 
 次に町内企業にお勤めの方の状況について、説明をさせていただきます。 
 平成２９年度の工業統計調査の結果によりますと、製造業で従業員４人以上の事業所数は

３０事業所で、従業者数は７３７人となっています。前回の平成２６年度と比較しますと、事

業所数で５、従業員数で４１人増加しております。町内でも比較的規模の大きい製造事業者が

入居している峡南地域中核工業団地および身延工業団地、その周辺地域を含めた下山地区の事

業所従業者は全体の約７割を占めます。それぞれの従業者の居住地の把握はしておりませんが、

その一部の方が身延町に定住すると想定した場合、本町の人口減少の歯止めにつながるものと

思われます。 
 現在、町では移住定住促進対策として、身延町空き家土地情報登録制度、空き家土地バンク

により町内の空き家および土地の有効活用を通して地域の活性化を図ることを目的として、物

件の登録および利用登録を進めております。しかしながら現行の制度は個人を対象としており、

企業の利用は想定しておりません。 
 今後、町内の企業に勤務する方の住居として提供することが可能かを企業の声も聞く中で、

その需要等を勘案し、検討してまいりたいと考えます。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 赤池朗君。 

〇４番議員（赤池朗君） 
 町に現在ある住宅でも要件を満たせば入居できるようですので、その情報を企業に広報した

らよいと考えますので、よろしくお願いします。 
 次に高齢者や弱者に対する足の確保はということで、高齢者の交通事故防止について伺いま

す。 
 近年、高齢者による交通事故が増えていることは報道等で、皆さん承知していると思います
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が、本町のように公共交通機関が十分でない場所では、どうしても自家用車の運転に頼らなけ

ればならないのが実情です。行政としても公共交通機関の充実に努力しているのは承知してい

ますが、この広い面積と住宅が点在している状況を考えると限界があります。 
 この地域では自動車の運転が生活する上で必要不可欠です。私より高齢と思われる多くの方

も車の運転をしていると思いますが、本町の７０歳以上の人口と自動車免許保有者数はどのく

らいか答弁を願います。 
〇議長（柿島良行君） 

 千頭和交通防災課長。 
〇交通防災課長（千頭和康樹君） 

 お答えいたします。 
 平成３０年末の数値になりますけども、７０歳以上の人口が４，２５３名で、免許保有者が

１，９４９名です。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 赤池朗君。 

〇４番議員（赤池朗君） 
 ７０歳以上の方の約半分が免許を持っているということです。公共交通機関が十分でない本

町において、まだまだ自分で運転したい、またしなければならないと思っている人は多いと思

います。それでも事故を起こす前にやむなく運転免許証を返納する方もいます。そういう方も

いると思いますが、返納した町民の数が分かりましたら答弁ください。 
〇議長（柿島良行君） 

 千頭和交通防災課長。 
〇交通防災課長（千頭和康樹君） 

 お答えいたします。 
 同じく平成３０年末の数値でございますけども、３５名でございます。 

〇議長（柿島良行君） 
 赤池朗君。 

〇４番議員（赤池朗君） 
 ただいま７０歳以上の自動車免許保有者数は１，９４９人ということで、その中で返納した

方が３５人ということでした。保有者数に比べて返納した方が少ないなと感じました。逆に考

えますと、運転をしなければならないという切実な事情があるからだと思います。本町ではま

だまだ返納者に対する支援は行っていないと理解していますが、他の自治体では返納者に対す

る支援事業を行っているところがあると思いますが、あったらその自治体とその内容を教えて

いただきたいと思います。 
〇議長（柿島良行君） 

 千頭和交通防災課長。 
〇交通防災課長（千頭和康樹君） 

 お答えいたします。 
 山梨県内の１２の市と１町１村で高齢者の運転免許自主返納に対して支援事業を行っており

ます。その内容につきましては、一定額のＩＣカード式公共交通機関共通利用カード、いわゆ
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るＰＡＳＭＯ等や回数券の配布、または利用料金の割引等を行っております。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 赤池朗君。 

〇４番議員（赤池朗君） 
 市のほうは１２市ということで多いんですが、町村のほうでは富士川町と忍野村と、まだ少

ないとはいえ返納者に対する支援事業を行っているところもあるようです。本町では町民に対

する支援等を実施してほしいと思うんですが、検討する予定はありますか。 
〇議長（柿島良行君） 

 千頭和交通防災課長。 
〇交通防災課長（千頭和康樹君） 

 高齢化が急速に進み、高齢の運転免許保有者も増加することが推測されております。県内の

約半数の自治体で高齢者運転免許の自主返納事業を行っていることも踏まえまして、関係各課

機関等とも協議する中で、実施に向けて前向きに検討してまいりたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 赤池朗君。 

〇４番議員（赤池朗君） 
 ただいま前向きに検討するということで、よろしくお願いします。 
 本当にこういう町ですから、公共の交通機関がなかなかそろわない中で、安心してできるよ

うな対策も考えていただければと思います。 
 事故防止の対策ということで、先ほどの質問でも述べましたが、近年高齢者による交通事故

が増えています。本町における交通事故の件数と高齢者が起こした事故の件数はどのくらい

あったのか、お答えください。 
〇議長（柿島良行君） 

 千頭和交通防災課長。 
〇交通防災課長（千頭和康樹君） 

 お答えいたします。 
 これにつきましても、平成３０年中の数値ですけども、本町における事故の発生件数は４０件

で、そのうち高齢者の事故件数は６５歳から７４歳が１０件、７５歳以上が８件、合計の１８件

で、一昨年に比べましたら減少傾向にあります。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 赤池朗君。 

〇４番議員（赤池朗君） 
 事故件数は、ただいまの答弁のように減少傾向にあるようですが、高齢者が交通事故を起こ

すと考えられる原因はどのようなものでしょうか。 
〇議長（柿島良行君） 

 千頭和交通防災課長。 
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〇交通防災課長（千頭和康樹君） 
 お答えいたします。 
 高齢者は加齢により動体視力の低下や複数の情報を同時に処理することが苦手になったり、

瞬時に判断する力が低下するなどの身体機能の変化により、ハンドルやブレーキ操作に遅れが

出るなどの特性が見られます。 
 本町内の事故類型は高齢者のみの分類はされておりませんけれども、追突事故が２３件と半

数以上で、交差点等における踏み間違いによるような事故の発生は、平成３０年度内はないと

お聞きしております。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 赤池朗君。 

〇４番議員（赤池朗君） 
 やはり高齢になると運動能力、判断能力等が低下するのは仕方がないところですが、高齢者

が交通事故を起こす原因として、ニュース等で報道されているのがアクセスとブレーキペダル

の踏み間違いによる急発進によるものが多いとのことです。これはニュース等でよく報道され

ているから、皆さんもご承知だと思いますが、警視庁の統計によりますと２０１５年、平成

２７年ですが、日本国内でのブレーキとアクセスの踏み間違いによる死亡事故は５８件。その

うち６５歳以上の高齢ドライバーが５０件で、高齢ドライバーによる事故割合が比較的高く

なっているとのことです。慌てたり、パニックを起こしたりすることによって、起こるとも言

われますが、具体的な原因は解明されていないところです。 
 コンビニエンスストア、スーパーマーケットなど駐車場と店舗が近接した場所で、しばしば

踏み間違いによる事故が起きています。この場合は、車両が店舗に突っ込んでしまうことで、

中にいるお客を巻き込むことがあります。自損事故ならまだしも、他人を巻き込んでの痛まし

い死傷事故も報道されています。この自動車の急発進による事故を防止する装置というものが

最近できました。その効果の有効性が検証されています。この装置はアクセル、ブレーキ、車

速といった信号を監視してアクセルを制御し、未然に事故を回避する装置で、たとえ発進しよ

うとしてブレーキと間違えてアクセスペダルを強く踏み込んでしまったときも警告音とともに

アクセルを制御して急発進を防止する。また、アクセルとブレーキを同時に踏み込んだ場合も

ブレーキを優先してアクセルを制御、そのままブレーキを離してアクセルを踏み続けたとして

も急発進しない二重の安全設計で、事故を未然に防ぐというものです。 
 東京都の小池知事は、高齢者などのアクセルとブレーキの踏み間違いの防止を推進すべく、

こうした急発進防止装置の取り付けについて、９割程度、費用を補助するという方針を都議会

で表明しました。 
 東京都で、この装置の取り付けに対しての助成を行っているのは、皆さんもご承知している

と思いますが、このほか県内等で急発進防止装置に対する補助を実施している自治体がありま

すか、答弁ください。 
〇議長（柿島良行君） 

 千頭和交通防災課長。 
〇交通防災課長（千頭和康樹君） 

 お答えいたします。 



 ７６

 先日、山梨県の交通政策課に確認したところ、現在、県内での実施自治体はないという回答

をいただきましたが、本日の新聞報道でもありますとおり、１０月から県内の１つの市で助成

を行うと発表されております。 
 以上でございます。 

〇議長（柿島良行君） 
 赤池朗君。 

〇４番議員（赤池朗君） 
 たぶん今朝、新聞報道でこういう記事があったのを皆さん読んでいると思いますが、そのほ

かに今日の新聞で国土交通省は、３日、新車への自動ブレーキ搭載を義務づける方向で検討し

ているという記事もありました。そして最近の新車には、この急発進防止装置が標準で備わっ

ている車もあるようですが、そういう車に乗り換えれば一番いいわけですが、経済負担などを

考えるとちょっと難しいかなという面もあります。 
 そこで比較的安価に取り付けできる後付けの装置を付けるのがよいと考えますが、この助成

制度を実施しているところは、県内では北杜市という報道がありましたが、高齢者の事故防止

のために本町で急発進防止装置の取り付けに対する助成を実施したらいいと思いますが、いか

がでしょうか。 
〇議長（柿島良行君） 

 千頭和交通防災課長。 
〇交通防災課長（千頭和康樹君） 

 お答えいたします。 
 全国的な統計でございますけども、高齢者による死亡事故を見ますと高齢運転者は特にハン

ドルの操作不適やブレーキとアクセルの踏み間違え等の運転操作が要因となっている割合が高

いということで、誤発進装置はすべての車両に適合するとは限りませんけれども、踏み間違い

事故防止には大変有効と考えております。 
 補助の事業の導入につきましては、他の自治体の今後の動向や関係部署と協議し、研究・検

討をしていきたいと思っております。 
 以上でございます。 

〇議長（柿島良行君） 
 赤池朗君。 

〇４番議員（赤池朗君） 
 ただいま、ほかの自治体の様子を見ながら、うちの町も検討するという答弁でしたが、良い

ことでしたら、必要であれば他町に先駆けて本町で実施してもいいのかなと思っていますので、

どうぞよろしくお願いします。 
 次に高齢者や弱者に対する足の確保ということで、何度も言っていますが本町に住む高齢者

の交通手段を持たない弱者にとって、公共交通が移動手段としてはなくてはならない存在だと

思いますが、行政としてはこのことをどのように捉えていますか、答弁ください。 
〇議長（柿島良行君） 

 千頭和交通防災課長。 
〇交通防災課長（千頭和康樹君） 

 お答えいたします。 
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 中山間地域の移動手段といたしまして、自家用自動車等の活用がされております。本町の公

共交通といたしましても、町営バスの身延鰍沢線、古関岩間線、古関循環線、それから乗合タ

クシーが旧町ごとに各２台、計６台を運行しておりまして、民間路線バスといたしまして、山

梨交通株式会社と富士急バス株式会社の２社が、タクシーといたしまして山梨交通株式会社、

株式会社身延タクシー、有限会社中富タクシーの３社が町内で運行しております。 
 乗合タクシーにつきましては、利用者の利便性の向上を目指し、要望や意見のあった乗り入

れ希望エリアにつきましても随時見直し、変更を行っております。今後も関係各機関と協議を

し、利便性の向上や利用促進の広報に努めてまいりたいと思っております。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 赤池朗君。 

〇４番議員（赤池朗君） 
 本町の公共交通機関は、以前に比べてだいぶ充実してきたと考えていますが、まだまだ、で

はそれで十分かというと、まだそういう域に達していないと思います。公共交通機関の利用を

増やすためには、その利便性を高めればよいことですが、一便増やせば数百万円の費用がかか

るということでしたので、非常にそのへん難しいところがあると思いますが、昨年度の町営バ

スの運賃収入と利用者数はどのくらいだったのか、答弁ください。 
〇議長（柿島良行君） 

 千頭和交通防災課長。 
〇交通防災課長（千頭和康樹君） 

 お答えいたします。 
 昨年度の町営バスの運賃収入は、古関甲斐岩間線と古関循環線で４５万１００円、身延鰍沢

線で６９万６，６００円、合計１１４万６，７００円です。利用者数につきましては、古関甲

斐岩間線と古関循環線で２，７５０人、身延鰍沢線で２万４，１５１人、合計２万６，９０１人

です。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 赤池朗君。 

〇４番議員（赤池朗君） 
 ただいま、運賃収入が１１５万円程度、また利用者の数が２万７千人ということで、利用者

数は大変多くなっているんではないかなと考えています。その中で運賃収入が約１１５万円ほ

どということで、運行経費に関しては非常に少ない金額でありますが、１１５万円程度でした

ら、いっそのこと無料にしたらとも考えますが、無料とか利用料の減免などを考えてもいいん

ではないかと思いますが、そのへんはいかがでしょうか。 
〇議長（柿島良行君） 

 千頭和交通防災課長。 
〇交通防災課長（千頭和康樹君） 

 お答えいたします。 
 大人１人当たりの利用料金も、乗車距離に関係なく町営バスが２００円、乗合タクシーが

３００円と低料金を設定しております。利用料の減免や無料化につきましては、受益者負担の
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原則もありますので、今後、関係各課と協議・検討してまいりたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 赤池朗君。 

〇４番議員（赤池朗君） 
 公共交通の利用料金自体は、私も非常に安くて利用される方にとっては非常に良い制度だと

考えています。欲を言えば無料とかもっと安くしていただければという考えもありますが、民

間企業との兼ね合いとか、受益者負担という考えがあるので当面現状のままで進むということ

で了解しました。 
 そんないろんな兼ね合いや条件がありますけど、高齢者の交通事故の防止や足の確保という

観点で捉え、より住民のための行政を進めるようにお願いしまして、私の質問を終わります。 
〇議長（柿島良行君） 

 赤池朗君の一般質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩とします。 
 再開は１時５０分とします。 

休憩  午後 １時３５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時５０分 
〇議長（柿島良行君） 

 休憩前に引き続き、一般質問を再開します。 
 次に通告の６番、芦澤健拓君の一般質問を行います。 
 芦澤健拓君の質問を許します。 
 登壇してください。 
 芦澤健拓君。 

〇９番議員（芦澤健拓君） 
 通告に従って一般質問を行います。 
 本年度始まった森林環境税と森林環境譲与税について、町がどれだけ真剣に取り組む姿勢な

のか、その本気度を聞きたいという思いで、いくつか質問させていただきます。 
 私の祖父は、昭和の初めごろから芦澤材木店という名前で林業経営を行っておりました。材

木屋です。栃代川の上流の山林から主としてモミや松、ツガなどの材木を切り出して、当時、

栃代から甲斐常葉の駅まで敷かれていたトロッコに積んで、今の駅の横の駐車場の場所にあっ

た貨物専用のホームに運び、そこから貨物列車で富士駅まで運んでいました。紙の材料のパル

プ材として、製紙工場に卸していました。そのころは各集落に山衆（やましゅ、またはやましゅ

う）と呼ばれる若い林業従事者が大勢住んでいましたので、その人たちを雇い入れて、この仕

事をしていたわけです。もちろん土地の人から頼まれれば、パルプ材だけではなく建築用の材

木も切り出していました。 
 私はそういう、いわば材木の黄金時代とも言うべき時代を知っておりますので、このたびの

税制改正で創設された森林環境税を利用して、本町の森林整備が実施されることを大変喜んで

おります。 
 森林環境税は現在、徴収されている東日本大震災復興税が終了する２０２４年度から実際に



 ７９

課税されることになっております。個人住民税の均等割納税者に１人年額１千円を上乗せして

課税するというもので、納税義務者が全国に約６，２００万人いるということから、本格的に

課税が始まると計算上は総額約６２０億円ということになりますけども、森林環境譲与税はこ

の課税に先立って、新たな森林管理システムの施行に合わせて本年度からスタートしました。 
 森林環境譲与税の配分は、当分の間、市町村の支援などで負担の多い都道府県が２割、市町

村が８割となっておりまして、それぞれの自治体に対しては私有林の人工林面積で５０％、林

業就業者数で２０％、人口割で３０％という配分比率となっております。 
 試算によりますと人口約３７２万人の横浜市が１億４，３００万円で全国第１位。浜松市が

２位の１億２千万円。３位が大阪市で１億５００万円と大都市への偏りが目立っております。 
 浜松市は人口７９万人ですが、私有人工林が最も広いということで、全国で第２位の譲与税

となっております。 
 一方、私有人工林は０ですけれども、人口が全国２位の２６９万人ということで、大阪市が

全国の３位となっております。 
 本町のように森林面積が広くても人口が少ない自治体には少額で、森林の管理はそれほど必

要とされていないものの人口が多い横浜市や大阪市などの都市部には多額に交付されるという

ことで、森林を多く抱える市町村からは森林の適切な管理のために交付するという本来の趣旨

に反しているのではないかという声があがっています。 
 こういう不公平と思われるような配分について、町長はどのようにお考えになっておられる

のか、お聞きします。 
〇議長（柿島良行君） 

 望月町長。 
〇町長（望月幹也君） 

 お答えいたします。 
 ご存じのように平成３１年度税制改正により、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や

災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から森林環境税

および森林環境譲与税が創設されたところであります。 
 森林環境譲与税の市町村等への配分基準につきましては、法令で定められており、譲与税総

額の割り振りは芦澤議員がご質問の中でおっしゃったとおりでございます。 
 芦澤議員がご指摘されるように、人口での配分が３０％であることから、小規模市町村と大

都市への配分との偏りが大きいことは承知しております。本町といたしましては現在、事業実

施に向けて準備を進めているところですが、よりよい事業効果を得るために必要経費を確保で

きるよう今後、関係市町村と連携を取り、町村会や県を通じて国へ働きかけてまいりたいと考

えております。 
 私は森林環境譲与税制度につきましては、今年度から施行される国の政策でありますので、

今後実施事業の検証を重ねていくことにより、本来の目的である間伐や人材育成、担い手の確

保、木材利用促進等の関係事業費に見合った市町村への配分がされることが望ましいと考えて

おります。 
 以上でございます。 

〇議長（柿島良行君） 
 芦澤健拓君。 
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〇９番議員（芦澤健拓君） 
 今、町長のおっしゃったとおりだと思います。今後、この森林環境譲与税がどのように配分

されるかにつきましては、本町だけでなく、いろんなところから声があがってくると思います

ので、ぜひとも配分についての問題点を指摘していただきたいと思っております。 
 次に山梨県林業改良普及協会という団体が発行している「林業やまなし」という、業界紙と

でも言うべきものがあります。これは私が産業課の窓口からもらってきたものですけども、こ

の中で山梨県森林協会会長である早川町長の辻さんが「森林環境税および森林環境譲与税創設

に寄せて」という文章を寄稿しております。 
 辻さんによりますと、私たちにとって言わば悲願とも言うべき森林環境税および森林環境譲

与税が本年度税制改正で創設されることが決定され、新たに始められる森林管理システムに合

わせ、市町村が実施する森林整備等の財源が確保されることになった。 
 適切な管理が行われていない森林を意欲と能力ある林業経営者や市町村に委ね、林業の成長

産業化と森林の適切な管理の両立を図るために森林管理経営法が施行された。これによって、

森林環境税が地域経済の活性化に寄与し、間伐が手遅れになっている山林の解消や伐採後の再

造林の促進で土砂災害等の発生リスクが低減し、住民の安全・安心に寄与するといったメリッ

トが期待されると述べていらっしゃいます。 
 市町村内に意欲と能力ある林業経営者が少ない場合は、町が森林の経営管理を行うことで林

業の経営管理を確保し、林業の成長産業化と適正管理の両立を図るということになっておりま

すけども、本町には意欲と能力ある林業経営者に該当する林業経営者は何人、または何社であ

るとお考えでしょうか、お聞きします。 
〇議長（柿島良行君） 

 内藤産業課長。 
〇産業課長（内藤哲也君） 

 お答えいたします。 
 本町には林業経営体が５社あり、林業経営者は５人と把握しております。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 芦澤健拓君。 

〇９番議員（芦澤健拓君） 
 ということは、逆に言うと町が今後、経営管理を実施しなければならない森林面積が相当増

えるんではないかなと思います。森林環境譲与税試算というのを先ほど係のほうからいただき

ました。これによりますと、林業就業者は山梨県全体でも９３２名ということで大変少ない。

一方で私有林の人工林面積は７万７，４７９ヘクタールですね。７万７，４７９ヘクタールを

９３２人の林業就業者で管理するのは、もうまったく無理な話で、非常に市町村の責任が重く

なるという、今度の制度でございます。 
 そういう中で今後、意欲と能力ある林業経営者というものを育てたり、あるいは林業就業者

を増やしていったり、そういうことが求められてきておりますが、この点については今後、町

のほうでよく検討していってもらいたいと思います。 
 本町では、本年度の森林環境譲与税１，１６７万円のうち４９１万円を森林所有者意向調査

準備業務に充て、残りの６７６万円は森林環境譲与税基金条例に基づいて積み立てることに
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なっております。 
 森林管理法によると、森林所有者の森林管理の責務を明確化する。森林所有者自らが森林管

理できない場合は、その森林を市町村に委ねることにすることとする。経済ベースにのる森林

については、意欲と能力ある林業経営者に経営を再委託する。経営ベースにのらない森林につ

いては、市町村が公的に管理を行うというふうに定められております。 
 町は森林を集積、集約するとともに間伐、造林、育林までの作業に責任を持てない森林所有

者の経営管理を代わって行うことで森林の経営管理を確保し、林業の成長産業化と適正管理の

両立を図るということが求められております。 
 町は森林所有者意向調査の結果を待って森林経営に関する施策を進めることになるのか、あ

るいはそれとは別に町としてこの制度に対する対応を考えておられるのか。今後、町は森林経

営管理法が定めているとおりの業務が進められるというふうに考えておられるのか、この点に

ついてお聞きします。 
〇議長（柿島良行君） 

 内藤産業課長。 
〇産業課長（内藤哲也君） 

 お答えいたします。 
 今年３月に成立した森林環境税および森林環境譲与税に関する法律では、森林環境譲与税を

活用し、森林整備を進めることが大きな柱の１つとなっております。 
 まず、町全体の森林情報を把握するため森林簿・林地台帳に過去の施業履歴を入力した資料

を作成し、対象森林を抽出する作業を行い、町全体の計画を作成することとなります。 
 次に所有者に対し意向調査を行い、森林経営管理の可否を聴取し、森林経営が可能な場合は

経営管理権集積計画を定めて事業を進めますが、町に経営管理を委ね、経営管理を実行できな

い森林については、町が経営管理の委託を受け管理を実施することとなります。 
 森林経営管理法によりますと、町は区域内の森林について経営管理が行われるよう努めるこ

ととなっております。法の趣旨にある森林整備が進められることを優先し、町はできるだけ森

林所有者に対して森林管理が行われるよう働きかけ、意欲と能力がある林業経営者との連携を

構築して森林整備が促進されること、地域の実情も踏まえ森林整備計画を立てることが必要と

考えております。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 芦澤健拓君。 

〇９番議員（芦澤健拓君） 
 先ほど申し上げた森林所有者意向調査準備業務ということで、今年度の森林環境譲与税のう

ちの４９１万円が使われるわけですけども、この調査準備業務というのは調査ではなく、この

調査の準備段階の予算ということなんでしょうか。その点はいかがですか。 
〇議長（柿島良行君） 

 内藤産業課長。 
〇産業課長（内藤哲也君） 

 そのとおりでございます。 
 以上です。 
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〇議長（柿島良行君） 
 芦澤健拓君。 

〇９番議員（芦澤健拓君） 
 そうしますと、この準備が終わったあとで意向調査をするということになると、だいぶ時間

がかかりそうな気がしますけれども、この調査まではどのくらいの時間を考えているんでしょ

うか。 
〇議長（柿島良行君） 

 内藤産業課長。 
〇産業課長（内藤哲也君） 

 約３年ぐらいかかると推測できます。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 芦澤健拓君。 

〇９番議員（芦澤健拓君） 
 ３年間で調査が終わって、そのあと森林経営管理の可否を決めて、町がどれだけのものを引

き受けるかというふうな形になるのでは、ちょっと時間がかかり過ぎのような気がしますし、

実際現在、森林の経営が非常に停滞しているというか、実際にはもう本当に差し迫った問題で

あるというふうに私は考えておりますので、できるだけ早くこの調査を進めていただきたいと

考えております。 
 次に国は森林環境税の創設と森林経営管理法の施行ということで、林業の成長産業化と森林

資源の適切な管理を進めるということになっておりますけども、実際は従来のように森林を保

全することから、主伐というふうに呼ばれる森林全体の伐採を進めて、木材の大量生産に転換

しようとしているわけです。これは林業政策の大転換というふうに一部で言われておりますけ

ども、ある研究者によりますと樹木の樹齢５０年から６０年というのは、まだ若木であると。

成長力があり、水源涵養機能や土壌の有機物量なども多く、森林の公益的機能のどれをとって

もピークではなく、まだまだ伸びる時期であり、むしろ樹齢１００年を超えるような樹木でも

成長力が高いというふうな結果が出ております。 
 今の国の政策に従って、樹齢５０年から６０年ぐらいの樹木をすべて伐採してしまうと森林

が持っている本来の水資源の涵養、光合成による地球温暖化防止作用、土砂災害の防止による

国土保全などの森林の大切な機能を失ってしまうことになります。 
 森林所有者の多くが主伐という全体の伐採を嫌うのは、経営意欲がないからではなく、長年

育ててきた自分の森がなくなってしまう。木材価格が低くて利益がほとんど出ない。そういう

理由からで、伐期がきたからすべての木を切ってしまうという国の発想は所有者の気持ちを無

視していますし、経済原則にも反しているということになると思います。 
 国が林業政策の大転換として森林保全から一転して木材の大量生産をというのは正しい考え

なのかどうか、主伐によって森林をなくしてしまうと直ちに植林を行っても森林は何十年も回

復しないことになります。このような国の林業政策の変更について、町には事前に十分な説明

がなされていたことと思いますけども、この事業を進めるためには林業専門の職員を配置する

ことも必要であると思いますし、これについて町としてのお考えはいかがでしょうか。 
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〇議長（柿島良行君） 
 内藤産業課長。 

〇産業課長（内藤哲也君） 
 お答えいたします。 
 これまで国、県の説明が幾度となく開催され、報道でも周知されてきたところです。森林環

境税は令和６年度から住民から１千円の負担を求めるものですが、５年後の導入までの財源は

国が借り入れて対応し、今年度から私有林人工林面積、林業就業者数、人口により算定され森

林環境譲与税として町に譲与されるものです。 
 今年度は町内における森林の間伐ならびに人材育成、担い手の確保、木材利用の促進および

普及啓発等の森林整備、ならびにその促進に必要な費用に充てるため、基金に積み立てを行う

ほか森林情報を整理、リスト化し、意向調査の対象森林を抽出する準備業務を行う予定です。 
 今後、森林所有者からの意向調査を実施し、森林経営管理制度を進めていく上で、県から助

言、情報の提供等を得ながら、森林・林業行政の体制支援を図るとともに必要に応じて森林・

林業の知識や経験を有する者、あるいは技術者が所属する法人等に事務を委託する地域林政ア

ドバイザー制度の活用の検討も考えております。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 芦澤健拓君。 

〇９番議員（芦澤健拓君） 
 できるだけ早く、専門的な知識を持った職員を産業課に配置していただくように希望します。 
 県が２０１５年に県政モニターや市町村、それから森林組合などを対象に行った森林環境譲

与税の活用についてのアンケート、これはもともと県が５００円の森林環境税を集めていた、

この活用についてということで取ったものであると思いますけども、荒廃した森林の整備、里

山林の再生ということがこのアンケートの上位を占めております。 
 本町の多くの森林はもちろん、里山林も荒廃しています。里山林の荒廃でイノシシ、シカ、

サルの住む山と人間が利用する里山との境界がはっきり分かれていないので、今のように鳥獣

による被害が防げないのではないかと思います。 
 イノシシ、シカ、サルなどの動物の生活圏と人間の里山との境にいろんな果実のなる木を、

桃とか栗とか柿、あるいはイチジク、ザクロなどの果実のなる木を植えて緩衝帯を設けるとい

うことも必要ではないかと思います。 
 鳥獣害が防止できれば、あけぼの大豆の圃場拡張などにも役に立つのではないかと考えてい

ます。緩衝帯を設けるという方法も含めて、里山林の整備をすることは森林環境譲与税を使っ

て行うことができる重要な施策であると考えますがいかがでしょうか、お聞きします。 
〇議長（柿島良行君） 

 内藤産業課長。 
〇産業課長（内藤哲也君） 

 お答えいたします。 
 里山林とは居住地域に広がり、薪や炭に使う木材の伐採、落ち葉の採取等を通じて維持管理

されてきた森林であり、現在は過疎化、高齢化による担い手不足、不在地主の増加により管理

主体が不明確な里山林が増加している状況です。 
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 県では平成２４年度により導入されている森林環境税を財源として、荒廃した里山林を再生

させるため、不用木や侵入竹の除去などの事業を展開しております。 
 町でもあけぼの大豆の圃場をはじめとした農地の保全や鳥獣被害の防止の観点からも里山林

の再生は有効な施策と考えられますので、森林環境譲与税による事業実施も検討していく必要

があると考えております。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 芦澤健拓君。 

〇９番議員（芦澤健拓君） 
 里山林の再生ということと、先ほどちょっと言いましたあけぼの大豆の圃場の保護と言いま

すか、こういうことについてやはり早めに進めていく必要がある。そのためには元気な老人に

集まってもらってやっていく。あけぼの大豆の振興協議会の皆さんと懇談会をもったときに、

手打沢でしたか、組合がありますよね、そこでは老人ばかりというとあれですけども、私、自

分も老人なので、失礼ですけども、大勢の元気な老人が集まっていろんなことを進めていると

いう話を聞きました。今後、その里山林の再生ということを目途に、そういう元気老人に集まっ

ていただいて、いろんなことをやっていくということも必要ではないかと思います。 
 私たちは、子どものころは山の中に遊びに行くか、あるいは川で遊ぶかという、そういうふ

うな生活をしてきましたので、里山林がきちんとしていて、例えば孫たちがそこで何かいろん

なことをして遊ぶとかということができればいいなというふうに考えておりますので、ぜひと

もこの里山林の再生をできるだけ早く、一日も早くやっていただきたいと思います。 
 次に私たち議員は、７月１０日に下山工業団地で懇談会を行いました。５月に本格的に稼働

した合板製造のキーテックをはじめホンダの自動車部品を製造しているメッツ、コダックの子

会社である山梨ＲＰＢなどの工場長、副工場長の皆さんと懇談し、町に対する要望事項などを

お聞きしてきました。 
 キーテックでは使用する木材はカラマツ、赤松、シラベなどであることを視察の中で聞いて

おりましたので、何人かの町民から大きくなったスギ、ヒノキを使ってもらえないかという問

い合わせがあったことを伝えました。 
 町民の皆さんから見れば、本町に大変先進的な合板製造を行う会社が誘致できて、町内には

伐期が訪れているスギ、ヒノキ等の森林があるわけですから、それを使ってほしいという考え

も理解できます。 
 工場を案内してもらう中で、スギ、ヒノキは使わないんですかというふうに聞いたところ、

その答えは当然のことながら値段が高いものは基本的に使えませんということでした。 
 せっかく優良企業が誘致できたのだからなんとかならないかと思いますけども、町ではどの

ようにお考えでしょうか、お聞きします。 
〇議長（柿島良行君） 

 内藤産業課長。 
〇産業課長（内藤哲也君） 

 お答えします。 
 質問のあったスギ、ヒノキの受け入れにつきましては、確認したところスギ、ヒノキの受け

入れはできますと回答をいただきました。また、キーテックに限らず町で切り出された間伐材
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の活用を図るため、都市部への町産材の利用につながることを目標に東京都港区で試行してい

るみなと森と水ネットワーク会議に入会し、港区に木材製品を供給できる自治体として協定締

結の準備を進めているところです。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 芦澤健拓君。 

〇９番議員（芦澤健拓君） 
 この港区のみなと森と水ネットワーク会議というのに入会するということで、準備をされて

いるわけですけども、今後たぶん、森林環境譲与税でいろんな都市部の東京都内の区とか、あ

るいは都市でこういうふうな同じような事業が始まっていくんではないかなと思います。どこ

が一番いいのかということもありますし、このみなと森と水ネットワーク会議という港区の事

業に参画していくということも大変重要なことではないかと思います。 
 産業課長からキーテックへの木材販売について、３つほどアドバイスをいただいておりまし

て、森林組合に委託する方法、森林所有者が自ら山を伐採し市場へ出荷する方法、民間事業者

に立木の状態で売却する方法ということで、ありますよというふうにアドバイスをいただいて

おります。これを町民の皆さんにぜひ周知していただきたいということをお願いしておきます。 
 わが国の森林は、アジア太平洋戦争の敗戦後に住宅建築用の木材が需要に追い付かないとい

うことで、最近に至るまで輸入材に頼ってまいりました。現在でも輸入材を使うことのほうが

多いのではないかと思いますけども、一方で、この木材不足を補おうということで破綻した山

梨県森林公社とか、町とかで各地方自治体が分収造林制度などでスギ、ヒノキ等の植林・育林

を行ってまいりました。 
 戦後も７０年を経て、現在では木材として利用できるような樹木に育ってきていると思いま

す。しかし、今、木材の価格が低迷しているということや林業従事者の数が激減しているとい

うことで、森林の有効活用ができないという状況に陥っております。 
 このたび、森林経営管理法と森林環境譲与税で実施することになっている森林整備は地球温

暖化防止、災害防止、国土保全、水源涵養などのために行われるわけです。林野庁は豪雨など

による土砂災害は放置人工林が原因ではないという立場をとっておりますけども、実際には放

置人工林が崩れの原因であることを隠したいので、今回の森林管理経営法という政策を打ち出

したのではないかと指摘する学者もおります。 
 本町の富士見山林道や三石山林道などの林道がたびたび土砂崩れなどの災害に見舞われてお

りますけども、森林整備が十分に行われていなかったからではないのか。それともほかに原因

があったと考えられるのか、この点についてお聞きします。 
〇議長（柿島良行君） 

 望月建設課長。 
〇建設課長（望月真人君） 

 お答えします。 
 過去３年間の本町の林道の災害発生状況ですが、林道三石山線が２件、林道富士見山線が４件、

その他林道が１件となっており、いずれもモルタル吹付を施した法面の崩落となっております。 
 災害発生の原因は、森林整備の不十分によるものではなく、昨今の異常気象もさることなが

ら林道開設から３０年以上経っており、主たる原因はモルタル吹付の経年劣化であると考えて
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おります。 
 今後もパトロールを強化し、異常箇所を発見した場合は速やかに補修工事を実施し、未然に

災害を防ぎたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（柿島良行君） 
 芦澤健拓君。 

〇９番議員（芦澤健拓君） 
 経年劣化ということで、防護壁が崩れるということなんですけども、土砂崩れなんかもちろ

ん起きないほうがいいわけですけども、いろんなことで、この三石山と富士見山という大きな

林道が災害を受けるということは今後も考えられるわけで、できればその予防をなんとかした

いなというふうに思います。 
 実際、現場に行ってみると、すごい大きな木が道をふさいでいるとか、あるいは道の上のほ

うの沢が全部崩れているとかということを見てきておりますので、今後、もちろん経年劣化を

防ぐためのいろんな工事も必要でしょうし、今後の問題として、林道の上部にある人工林の整

備のほうも考えていっていただきたいというふうに思います。 
 最後に林業従事者の人手不足対策について聞きます。 
 県は１９９７年に山梨県林業労働力確保促進基本計画を策定し、国は２００１年度から緑の

雇用事業というものをスタートさせております。 
 県は２０１７年に山梨県林業労働力確保促進計画を改定いたしました。２０１０年度の林業

センサスによりますと林業経営体に雇用されている労働者の３分の１が緑の雇用事業出身者で

あるということです。 
 これは全国の話だと思いますが、林業従事者を増やせない原因としては、雇用形態が一般の

職場と違い、日給月給である。仕事の内容が危険・汚い・きついという３Ｋだけでなく給料が

安い・休暇が少ない・結婚できない・ケガなどで体を壊しやすいという４つの悪条件を加えた

７Ｋ職場と言われることもあるそうです。 
 またチェーンソーや刈払機など刃物系の道具を多用し、足場の悪い現場での伐採などの危険

な作業が少ないので、毎年３０人から４０人が死亡しているという状況もあり、事故発生率が

高いのも特徴です。 
 林業労働者の待遇を改善することも森林環境譲与税の使い道に含まれているはずですので、

本町の林業従事者数はそれほど多くないんですが、緑の雇用事業に町として取り組んだ実績は

あるのか、本町の林業労働者の増減、推移について分かる範囲でお答えください。 
〇議長（柿島良行君） 

 内藤産業課長。 
〇産業課長（内藤哲也君） 

 お答えいたします。 
 緑の雇用事業は、未経験者の方でも林業事業の仕事につき林業で必要な技能を学んでもらう

ため、森林組合等の林業事業体への採用された人に対し、新人育成を目的とした助成制度のた

め、緑の雇用事業を町として取り組んだ実績はありません。 
 また林業就労者の増減、推移についてですが、林業従事者数は全国的に減少しており、その

要因としては若年就労者の就職に対し、高齢者の離職が多いため定着率が高まらないことが考
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えられます。 
 本町では平成２５年度には約７５名いましたが、平成３０年度は約５５名と２０名の減少と

なっています。 
 今後、進めていく森林経営管理制度により林業需要が拡大することが見込まれるため、機械

化や情報通信技術の導入など、林業生産の効率化と労働条件の改善などイメージアップを図り、

林業従事者の定着を進めていくことが必要と考えております。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 芦澤健拓君。 

〇９番議員（芦澤健拓君） 
 この林業従事者、これが一番、この森林環境税の非常に重要な部分を占めているということ

で、今後町として進めていく場合に、森林環境税というのは独自財源ということなので、国の

方針とは一線を画して、身延町の森に本当に必要な処方箋を丁寧に立てて、長期的に実行でき

るものを考えて、グラウンドデザインとして原動力として使っていただきたいというふうに思

います。 
 樹木の時間というのは人間の時間とだいぶ違う、大体、樹木の５年が人間の１年くらいに換

算されるんではないかという考え方もあるようですので、樹木の時間で今後の長いスパンでの

森林経営について計画を立て進めていっていただきたいと思います。 
 以上で私の一般質問を終わります。 

〇議長（柿島良行君） 
 芦澤健拓君の一般質問を終わります。 
 以上で本日の議事日程は終了しました。 
 本日はこれをもちまして散会といたします。 
 ご苦労さまでした。 

〇議会事務局長（佐野和紀君） 
 相互にあいさつを交わし終わります。 
 ご起立をお願いいたします。 
 相互に礼。 
 ご苦労さまでした。 

散会 午後 ２時３０分 
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開会 午前１０時２０分 
〇議会事務局長（佐野和紀君） 

 相互にあいさつを交わします。 
 ご起立をお願いいたします。 
 相互に礼。 
 （ あ い さ つ ） 
 ご着席ください。 

〇議長（柿島良行君） 
 本日は大変ご苦労さまです。 
 出席議員が定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 
 本日は議事日程第３号により執り行います。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１ 諸般の報告を行います。 

 本日の説明員として地方自治法第１２１条の規定に基づき、出席通知のありました者の職氏

名につきましては、先の会議で一覧表として配布したとおりです。 
 本日は質疑および委員会付託の日程になっております。 
 お手元に配布した委員会付託表のとおり、認定第１号および議案第６１号から議案第６９号

までを各常任委員会に付託を予定していますので、質疑は大綱のみに留めてください。 
 以上で諸般の報告を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第２ 認定第１号 平成３０年度身延町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定についての

質疑を行います。 
 質疑ありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑なしと認めます。 
 以上で認定第１号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第３ 議案第６１号 身延町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定につ

いての質疑を行います。 
 質疑ありませんか。 
 田中一泰君。 

〇６番議員（田中一泰君） 
 ここに出てくる会計年度任用職員の定義について教えてください。どういう人たちが会計年

度任用職員なのか。 
〇議長（柿島良行君） 

 田中議員、ただいまの具体的な質問につきましては、総務産業建設常任委員会に付託を予定

していますので、常任委員会のほうでよろしくお願いいたします。 
 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 ほかに質疑がないので、質疑なしと認めます。 
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 以上で議案第６１号の質疑を終わります。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第４ 議案第６２号 身延町職員給与条例及び身延町消防団員の定員、任免、給与、服務等

に関する条例の一部を改正する条例についての質疑を行います。 
 質疑ありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑なしと認めます。 
 以上で議案第６２号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第５ 議案第６３号 身延町印鑑条例の一部を改正する条例についての質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑なしと認めます。 
 以上で議案第６３号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第６ 議案第６４号 身延町社会体育施設条例の一部を改正する条例についての質疑を行い

ます。 
 質疑ありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑なしと認めます。 
 以上で議案第６４号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第７ 議案第６５号 身延町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例及び身延町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関

する条例の一部を改正する条例についての質疑を行います。 
 質疑ありませんか。 
 上田孝二君。 

〇５番議員（上田孝二君） 
 今日のニュースでちょっと報道があったんですけども、保育料の無料化に関してということ

があったんだけども、それについて、これ議案で上程されているんですけど、特に問題はない

ですか。 
〇議長（柿島良行君） 

 大村子育て支援課長。 
〇子育て支援課長（大村隆君） 

 お答えいたします。 
 私どものほうも、その件につきましては承知をしております。その内容等を精査したところ、

今回の改正につきまして特に問題になるようなことはないということで判断しております。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 上田議員、よろしいですか。 
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〇５番議員（上田孝二君） 
 分かりました。 

〇議長（柿島良行君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 ほかに質疑がないので、質疑なしと認めます。 
 以上で議案第６５号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第８ 議案第６６号 身延町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例についての質疑を行います。 
 質疑ありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑なしと認めます。 
 以上で議案第６６号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第９ 議案第６７号 令和元年度身延町一般会計補正予算（第３号）の質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑なしと認めます。 
 以上で議案第６７号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１０ 議案第６８号 令和元年度身延町介護保険特別会計補正予算（第２号）の質疑を行

います。 
 質疑ありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑なしと認めます。 
 以上で議案第６８号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１１ 議案第６９号 令和元年度身延町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）の質疑

を行います。 
 質疑ありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑なしと認めます。 
 以上で議案第６９号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１２ 同意第１２号 身延町教育委員会委員の任命について 
   日程第１３ 同意第１３号 身延町固定資産評価審査委員会委員の選任について 
   日程第１４ 同意第１４号 身延町固定資産評価審査委員会委員の選任について 
   日程第１５ 同意第１５号 身延町固定資産評価審査委員会委員の選任について 
   日程第１６ 同意第１６号 身延町公平委員会委員の選任について 
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 本件は人事案件のため質疑を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって同意第１２号から同意第１６号までの質疑は省略します。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１７ 発委第１号 身延町議会基本条例の制定について 

 本件は議会基本条例策定特別委員会提出案件のため質疑を省略したいと思いますが、これに

異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって発委第１号の質疑は省略します。 
 お諮りします。 
 お手元に配布した委員会付託表のとおり、認定第１号および議案第６１号から議案第６９号

までを各常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、付託表のとおり各常任員会に付託します。 
 これをもちまして、本日の議事日程は終了しました。 
 このあと現地調査となっていますので、よろしくお願いいたします。 
 ご苦労さまでした。 

〇議会事務局長（佐野和紀君） 
 相互にあいさつを交わします。 
 ご起立をお願いいたします。 
 相互に礼。 
 ご苦労さまでした。 

散会 午前１０時３２分 
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開会 午前 ９時００分 
〇議会事務局長（佐野和紀君） 

 相互にあいさつを交わします。 
 ご起立をお願いいたします。 
 相互に礼。 
 （ あ い さ つ ） 
 ご着席ください。 

〇議長（柿島良行君） 
 本日は大変ご苦労さまです。 
 川口福三議員から欠席の届け出が提出されていますので報告します。 
 それでは出席議員が定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 
 本日は議事日程第４号により執り行います。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１ 諸般の報告を行います。 

 本日の説明員として、地方自治法第１２１条の規定に基づき出席通知のありました者の職氏

名につきましては、一覧表としてお手元に配布したとおりです。 
 なお、本日は請負契約１件、意見書案１件が追加案件となっています。 
 以上で諸般の報告を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第２ 委員長報告。 

 （１）予算決算常任委員会に付託した認定第１号および議案第６７号から議案第６９号につ

いて、委員長の報告を求めます。 
 予算決算常任委員会委員長、河井淳君。 
 登壇してください。 

〇予算決算常任委員長（河井淳君） 
 それでは予算決算常任委員会に付託されました議案の審査結果について報告をいたします。 
 （以下、予算決算常任委員会報告書の朗読につき省略） 

〇議長（柿島良行君） 
 以上で予算決算常任委員会委員長の報告が終わりました。 
 委員長はその場でお待ちください。 
 これから委員長の報告に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑なしと認めます。 
 以上で予算決算常任委員会の審査報告に対する質疑を終わります。 
 河井委員長は自席にお戻りください。 
 引き続き、総務産業建設常任委員会に付託した議案第６１号および議案第６２号の委員長報

告を求めます。 
 総務産業建設常任委員会委員長、上田孝二君。 
 登壇してください。 
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〇総務産業建設常任委員長（上田孝二君） 
 それでは総務産業建設常任委員会に付託された審査報告をいたします。 
 （以下、総務産業建設常任委員会報告書の朗読につき省略） 

〇議長（柿島良行君） 
 以上で総務産業建設常任委員会委員長の報告が終わりました。 
 委員長はその場でお待ちください。 
 これから委員長の報告に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑なしと認めます。 
 以上で総務産業建設常任委員会委員長の審査報告に対する質疑を終わります。 
 上田委員長は自席にお戻りください。 
 次に教育厚生常任委員会に付託した議案第６３号から議案第６６号および請願第３号につい

て、委員長の報告を求めます。 
 教育厚生常任委員会委員長、野島俊博君。 
 登壇してください。 

〇教育厚生常任委員長（野島俊博君） 
 それでは令和元年９月１１日、教育厚生常任委員会審査結果報告書を朗読いたします。 
 （以下、教育厚生常任委員会報告書の朗読につき省略） 

〇議長（柿島良行君） 
 以上で委員長の報告が終わりました。 
 これから委員長の報告に対する質疑を行います。 
 まずはじめに、委員会審査結果報告について質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑なしと認めます。 
 以上で委員会審査結果報告についての質疑を終わります。 
 続いて請願について委員長報告に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑なしと認めます。 
 以上で議案第６３号から議案第６６号および請願第３号についての審査報告に対する質疑

を終わります。 
 野島委員長は自席にお戻りください。 
 これから日程に従い、討論・採決を行います。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第３ 認定第１号 平成３０年度身延町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定についての

討論を行います。 
 まず原案に反対者の発言を許します。 
 討論はありませんか。 
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 渡辺文子君。 
〇１１番議員（渡辺文子君） 

 認定第１号 平成３０年度身延町一般会計歳入歳出決算について、１０款教育費、通学対策

事業費１億３，８６３万５，６４６円に反対をし討論いたします。 
 ３０年度決算において歳出総額８５億４，３００万円のうち児童生徒の送り迎えだけの通学

対策事業費に１億３，８００万円かかりました。この額を減らそうと過疎対策事業債を使い１億

１，２７０万円の起債をしました。その努力は認めますが、通学だけにこれだけの経費がかか

ることは事実です。 
 身延清稜小学校２路線、下山小学校４路線、身延小学校４路線、身延中学校５路線です。い

まさらですが、そもそも無理な統廃合を進めてきた結果ではないでしょうか。 
 身延町後期高齢者医療特別会計決算について反対討論いたします。 
 無年金の方や、これまで家族に扶養されていた方を含め７５歳以上のすべての高齢者が保険

料を支払わなければならないのが、この後期高齢者医療制度です。 
 ３０年度決算でも不納欠損や収入未済もあり、９名の高齢者が短期保険証ということです。

後期高齢者が短期保険証を持って医療機関で受診しなければならない現実に胸が痛みます。高

齢者いじめの後期高齢者医療制度は廃止をし、老人保健制度に戻すべきです。 
 身延町介護保険特別会計決算について反対討論いたします。 
 介護保険料が高くて払うのが大変という声がある中、平成３０年度に介護保険料の値上げを

しました。年金から天引きできない普通徴収の保険料の不納欠損や収入未済もあります。保険

料を無理して支払っても利用料が払えなくて必要な介護サービスが受けられない。施設は何年

も待たなければ入所できないという状況です。 
 介護保険制度は１９年前、家族介護から社会で支える介護へというスローガンを掲げて導入

されましたが、実際には要介護に応じてサービス内容や支給額が制限され、スタート当初から

保険あって介護なしと言われてきました。 
 そんな中でも、町の担当や現場の皆さんは献身的に努力をしてくれています。利用者からサー

ビスを取り上げる改革や機械的な利用制限の仕組みをやめ、利用料・保険料の負担を軽減して

介護保険を必要な介護が保障される制度へ変えていくべきです。 
〇議長（柿島良行君） 

 次に原案に賛成者の発言を許します。 
 討論はありませんか。 
 広島法明君。 

〇１３番議員（広島法明君） 
 賛成の立場で討論させていただきます。 
 一般会計の１０款教育費の通学支援事業費の支出につきましては、もともとが安全・安心を

最重視していただきたいという町民等の声を最大限努力した結果の支出でありますし、この支

出内容をもとに今後について改善するところは改善していただきたいということも踏まえまし

て、平成３０年度の一般会計の決算については賛成します。 
 また、身延町後期高齢者医療特別会計ならびに身延町介護保険特別会計につきましては、町

独自の事業というよりも県、国の制度に基づいて身延町なりに工夫しての会計決算であります。 
 どの制度にも長所、短所はあろうかと思いますけども、身延町なりに工夫した結果の決算内
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容であると確信しておりますので、この特別会計２件につきましても賛成の立場で討論とさせ

ていただきます。 
 以上です。 

〇議長（柿島良行君） 
 次に反対討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 反対討論がないので、討論を終わります。 
 これから認定第１号を採決します。 
 お諮りします。 
 認定第１号に対する委員長の報告は、認定とするものです。 
 委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数であります。 
 よって、認定第１号は委員長の報告のとおり認定することに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第４ 議案第６１号 身延町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定につ

いての討論を行います。 
 まず原案に反対者の発言を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論なしと認めます。 
 これで討論を終わります。 
 これから議案第６１号を採決します。 
 お諮りします。 
 議案第６１号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第６１号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第５ 議案第６２号 身延町職員給与条例及び身延町消防団員の定員、任免、給与、服務等

に関する条例の一部を改正する条例についての討論を行います。 
 まず原案に反対者の発言を許します。 
 討論ありませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論なしと認めます。 
 これで討論を終わります。 
 これから議案第６２号を採決します。 
 お諮りします。 
 議案第６２号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 
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 委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第６２号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第６ 議案第６３号 身延町印鑑条例の一部を改正する条例について討論を行います。 

 まず原案に反対者の発言を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論なしと認めます。 
 これで討論を終わります。 
 これから議案第６３号を採決します。 
 お諮りします。 
 議案第６３号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第６３号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第７ 議案第６４号 身延町社会体育施設条例の一部を改正する条例についての討論を行い

ます。 
 まず原案に反対者の発言を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論なしと認めます。 
 これで討論を終わります。 
 これから議案第６４号を採決します。 
 お諮りします。 
 議案第６４号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第６４号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第８ 議案第６５号 身延町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例及び身延町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関

する条例の一部を改正する条例についての討論を行います。 
 まず原案に反対者の発言を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 



 １０２

 討論がないので、討論なしと認めます。 
 これで討論を終わります。 
 これから議案第６５号を採決します。 
 お諮りします。 
 議案第６５号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第６５号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第９ 議案第６６号 身延町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例について討論を行います。 
 まず原案に反対者の発言を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論なしと認めます。 
 これで討論を終わります。 
 これから議案第６６号を採決します。 
 お諮りします。 
 議案第６６号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第６６号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１０ 議案第６７号 令和元年度身延町一般会計補正予算（第３号）の討論を行います。 

 まず原案に反対者の発言を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論なしと認めます。 
 これで討論を終わります。 
 これから議案第６７号を採決します。 
 お諮りします。 
 議案第６７号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第６７号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 
 



 １０３

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１１ 議案第６８号 令和元年度身延町介護保険特別会計補正予算（第２号）の討論を行

います。 
 まず原案に反対者の発言を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論なしと認めます。 
 これから議案第６８号を採決します。 
 お諮りします。 
 議案第６８号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第６８号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１２ 議案第６９号 令和元年度身延町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）の討論

を行います。 
 まず原案に反対者の発言を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論なしと認めます。 
 これから議案第６９号を採決します。 
 お諮りします。 
 議案第６９号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第６９号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１３ 同意第１２号 身延町教育委員会委員の任命について 
   日程第１４ 同意第１３号 身延町固定資産評価審査委員会委員の選任について 
   日程第１５ 同意第１４号 身延町固定資産評価審査委員会委員の選任について 
   日程第１６ 同意第１５号 身延町固定資産評価審査委員会委員の選任について 
   日程第１７ 同意第１６号 身延町公平委員会委員の選任について 

は人事案件のため討論を省略し採決を行いたいと思いますが、これに異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、同意第１２号から同意第１６号は討論を省略し、直ちに採決に入ることに決定しま

した。 
 同意第１２号から同意第１６号の採決は、起立によって行います。 



 １０４

 同意第１２号 身延町教育委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の

諸君の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員であります。 
 よって同意第１２号 身延町教育委員会委員に山梨県南巨摩郡身延町下田原１９７８番地、

若林裕子氏、昭和５８年５月１０日生まれに同意することに決定しました。 
 次に同意第１３号 身延町固定資産評価審査委員会委員の選任について、原案のとおり同意

することに賛成の諸君の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員であります。 
 よって同意第１３号 身延町固定資産評価審査委員会委員に山梨県南巨摩郡身延町久成

１５４３番地、秋山和子氏、昭和２７年４月２日生まれに同意することに決定しました。 
 次に同意第１４号 身延町固定資産評価審査委員会委員の選任について、原案のとおり同意

することに賛成の諸君の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員であります。 
 よって同意第１４号 身延町固定資産評価審査委員会委員に山梨県南巨摩郡身延町三沢

７２８番地２、高野恒徳氏、昭和２８年１０月８日生まれに同意することに決定しました。 
 次に同意第１５号 身延町固定資産評価審査委員会委員の選任について、原案のとおり同意

することについて賛成の諸君の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員であります。 
 よって同意第１５号 身延町固定資産評価審査委員会委員に山梨県南巨摩郡身延町横根中

１７２５番地、千頭和勝彦氏、昭和２９年４月１７日生まれに同意することに決定しました。 
 次に同意第１６号 身延町公平委員会委員の選任について、原案のとおり同意することにつ

いて賛成の諸君の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員であります。 
 よって同意第１６号 身延町公平委員会委員に山梨県南巨摩郡身延町釜額５２８番地、赤池

一博氏、昭和２４年１月１日生まれに同意することに決定しました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１８ 請願第３号 教職員定数改善、少人数学級推進及び義務教育費国庫負担制度拡充を

図るための請願書の討論を行います。 
 まず原案に反対者の発言を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論なしと認めます。 
 これから請願第３号を採決します。 
 お諮りします。 
 請願第３号に対する委員長の報告は、採択とするものです。 



 １０５

 委員長報告のとおり決定することに賛成する諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、請願第３号は委員長報告のとおり採択することに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１９ 発委第１号 身延町議会基本条例の制定について 

 本件は身延町議会基本条例策定特別委員会提出案件でありますので、討論を省略し採決を行

いたいと思いますが、これに異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、発委第１号は討論を省略し、直ちに採決に入ることに決定しました。 
 これから発委第１号を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり可決することに賛成する諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、発委第１号は原案のとおり可決することに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第２０ 委員会の閉会中の継続調査について。 

 総務産業建設常任委員長、教育厚生常任委員長、議会運営委員長、議会広報編集委員長から

委員会において調査中の事件について会議規則第７５条の規定によって、お手元に配布した申

出書のとおり閉会中の継続調査の申し出がありました。 
 お諮りします。 
 各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。 
 お諮りします。 
 本日、請負契約１件、意見書案１件が提出されました。 
 この案件を本日の日程に追加し、審議することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、追加提出された議案を本日の日程に追加することに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   追加日程第１ 議案第７０号 身延町総合文化会館音響設備等デジタル化工事請負契約について

を議題とします。 
 町長から本案について提案理由の説明を求めます。 
 望月町長。 

〇町長（望月幹也君） 
 それでは追加議案第７０号について、ご説明を申し上げます。 



 １０６

 身延町総合文化会館音響設備等デジタル化工事請負契約についてであります。 
 身延町総合文化会館音響設備等デジタル化工事請負契約について、身延町議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める条例第２条の規定に基づき、議会の議決を求

めるものでございます。 
記 

 １．契約の目的 身延町総合文化会館音響設備等デジタル化工事 
 ２．契約の方法 一般競争入札（事後審査型による契約） 
 ３．契 約 金 額 金１億９，８００万円 
 ４．契約の相手方 東京都港区海岸３－９－１５ ＬＯＯＰ－Ｘビル１２階 
          ヒビノアークス株式会社 代表取締役社長 小林瑞夫 
 提案理由を申し上げます。 
 身延町総合文化会館音響設備等デジタル化工事請負契約を締結するため、議会の議決が必要

であります。 
 これがこの議案を提出する理由でございます。 
 以上であります。 
 なお、議案の内容につきましては、財政課長より説明申し上げますのでよろしくお願い申し

上げます。 
〇議長（柿島良行君） 

 次に議案第７０号の内容説明を求めます。 
 遠藤財政課長。 

〇財政課長（遠藤基君） 
 それでは議案第７０号 身延町総合文化会館音響設備等デジタル化工事請負契約について内

容説明をさせていただきます。 
 ２枚目の議案第７０号関係資料をご覧ください。 
 工事名でありますが、身延町総合文化会館音響設備等デジタル化工事であります。 
 工事場所は身延町波木井４０７番地、身延町総合文化会館であります。 
 予定価格は消費税を除く１億９，７２０万円であります。 
 入札年月日は令和元年８月３０日で入札場所は中富総合会館２階、農林研修室でありました。 
 入札参加者につきましては、記載してあります１社でありました。 
 また入札金額、入札率はそれぞれ記載してあるとおりでありますので、ご覧ください。 
 落札者はヒビノアークス株式会社で、落札額は１億８千万円となり、消費税を含んだ１億９，

８００万円で、９月９日に仮契約を締結いたしました。 
 工期は、ご議決をいただければ記載のとおりの工期となります。 
 また工事概要につきましては、総合文化会館内の通信ケーブル等の幹線を新たに光ファイ

バーで施すとともに舞台音響設備等の工事一式を施工するものであります。 
 なお、備考欄におきまして、入札から仮契約に至るまでの経過を時系列で記載いたしました

ので、ご確認ください。 
 以上、議案第７０号の内容説明とさせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（柿島良行君） 
 以上で町長の提案理由と担当課長の内容説明が終わりました。 



 １０７

 次に議案第７０号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 芦澤健拓君。 

〇９番議員（芦澤健拓君） 
 まず一般競争入札（事後審査型）とありますけども、これのご説明をお願いします。 
 それから、この工事中、工事の終了が来年の３月１９日ということですけども、その間の総

合文化会館の使用はどんなふうになるんでしょうか。 
〇議長（柿島良行君） 

 遠藤財政課長。 
〇財政課長（遠藤基君） 

 芦澤議員のご質問の最初の部分の一般競争入札の事後審査型、条件付きの一般競争入札とい

うことについての入札方法ということですので、ご説明をさせていただきます。 
 まず事後審査型条件付き一般競争入札と言いますと、まず最初に身延町の競争入札の参加者

名簿に登載されているものを対象といたしまして、入札参加にかかる資格要件をこれは公告し

ます。公告は身延町の掲示版、またホームページで公告をします。 
 公告いたしますと、その資格要件を満たすものが自由に入札に参加することができまして、

入札の日に開札をし、有効な入札のうち入札価格の低いものから資格要件の審査を実施いたし

ます。資格要件が適格である場合に落札をするという入札方法となります。 
 以上でございます。 

〇議長（柿島良行君） 
 深沢生涯学習課長。 

〇生涯学習課長（深沢教博君） 
 お答えさせていただきます。 
 総合文化会館ホール等の利用しない日程を使いまして工事のほうを進め、３月１９日までの

完成を目指します。 
 以上でございます。 

〇議長（柿島良行君） 
 芦澤健拓君。 

〇９番議員（芦澤健拓君） 
 今回はこのヒビノアークス１社ということでしたけども、これは非常に専門的な知識や能力

がないと受けられないということで、この会社になったということなのか、その点が１点。 
 それから使用は、総合文化会館を使用しないときに限って工事をするということですね。 
 以上２点。 

〇議長（柿島良行君） 
 遠藤財政課長。 

〇財政課長（遠藤基君） 
 まず１点目の質問にお答えいたします。 
 この工事の公告に対する参加資格の要件をちょっとご説明させていただきます。 
 まず今回の、議員おっしゃるとおり特殊な能力、それから実績等を踏まえた、確実に工事を

していただく業者に工事を請け負っていただきたく、本来であれば身延町は指名競争入札が主



 １０８

流でありますが、１億円以上の工事ということで、一般競争入札にするのか、指名競争入札に

するのか、その状況を確認しました。 
 その中で今回の工事につきましては、私どもの指名参加に登録されている業者の中で、いわ

ゆる１億円以上であれば１０社以上の専門的な分野を持った業者を指名しなければなりません

でしたので、これは一般競争にするべきだということに判断を、まず第一にしました。 
 その中で工事の選定につきましては、本社、それから本支店をいわゆる首都圏、１都７県の

中で本社、支店を持っている業者にしてほしいということで、まず１つの条件をいたしました。 
 ２つ目の条件といたしましては、この入札に参加する資格といたしまして、先ほどから申し

ていますように身延町の入札参加者の名簿に登録されている方で、電気通信工事で直近の経営

審査に伴う総合評価値が９５０点以上の業者ということにさせていただきました。 
 また、施工実績といたしまして過去１５年間に国、または地方公共団体の発注のホールの席

数が４００席以上の工事実績があること、かつデジタルオーディオネットワークシステム等を

含んだ同種工事で請負金額が１億円以上で元請実績があること。これを条件といたしました。 
 また、当然のことながらその工事にかかる配置予定技術者を要することというような条件を

公告いたしまして、今回はヒビノアークスさんが申し込みをしていただいて落札に至ったとい

うことでございます。 
 以上でございます。 

〇議長（柿島良行君） 
 深沢生涯学習課長。 

〇生涯学習課長（深沢教博君） 
 お答えいたします。 
 総合文化会館につきましては、通常の開館をいたします。したがいまして、利用申し込みの

ない日程を見計らって工事のほうを進めてまいります。 
 以上でございます。 

〇議長（柿島良行君） 
 芦澤議員、よろしいですか。 
 （はい。の声） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 実績があるということなんですけど、具体的にどういうような音響施設というか、私たちが

知っているようなところで、どんなところを手掛けているのかというのは分かりますか。 
〇議長（柿島良行君） 

 遠藤財政課長。 
〇財政課長（遠藤基君） 

 ヒビノアークスさんにつきましては、現在の手持ち工事といたしますと長野県の県立武道館

の舞台音響設備工事１億６００万円を手持ち工事しております。また、そのほかには杉並区の

施設の音響設備工事とか、あと坂東市、それから八王子市等の、現在は約８億円ぐらいの実績

を持っています。すでに今、手がけているものですね。過去には当然、もっと大きいものはた

くさんありますけども、いわゆる民間、それから公のところ、官民合わせまして幅広くこういっ
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た舞台装置、それから舞台の音響装置を手掛けている業者ということの実績をいただいており

ます。 
 以上でございます。 

〇議長（柿島良行君） 
 渡辺議員、よろしいですか。 
 （はい。の声） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 ほかに質疑がないので、質疑なしと認めます。 
 以上で議案第７０号の質疑を終わります。 
 これから議案第７０号の討論を行います。 
 まず原案に反対者の発言を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論なしと認めます。 
 これで討論を終わります。 
 これから議案第７０号を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第７０号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   追加日程第２ 発議第２号 教職員定数改善、少人数学級推進及び義務教育費国庫負担制度拡充

を図るための意見書案について議題とします。 
 提出者の説明を求めます。 
 望月悟良君、登壇してください。 
 望月悟良君。 

〇３番議員（望月悟良君） 
 それでは発議第２号につきまして、提案をいたします。 

令和元年９月１３日 
 身延町議会議長 柿島良行殿 

提出者 
身延町議会議員 望月悟良 

賛成者 
身延町議会議員 野島俊博 
身延町議会議員 渡辺文子 

 教職員定数改善、少人数学級推進及び義務教育費国庫負担制度拡充を図るための意見書案 
 上記の議案を別紙のとおり、身延町議会会議規則第１４条第１項および第２項の規定により

提出いたします。 
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 提案理由 
 子どもたちのゆたかな学びを実現するため、計画的な教職員定数の改善、少人数学級の推進、

義務教育費国庫負担制度の堅持と国庫負担割合の見直し、及び教育条件の格差を解消するため

に、教育予算の拡充を図ること等の意見書を政府関係機関に対し提出する。 
 これがこの議案を提出する理由であります。 
 なお、趣旨につきましては、裏面をご参照いただきたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（柿島良行君） 
 以上で提出者の説明を終わります。 
 望月悟良君はその場でお待ちください。 
 これから発議第２号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑なしと認めます。 
 以上で発議第２号の質疑を終わります。 
 望月悟良君は自席にお戻りください。 
 これから発議第２号の討論を行います。 
 まず原案に反対者の発言を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論なしと認めます。 
 これで討論を終わります。 
 これから発議第２号を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は原案のとおり可決することについて、賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、発議第２号は原案のとおり可決することに決定しました。 
 以上をもちまして、本定例会に付議されました案件はすべて議了しました。 
 ここで、高野企画政策課長から鴨川市の台風１５号の被害について報告の申し出がありまし

たので、これを許します。 
 高野企画政策課長。 

〇企画政策課長（高野博邦君） 
 貴重なお時間を頂戴して議員の皆さま、ならびに町民の皆さまが心配されている本町と姉妹

都市協定を結んでいる千葉県鴨川市の台風１５号による被災状況と本町の支援の対応について

報告をさせていただきます。 
 ９月８日深夜から９日未明にかけて太平洋岸から関東地方に襲来した台風１５号は、近年に

ない強風を伴い沿岸を含む各地に甚大な被害をもたらしました。 
 特に千葉県においては強風のため送配電設備が重大な被害を受け、台風通過直後には千葉県

内の約５０万戸が停電となり、現在も２０万戸が復旧しておらず住民生活は大きな影響を受け
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ております。 
 鴨川市へは発災後から連絡を取り、昨日、午前中の時点でおよそ１万８千軒が停電しており、

本日朝においても約１万５千軒がいまだ停電、断水は約５００戸となっている状況です。 
 本町として、市民生活に必要な飲料水を支援物資としてお届けすることを申し出たところ、

ありがたくお受けしたいとの返事をいただきました。 
 町ではこれを受けまして、本日朝、交通防災課長以下職員４名体制で鴨川市へ向けて下部の

ミネラルウォーター１リットル１５本入り５０箱と風で飛ばされた屋根を覆うブルーシート

２００枚を積んで出発いたしました。 
 今後、時間を経る中で新たな被害も確認されてくることも考えられますが、当座の対応とし

て支援物資をお送りしたところです。 
 鴨川市の一日も早い復旧をお祈りし、現時点での被害状況および対応についての報告とさせ

ていただきます。ありがとうございました。 
〇議長（柿島良行君） 

 次に町長からあいさつの申し出がありましたので、これを許します。 
 望月町長。 

〇町長（望月幹也君） 
 皆さま、大変お疲れさまでございました。 
 令和元年身延町議会第３回定例会の閉会にあたり、一言お礼のあいさつを申し上げたいと思

います。 
 本定例会は去る９月３日に開会をし、本日までの１１日間、柿島議長のもと私どもが提案い

たしました１７件の議案につきまして、真摯にご審議をいただき心より感謝を申し上げます。 
 提案いたしましたすべての議案につきまして、ご認定・ご議決・ご同意をいただく中で無事

閉会を迎えることができました。議員の皆さまのご協力に重ねて敬意と感謝を申し上げたいと

思います。 
 ご議決をいただきました令和元年度補正予算の執行につきましては、職員ともども知恵を出

し合いスピード感を持って最善を尽くしてまいりますので、引き続きご指導・ご協力を賜りた

いと存じます。 
 なお、先ほど企画政策課長が申し上げましたとおり、千葉県では本当に大きな被害を受けて

おります。鴨川市をはじめ被災された皆さま方に心よりお見舞いを申し上げたいと思います。 
 また本日、山日新聞に報道がありましたとおり宮川典子衆議院議員がご逝去されました。私

も本当に何も知らなくて、今日の新聞で知りました。 
 宮川先生につきましては、身延町のために今まで本当に一生懸命やっていただきました。心

よりご冥福をお祈りしたいと思います。 
 簡単ではございますけども、閉会にあたりあいさつといたします。 

〇議長（柿島良行君） 
 町長のあいさつが終わりました。 
 会議規則第７条の規定によって閉会したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、本定例会はこれで閉会することに決定しました。 
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 会期１１日間、議員各位には慎重に審議をしていただき無事閉会を迎えることができました

ことに深く感謝を申し上げます。これも関係各位のご協力によるものと感謝申し上げます。 
 本日９月１３日、本町が合併し１５年という記念の日になります。この節目を契機とし、さ

らなる議会改革を進めながら議員一人ひとりの資質を高め、町民の皆さまの負託に応えるべく

気持ちを新たにしたところであります。 
 各位におかれましては、住民福祉の向上および町政発展になお一層のご尽力を賜りますよう

お願い申し上げ、これをもちまして令和元年第３回身延町議会定例会を閉会とします。 
 大変ご苦労さまでございました。 

〇議会事務局長（佐野和紀君） 
 相互にあいさつを交わし終わります。 
 ご起立をお願いいたします。 
 相互に礼。 
 ご苦労さまでした。 

閉会 午前１０時１０分 
 



 １１３

 
 
 

上記会議の経過は、委託先（株）東洋インターフェイス代表取締役薬袋東洋 
男が録音テープから要約し、議会事務局長佐野和紀が校正したものであるが、 
その内容に相違ないことを証するため、議長により署名する。 

 
 
 
 
 

議 長 
 
 
 
 

署 名 議 員 
 
 
 
 

同    上 
 
 
 
 

同    上 
 
 
 
 
 
 
 


